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序

　本報告書は、急速に進展しつつある少子・高齢社会において、いかなるまちづくりを考えて

いけばよいのかその一つの方法を示そうとするものです。特に、地域においてこれまで中心的

な存在として貢献してきた商店街が疲弊している現状をみたとき、こうした状態を放置してい

るとひいては地域そのものが衰退していく可能性が高いというまさにその危機意識から、商店

街の活性化・再生と地域の活性化・再生とを連動する方法を見出す必要があると考えるに至り

ました。これまでも商店街の活性化・再生への様々な取組みが行われてきましたが、必ずしも

順調に展開されてきたとは言えない面があります。

　ではどういつだアプローチを採用することによって、商店街の活性化・再生と地域の活性

化・再生を連動させることができるのだろうかと検討し続けるなかで、そのひとつの方法とし

て、地域に存在している地域資源に目を向ける必要があると考えるに至りました。商店街の活

性化を図るに当たって活用できる地域資源には、その地域の歴史に関連する名所旧跡、祭り等

の無形文化財、公共施設、そして、なによりも重要な地域住民や夕刻者などがあります。これ

らの中で、それは地域で生活していくうえで必要不可欠であり、かつ今後の少子・高齢社会に

おいてなくてはならないものそれは何か、その答えの一つが病院や診療所などの医療関連の機

関、福祉・介護に関わるような施設ないし機関、幼児や小学生等の子育てに必要な施設ないし

機関の存在でした。

　今後の地域の状況を考えたとき、子供達を育て、教育すること、そして75歳以上の高齢者

が急速に増加するなかでの高齢者が安心して生活できる場を提供していくこと、さらに多くの

地域住民が生活習慣病等を克服し、健康で、しかも心豊かで安心していける場、そうした場を

形成していくことがこれまで以上に必要になってくる。そういう思いが強くなったとき、これ

まで地域にあってお祭りなどで中心的に貢献してきた商店街とそうした施設や機関の関係者

との間を何らかの方法によってコミュニケーションすることができるならば、新たな「まち」

としての魅力を高めていけることができるのではないか。すなわち、商店街も心豊かな安心し

て暮らせる場を作り出す一つの担い手として活躍していくことが、結果的に商店街の魅力向上

へと結びついていくのではないか、そうした考えに到達しました。

　この報告書は上記の考えのもと、「医商連携」によるまちづくりという提案をしたいと思い

ます。「医商連携」という言葉を聞いたとき、どんなイメージが広がってくるでしょうか？こ

こで言っている「医」とは必ずしも病院や診療所などの医療機関に限定しているわけではあり

ません。それに加え、福祉や介護に関わる施設や機関、子育て支援に関わる施設や機関そうし

たものを含めて、その総称として「医」と名づけています。

　まさに地域の方々が健康で、心豊かな安心して暮らせる場を形成することが、その「まち」

の顔あるいはブランドとして自分達が住んでいる「まち」を誇れる、そして多くの人たちをそ

の「まち」に住んでみたいという気持ちにさせることができるようになる、そのためにはどん

な取組みが必要なのか、その一つの解答が「農商連携」によるまちづくりなのです。

　病院や診療所、そして福祉や介護に関わる施設や機関、さらには子育て支援に関わる施設や

機関を総称した「医」と商店街の「商」とが連携する、すなわち、互いが協力しながら、新た



　な取組みを行っていく、そこには必ず様々な人々の交流があり、その交流の輪が広がってい

きます。その交流ないしその輪こそがその地域の重要な地域資源になっていくのです。言い換

えれば、それまでの「医」が果たしていると考えられる役割、あるいは商店街が果たしている

役割が．嘔」と「商」が連携することによって、新たな効果を発揮し、新しい地域資源へと

変換されていくのです。お客さんが来るのを待つ．あるいは患者さんが来るのを待つ、といっ

た待ちの姿勢ではなく、自らがアクティブに行動する、そのことによって新たなコミュニケー

ションが生まれ、その輪が広がっていきます。

　すでに各地域：¢！商店街を舞台焦臨医療機関や介護麺熱．さ，一ら．にテ育て支接Q施設．が活：歎さ滋

エいま玄、．．私たち¢～髭Z，旦∠グ調査Ωなカ≧：益、．三ζゑ鉱た医獲瓦．会護∴孟資て文園．とkλ：2血機関
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浮上してきました。その一つの原西が、建物オ…ナー等との個入的なネソトジ…クで商店街に
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す素材としてこの報告書を利用していただきたいと思います。

　この報告書では、「竹田連携」によるまちづくりを推進していく上で、重要な担い手である

商店街の方々、さらには医療や介護や福祉に関わる方々、さらには子育てに関わる方々双方に

そうしたまちづくりの意義を理解していただくことを主眼としていますが、本報告書ではまず、

商店街の方々に積極的にこのまちづくりを推進するための考え方、そのプロセス、手順、課題

解決方法等について理解を深めていただくことが、よりスムーズな連携を展開していくうえで

必要な点であると考えています。この報告書もそのための指針を提供しようとしています。ぜ

ひとも一読していただき、商店街が地域において真に不可欠な存在として存続していくことが、

まさに地域の活性化にとって必要なことであること、そしてそのための新しい取組みが，医

療・介護、健康・福祉、子育て支援等の生活充実型サービスの提供と商店街の活動との連携に

あること、その連携によるまちづくりが「医商連携」によるまちづくりだということを十分に

理解していただきたいと考えています。

　現在、経済産業省では「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に

関する法律案（通称；地域商店街活性化法）」（資料編：資料3「地域商店街活性化法案」参照）

を第171回通常国会に提出しています。商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」として

の機能を発揮し、商店街の活性化と同時に、住民と一緒に展開する地域の魅力作りへの取組み

に対して、補助金、税制、箔置育成など総合的な支援が用意されようとしています。今後この

法律が施行され、商店街関係者等が同法に基づく「商店街活性化事業計画等を策定される場合

には、本報告書の意義を十分理解して積極的に活用していただければと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪



　医商連撹によるま・ちづくりは、九州経済産業局が2008年6月置発表した、2020年に向け九州が「「アジアの

課題解決先進地」としての地位の確立と、その先導役として「アジアのフロントランナー」を目指すことを

提言した『「九州新経済活性化プラン」実現に向けたアクションプラン』に基づく取組みのひとつです。

（参考：　http：／／㎜．　kyushu．　meti．　go，　jp／press／0806／080617．　htm　）
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第1章調査の目的・背景

　　全国の多くの地方都市において、人口や都市機能の郊外移転、人口減少・少子高齢化の進展

　といった社会経済環境が急激に変化する中、まちの顔である中心市街地では商業機能、文化機

　能等の各種の都市機能が低下し、かっての賑わいは失われつつあります。とりわけ九州にあっ

　ては、全国平均を上回るスピードで人口減少・少子高齢化が進んでおり、これらの問題が一層

　顕著に現れています。

　　このような背景を図示すると以下のようになりますが、これらを踏まえて、本調査では、少

　子高齢社会において、商店街が真に不可欠な存在として存続していくための新しい取組みとし

　て、医療・介護、健康・福祉、子育て支援等の生活充実型サービスと商店街との連携による「医

　商連携」のまちづくりのあり方について検討するものであります。

　　そして、まちづくりや地域コミュニティ・の再生・活性化の観点から、商店街、関係事業者、

　地域住民の三者の間が「win－winの関係」を構築する新しい取組みとして「医商連携」のあり

　方について考察し、高齢化に伴う社会難問題が先行して顕在化している九州から全国に向けて

　発信していくことを目的としています。

　　図表1－1本調査の背景
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［三1］　郊外への人懸流出や都布機能の郊外移転による中心市街地の空洞化

　　郊外への人口流出や大型店等の都市機能の郊外移転が進み、更にインターネット販売、産地

　直送の普及など購買者の選択肢が多様化するなか、地方都市においては、かつては地域コミュ

　ニティの中心に位置付けられていた商店街の停滞・衰退傾向に歯止めがかからない状況が続い

　ています。

　　九州の商業集積地区では、商店数及び年間販売額は概ね全国値と同程度の減少傾向を示して

　います［経済産業省調査統計部「商業統計表」コが、九州地区の空き店舗率12．6％は全国平均

　同9．0％を上回っており［「平成18年度商店街実態調査報告書」コ、商店街の空洞化がより進行

　　している状況にあります（資料編：資料1「結露連携」に関する基礎データ）参照）。

巨≡≡司　商店街が担っていた地域コミュニティの核としての機能の低下

　　商店街は本来「暮らし」のなかに不可欠な存在として、地域コミュニティの核として機能し

　てきました。

　　しかしながら都市化の進展、価値観の多様化や高齢社会の到来、核家族の増加等を背景に、

　地域社会が本来持っていた高齢者や子育て家族への支援、防犯・防災、環境保全等のコミュニ

　ティ機能が低下しつつあると考えられます。

　　このような中、商店街が「暮らし」の中に不可欠な存在として将来にわたって存続していく

　ための対策としても、地域の中心にある商店街に対し、安全、安心に暮らせるコミュニティ機

　能を担う社会的役割への要請が高まりつつあります［「中小企業白書2007年版」］。

［≡コ⇒パ外シティの考え方の普脚制度の充実

　　人口の高齢化や地球温暖化が進む現在の社会において、中心市街地など都市の拠点となる地

　域に行政、商業、医療、教育などの施設を集約し、住民も近くに住むというコンパクトシティ

　の考え方が広まってきました。これは、自家用車をもたない高齢者や子どもなども様々なサー

　ビスを受けることができ、また、低炭素社会を目指すうえでも必要であるとの認識に立つもの

　であり、従来から人と商業機能の集まる商店街の拠点性が、今後ますます重要になってくると

　考えられます。

　　また、平成18年度のまちづくり三法［「大規模小売店舗立地法」、「中心市街地の活性化に関

　する法律」、「都市計画法」］の改正により、コンパクトシティの推進に向けた法制度の充実も

　図られたところであります。

「互三1　全国を上回るスピードでの人灘減少、少子・高齢化の進行

　　わが国の人口は平成17年をピークに減少に転じていますが、九州では既に平成12年にピー

　クを向かえ減少に転じています。また、平成17年の国勢調査によれば、全国の総人口に占め

　る高齢者（65歳以上）の割合は20．1％に達していますが、九州では23．2％となっています。

　九州は全国平均より約5～10年早く高齢化が進んでいるといわれています［「国勢調査」など］。

　　このため今後、高齢化への対応が重要な課題となり、高齢者の健康管理・健康増進や、社会

　の中で安心・安全にいきいきと住み続けられる持続性のあるまちづくりが求められています。
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匿三鋼生活充実型サービスに対する需要・市場の増穴

　　高齢化の進展や健康志向の高まりを背景に、約54、9兆円（雇用規模；約546万人）と推計

　されるわが国の医療・福祉関連サービス及び育児支援サービスの市場規模は、今後20婚年に

　は約70．3兆円（雇用規模；606万入）まで一層拡大することが見込まれます［経済産業省「サ

　ービス産業の革新に向けて」（産業構造審議会サービス政策部会中間とりまとめ（平成18年6

　月）コ。

　　特に、高齢化の進展により介護サ…ビスの需要拡大が見込まれますが，法改正等によりNP

　Oや民間事業者なども事業に参入できるようになったため、競争が激しい分野であるといえま

　す。また。女性の就労の拡大、社会進出を背景に、子育て支援サービスに対するニ…ズも高ま

　ることが見込まれます。

　　こ．のような生活充実型ジ…ビスに対するニ…ズは、高齢化等が進んでいる九州において、今

　後一屡高まることが予想されることから、これらの産業・雇用の拡大を商店街再生に効果的に

　結びつけることが考えられます。

匿三司轟遭な医療、介護サービス充実への期待の轟ま琴

　　我が国の高齢者櫛歳以上）工特ま、2030年には現在よりも約1、。。0万人増加し、欝歳以

　上の全人口比は3幅、75歳以上の全入口比は20％になる見込みです［国立祉会保障・人口問題

　研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）中位推計」コ。

　　こうしたなか、医療・介護の分野においては、高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮

　らし続けるための基盤づくりの必要性があることや増大する医療費姉制等の観点から、在宅医

　療や在宅介護の充実が図られているなど、地域における医療、介護に係る体制整備等（病診連

　糞地域連携クリティカルパス、医療・介護連携等）が進められているところです（資料編1

　資料2　「医療、介護、子育て支援に関する外部環境分析」参照）。

　　今後、高齢者人口が急速に増大するなかで、身近で質の高い医療・介護サービス充実への期

　待は益々高まっていくものと考えられます。

匿≡互］多様な主体による市民鴨南、コミュ黒ティビジネス等の活発化

　　地域におけるコミュニティ機能の低下が叫ばれる一方、昨今、市民活動やコミュニティビジ

　ネスなど、地域の生活者をはじめとする様々な主体の動きが芽生え始めています。

　　ちなみに、内閣府の調べによると、我が国の特定非営利活動法人（NPO）の認証数（累積）

　は、平成2G年1月末現在で33，675（平成！9年1月末；30，257）となっており、着実に増加

　しています。

　　NPO、大学などの団体の地域貢献や団塊世代の社会参加などが代表例として挙げられ、白

　らの活動の場を地域に求めています。これらの主体と連携することにより、商店街や地域の多

　様な課題への対応を図ることが可能であると考えられます。

（
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第2章　　商店街からみたr卸商字溝によるまちづくりの考え方

　第1章において「医商連携」によるまちづくりを進めていくための、現在の経済的・社会的

動向、さらには、医療・介護、さらに子育て支援の動向について簡単に考察してきました。そ

の考察から言えることは、今まさに多くの地域ならびに商店街の方々が「医商連携」によるま

ちづくりに取組むべき環境条件が整いつつあるということです。ではすぐに「医商連携」によ

るまちづくりを始めましょうといってみても、その具体的な内容がわからないことには一歩前

に進むこともできません。

　「序」で、なぜ「医商連携」によるまちづくりということを提案することになったのか、そ

の経緯についてはお話しました。しかし、商店街の方々からすると、この取組みが即商売にプ

ラス効果をもたらすのかどうか、といった目線で考えられるのではないかと思います。残念な

がら今回の提案は即売上高の増加といった形でプラスの効果が現れてくるというものではあ

りません。しかし、これまで商店街を利用していた地域の方々が商店街の必要性を改めて認識

し、商店街の利用を真摯に受け止めてくれるようになるだけでなく、商店街の方々との協力関

係が形成されていく可能性がこの「医商連携」によるまちづくりにはあります。そのことは商

店街の方々にとってかけがえのない経営資源になるはずです。そうした状況を形成していくた

めにも「医商連携」によるまちづくりの必要性について考えて欲しいのです。

環，　「医商連携」によるまちづくりの前提

　「医商連携」によるまちづくりは、少なくとも主体となる機関が2つ必要になります。一つ

は商店街であり、もう一つは医療機関や介護や子育て支援の施設ないし機関です。その両者の

関係者の問でコミュニケーションができるようになることから、このまちづくりは始まります。

そのためには、どちらにとってもこのまちづくりが必要であるという認識を持っていただく必

要があります。これまでのヒアリング調査から言えることは、どちらかというと商店街の方々

にとって、なぜ介護や子育て支援の施設ないし機関が商店街の中に入ってきて一緒になって活

動しなければならないのか、むしろ商売の邪魔になっているといった認識を個店の方のなかに

はお持ちの方がおられるようでした。できるだけ多くの商店街の方々に医療機関、介護や子育

て支援の施設ないし機関の方々と連携することのメリットを理解していただく必要がありま

す。

　また、逆に医療や介護さらには子育て支援に関わる方々も連携相手である商店街の実情をし

っかり理解し、その上で互いにメリットのある関係を構築していくことも求められます。一方

だけの理解ではこのまちづくりは成功しません。理想的には目に見える形で商店街内部に「医

商連携」によるまちづくりに関する施設があり、それをシンボルに、またそれを拠点に様々な

連携の輪を広げていくことができるようになることが望まれます。こうした輪を広げる第一歩

が「工商連携」によるまちづくりが必要であるという相互理解です。

　ひとつの例を紹介しましょう。福岡県久留米市の一番街商店街の一角に、まちづくり会社㈱

ハイマート久留米が事業主体として、空き店舗を取得したうえで、聖マリア学院大学からの提

案を採択し、その店舗の1階に本年2月にコミュニティ施設として「まちなか保健室」という多
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様な健康に関わる相談を受ける場として、街の駅「一番子プラザ」が開設されています（事例集

NO。12参照）。もちろん、健康相談の場だけでなく、ここでは地域の方の要望により様々な行

事を開催することができる場でもあるとのことです。より詳細については第3章で事例として

紹介していますので、そちらを参照してください。ここで指摘しておきたいのは、その街の駅

「一番街プラザ」を実質的に運営している聖マリア学院大学の担当者とのピアジングのなかで、

立ち上がってまだ2ヶ月足らずの間に、商店街の二子の方から、また子育て支援のNP（）の関

係者や婦人会などさまざまな方から連携できないかといった問い合わせが数多くあるという

点です。その方がまさにコーディネーターとして、様々な組織や団体との連携の架け橋として

今まさにひとつの「医商連携」によるまちづくりが始まろうとしています。この試みは、久留

米市、商店街、そして聖マリア学院大学の相互理解が一致して始まっています。しかし．この

取組みの発端は久留米市中心市街地活性化鴇議会商業活性化部会での商店街選出の委員から

の商店街内でのコミ・エニティ施設の必要性を提起された、そのことであったとのことです。商

店街の方々が商店街をどのような場にしていきたいのか、その基本認識があってこその試みで

亨。

　この章ではまず、商店街の方々を主な対象として商店街にとってなぜ「医商連携1によるま

ちづくりが必要なのか、その考えを示します。そして、さらに第4章において、商店街の連携

相手である、医療、介護、子育て支援の各関係者、さらには地域住民の方々にとって、「医商

連携」によるまちづくりがなぜ必要なのか、「まちづくり」という視点から説明して！，・ます。

医療、介護、子育て支援の各関係者は、第4章から先に読んでいただいても結構です。また．

商店街の方々もぜひとも商店街以外の方々からみたときのこのまちづくりの必要性も理解し

てください。相互の理解が新たな連子が生み出す土台なのです。その土台から新たな地域に根

を張ったビジネスの場が開けてきます。

2．　「医商連携」によるまちづくり綜商店街と地域の間蒔活性化の基礎

2湘、　商店街の蓑退ぱ地域蝦ミュ瓢ティの機能低下の導火線になる

　！998年に大規模小売店舗立地法と中心市街地活性化法、そして都市計画法の改正によるい

わゆる「まちづくり三法」が制定され、中心市街地の整備と商店街などの活性化を一体として

推進し、各市町村の中心市街地を快適で利便性のよい揚にしていこうとの施策が実施されたの

ですが、結果的には中心市街地から離れた郊外に次々とショッピングセンターやショッピング

モールが登場してきました。そこでは、来街者がその場を楽しみながら買い物ができるように

テナント管理や買い物空間をうまく管理し、一種の1まちづくり」を行い、その数を急速に増

加させています。2006年、こうした課題を解決しようと「まちづくり三法の改正」が行われ、

ショッピングセンターやモールの郊外出店に歯止めをかけ、少子高齢社会へ対応するコンパク

トシティ化を一層推し進めようとしています。

　しかし、ショッピングセンターやモールが次々と登場した結果、！994年以降、小売全体と

しての売り場面積は増加の一途を辿っているのですが、小売全体の売上高はそれに比例して増

加しなくなってきています。小売の売り場面積当りの小売販売額は全体としては減少していま
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す。特に近隣・地域型と分類される商店街では売り上げ減少としてその影響が現れ、空き店舗

の発生として問題化しています。まさに小売業における勝ち組と負け組の二極化が明確になっ

てきているのです。これまで中心市街地へ買い物に出かけていた地域住民の方々も自動車懸を

利用して、郊外の大型店へと買い物場所をシフトさせているのです。中心市街地の吸引力もそ

れにともない低下しています。

　このままの状況が続くと、多くの商店街が衰退の道にさらに一歩踏み出す可能性が高くなっ

てきています。すでに地域によっては大型店の郊外出店によって地元スーパーなどが撤退して

しまったところもあるようです。そうした地域においてはその大型店が撤退ということにでも

なると、日々の生活をするうえで不便さが増大することになりかねません。その点からみて、

この問題は商店街の衰退だけでは終わらないということです。商店街の衰退は地域コミュニテ

ィの機能低下として、地域全体の衰退へ拍車をかけることになってしまう可能性が高いのです。

こうした問題にどう向き合っていけばよいのか、商店街の方だけでなく、地域住民の方にも突

きつけられ始めています。

　地域の方々にとってみると、商店街が衰退しても自分達の生活には何も影響がないと考えて

いるのかもしれません。自分達は自分達のコミュニティの場をつくっているのだから、それで

十分だといった認識も理解できます。しかし、その「まち」の伝統、例えば、祭りといった行

事はこれまで商店街の方々の支えがあってこそ継続できています。また毎回郊外まで買い物に

行かなければならないということになったとしたらどうでしょう。「買物難民」や「食の砂漠

化（food　desert）」（イギリス）という現象が現れています。日々の生活の場をどのように考え

ていくのか、まさに地域の方々にも真剣に考えて頂かないといけない問題になってきています。

特に今後、75歳以上の高齢者が確実に急増してくることを考えてみると、まちづくりを見直

すことが必要になっているといってもよいのではないでしょうか。

2－2．地域コミュニティの担い手としての商店街の再生可能性

　この問題に対して、ひとつの方向性が中小企業政策審議会（中小企業経営支援分科会商業部

会）によって提示されました。それが、本年1月30日に公表された『「地域コミュニティの担

い手」としての商店街を目指して』という報告書です（中小企業庁ホームページ参照）。そこ

には、商店街の再生・活性化は商店街が生活環境の維持・向上に関わった地域からのさまざま

な要請を実現する場を提供し、「地域コミュニティの担い手」としての役割や機能を発揮する

ことによって達成されるという考え方が示されています。まさに商店街が、商品やサービスの

買い物の場としての存在を超え、「社会的・文化的な中心地域の雰囲気を醸成する空間」とし

てその役割を果たすなかで、商店街の活性化も同時に達成できる可能性があるとの認識が示さ

れています。まさに、ショッピングセンターやモールが行っている「まちづくり」とは異なる

次元で、地域に根ざした「まちづくり」のコアとして、多様な地域の課題の解決や地域の魅力

づくりといった生活充実型のサービス提供の主体として、あるいは地域コミュニティの中核と

して商店街は大いに期待されているのです。
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　こうした考え方と同様な視

点にたち、丁まち」の健康とい

う切り口から商店街の再生・活

性化の方向を探ろうとしてい

るのが、今回提案する「医商連

携」によるまちづくりという考

えです。むしろ、地域コミュニ

ティを復活させていくための、

基礎的塗コンセプトが「医商連

携」によるまちづくりにはあり

ます。
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3－L　商店街の個店の収益力はコンビニエンスストアの各店舗の水準にあるのか？

　郊外にショッピングセンターや

モールが次々に登場するなかで、第

1章で指摘したように、多くの地域

の商店街で空き店舗が加速度的に

増加してきています。特に九州は全

国平均を上回る水準で推移してい

ます。こうした状況は、商店街の課

題のあり方の変化としても現れて

います。

　平成18年度の商店街実態調査報

告書によると、商店街が抱えていた

問題炉平成7年及び平成12年にお

いて商店街にとっての外部環境で

ある大型店との競争問題が主要な

ものとして位置づけられていまし

たが、平成15年から平成18年にか

けて、商店街内部の問題が重要な課

題として認識されてきています。

　この傾向塗踏まえていえば、商店

街の現在抱えている問題の基本的

な点は商店街を構…成している各個．

店の収益性にあると考えることが

できます。コンビニエンスストアの

図表2－2　空き店舗の状況
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図表2－3　商店街の課題の変化

最も多かった

｢答

二番目に多かっ

ｽ回答

三番目に多か

ﾁた回答
設定圓答数

大規模店に客足 後継者難 大規模店出店

平成7年度
・が取られている。 ラッシュに押

ｳれ気味

回答は

｡数選択
（75．7％） （63，9％） （60，6％）

魅力ある店舗が 大規模店に客足 商店街活動へ

平成L2年度
少ない が取られている。 の商業者の参

ﾁ意識が薄い

回答は

｡数選択
（72．8％） （72．3％） （65，0％）

経営者の高齢化 魅力ある店舗が 商店街活動へ

平成15布度
等による後継者 少ない の商業者の参

ﾁ意識が薄い

圓答は

｡数選択
（67．1％） （66．3％） （55．7％）

魅力ある店舗が 商店街活動への 経営者の高齢

平成18年度
少ない

@　（36，9％）

商業者の参加意

ｯが薄い
@　（33．4日目

化等による後

p者難
@　（3工。4％）

　回答は

蛯ﾈものを

Rつまで選択
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セブンイレブンで1店舗平均の日販が61万円、ローソンで48万円、ファミリーマートで47

万円だと言われます。〔『目経MJ2008』〕ローソンの平均で考えてみると、1年間で1億7520

万円の売り上げを達成しています。単純に収益率を20％として考えてみると、3504万円の収

益になります。同じ収益を商店街の魚店が確保しようとすると、収益率30％で考えても、1

億1680万円の売り上げを確保しなければなりません。これは1年中休みなく営業したとして

1日当り32万円の売り上げが必要です。はたして、この水準の収益を確保している地方都市

の商店街のお店はどれくらいあるでしょうか？個店としてこの水準の数字を達成しているな

らば、後継者問題もある程度解消していると考えることもできます。もっともコンビニエンス

の各個店の収益性は墨画としての経営努力だけでなく、加盟している本部のビジネスの仕組み

に支えられてのことです。

3－2．　商店街のテナントミックスは来街者の購買傾向に対応して変化しているか？

　商店街を構成する個店が競争力のあるビジネスの仕組みのもとで経営しているお店と競争

したとしても、魅力あるビジネス上の工夫をしないかぎり競争に勝てるということは難しいで

しょう。単独でそうしたビジネスの工夫をするというのはそう簡単にできることではありませ

ん。そうすると、個店同士が集積している全体としての魅力づくりがポイントになってきます。

しかし、個店の集積としての魅力が現在商店街を利用しようとする地域の住民から評価されて

いないという事実が空き店舗の発生や中心市街地の衰退として表面化していると考えること

ができます。

　空き店舗が次々と発生している状況はさまざまな要因が関係していますが、これまで通用し

たはずの商売のやり方が次第に通用しなくなってきていることを物語っていると考えられま

す。多くの地域の商店街は来街者を購買者として位置づけ、商品・サービスなどの販売場所の

「賑わい」をさまざまな形でいかに演出するのか、これまで苦心してきたはずです。アーケー

ドや街路灯、さらに街路などの商店街の施設整備、さまざまなイベント、セールの共同販促な

どに取り組んできています。

　しかし、そうした取組みにもかかわらず、多くの商店街が商品・サービスを魅力的に演出し

ている郊外の大型店やモールへお客を奪われています。それは一つに、地域住民を含む来街者

のニーズの変化に多くの商店街が対応できていないからだといえます。ニーズの変化に対応し

ているならば、商店街のテナント構成も絶えずそれに対応して変化しているはずです。ショッ

ピングセンターやモールが行っているように、お店の入れ替えが発生してくるはずです。京都

府の伏見大手筋商店街の例ではこの5年間で4割のお店が入れ替わったとのことです。（九州

経済産業局主催『次世代型まちづくりセミナー』〈於平成21年2月13目〉）商店街自体が新

陳代謝を繰り返しながら、来打者へのニーズへ対応していくことが益々求められています。

　同じ魅力づくりという点で競争するとしても、商店街の魅力を来街者が認識しない限り、そ

の成果を手にすることは難しいのです。郊外の大型店やモールが作り出している魅力に対抗で

きる商店街の魅力はどこにあるのか、今一度商いの原点に立ち返って考えてみる必要があるで

しょう。言い換えれば、ショッピングセンターやモールとは異なる視点からビジネスの仕組み

を考えていかなければ、このまま衰退していくのを待つだけということになってしまいます。
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　　　　　　1

再生が可能な今だからこそ、発馨を切り替えて個店の競争力をつけることは当然のこととして、

商店街としての新たな魅力づくりに挑戦していくことが求められているのです。

3－3・　商店街が喪失していった基盤のうえでの商店街の再生連鎖のシステムは再生可能か？

3－3－1．　昭和30年代の商店街の状況は？

　もともと商店街は商品やサ「ビスを提供する場だけではなく、丁台の人々が交流し合う場で

もありました。幼いときの記憶を辿っていくと、それこそ、商店街は遊んだり、学んだりする

場でもありました。昭和30年代を想定した「Always三丁目の夕日」の映画のように、「人と

人が交流する場」、もっといえぱ、「顔の見える関係」が商店街にはあったように記憶します。

家族の相談をしたり、噂話をしたりと、そこには絶え間な　図表2－4昭秘0年代の商店街の役割イメージ

い会話（ダイアログ）が飛び交っていました。そのことが

街そのものの性格・魅力にもなっていたのではないでし

ょうか。またそこでは、祭りの行事など地域住民と一緒

になって「まち」を支えながら、ビジネスを展開してい

る商店街の方々の姿がありました。

商店街の特つ本来の魅力に

　縁2つの側薗がある。

　しかし、高度経済成長過程を経るなかで、そうした姿が次第に消滅し、人と人の関わり方も

変化してきました。スーパーマーケット等の登場に

ともない、お店の方に商品ゐ品質や料理の仕方を尋

たり、商品の価格を巡って交渉するといった姿が次

第に消えていったように思います。売り方が変化す

るなかで、お客のライフスタイルや家族のあり方も

変化し、お店の人と会話をしないでも、自由に商品

を手にとり、商品を購入できる、そうした売り場を

提供しているお店へと次第にお客が流れていった

ように思います。それにともない商店街の魅力づく

りも「商品販売としての場づくり」へと重点をシフ

トさせ、来街者を購買者としてのみ扱い、その地域

の生活者としての扱いを回避する傾向を強めてい

ったのではないでしょうか？

團表童一§　萬度職長瑚組後脚簡1斎街⑳盤　劇変化｛障醇メージ

窩露鱗麟結う本派⑪面当に
　1コ口う二二面上二三．

　もし以前のまま、地域の生活者として対応していたとすれば、それは逆に来街者のニーズに

対応できないといった状況を形成していった可能性もあります。広域から来三者を集客しよう

とすれば、地域の生活者のニーズの範囲を超えた対応を考慮していかなければならないでしょ

う。そこに来街者と地域の生活者とのニーズギャップが生まれる可能性があったといえます。

商店街の方々からすると、誰をコアとした商店街作りを行っていくのか、まさに重要なポイン

トでもあったといえます。

　さら1に商店街の方々も、その地域で生活し、地域とともに商店街の発展があるという生活の

場と働く場が同じ場所にあるという方々ボ中心であった状況から、しだいに、生活の場と働く
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揚が別々である、テナントとして商店街で商売を始めた方々が多くなってきたのではないでし

ょうか。そうすると、働く場である商店街の魅力づくりが生活の場である地域の魅力づくりと

一体となって展開されるそうした状況も次第に希薄化してきた傾向も否定できません。その地

域のまちづくり＝商店街の魅力づくりという関係をいかに見直すのか、それが現在の課題とし

て浮上してきているのです。

3－3－2．　商店街の再生連鎖システムの発生

　テナントとして商店街で商売をしている方々にとって、賃貸料との折り合いがっくのであれ

ば、より集客力のある商品販売の揚として魅力のある他の商店街へ転出していこうとされるか、

もしれません。（逆に来走者のニーズに対応できなかった個店はその商店街から去っていきま

す。）それぽそこでのビジネスが順調た展開でき、

さらなるチャンスに挑戦するという積極的な取組　、口出嶋　面一街直酒進鎖システム⑳イメー憂

みとして現れてきます。そうすると、優良であった

個店が転出すると、そこに空き店舗が発生します。

景気のよいときは、空き店舗に新たにチャレンジし

たい細心が商店街に参加し、営業力を身につけるこ

とによってその商店街の魅力づ．くりにも貢献する

ようになります。力をつけた個店は他の魅力ある商

店街へ転出する、といった循環がそこで発生してき

ます。まさにそれぞれの商店街が連動しながら、そ

れぞれの魅力を引き出すために新陳代謝を繰り返

し、商店街同士が互いに競合しながら発展していく

のです。そのことが同時に、お客のニーズに対応し

論
：
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くても、ある意味自動的にそれが補充されてきたというのがこれまでの状況であったと考えら
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店街実態調査報告書（中小企業庁）による空き店舗対策の対応としての「特に関与していない」

という回答が6割と高いのがその証左としてみることもできます。こうした回答の背後には、

意識的にテナント管理をしなくともこれまではそれほど問題もなく解消していったといった

経験値があるといった面も数値：に現れているとみることもできるのではないでしょうか。この

商店街の再生連鎖のシステムが機能しなくなっているとすれば、そのシステムを起動させるよ

うな取組みを行うか、それともそれに変わるテナント管理などの新たな仕組みを構築するとい

った取組みが必要になってきます。

翫銑3、　馬糞店舗対策で繕要なこと1ま？

　商店街の衰退傾向を止めるためには、商店街独自のチャレンジショップやテナントミックス

などの施策を実施することが重要になっています。もっとも、そのテナントミックスを実施す

るためには、商店街が一つの会社のように、連携できていないことにはその実現は困難です。

　そうした状況を改善しようと、経済産業省の中心商店街再生研究会が「不動産の所有と利用

の分離とまちづくり会社の活動による中心商店街区域の再生について」という中間報告書を平

成20年3月に公表しています。±地の所有と利用を分離し、商店街が一つのまとまった組織

として商店街を運営していける条件を整備する一つの方法として提案されています。実際に高

松市の高松丸亀町商店街はそうした手法を導入して商店街の活性化を一層展開させています。

ケースによっては、商店街の振興組合からの要請にもとづいてお店の場所を変更する．あるい

は同一の経営者に業種変更してお店を出し直すといったことが行われているようです。

　こうした試みは今始まったばかりです。商店街が買い物施設として何か新しいものを絶えず

発見できる場に変えていくには、商店街それ自体の運営・管理のあり方等の問題を解決してい

く必要があります。現状が続く限り、商店街自体の魅力はさらに低下し、商店街の再生連鎖シ

ステムは作動しないままになってしまいます。その点からいえば、多くの商店街が衰退し始め

ると、連鎖的に順調に展開していた商店街も次第に衰退する可能性を潜在的に持っています。

このことは多くの商店街を巻き込んでいくことにもなります。この負の連鎖をいかに阻止して

いくのか、まさに正念場にあるという認識が必要になってきます。

3縮尋．　テナントミックスの重要性

　このように商店街の魅力を高めることが求められているのですが、そのためには魅力的な店

舗を誘致する必要があるというジレンマに陥っています。このジレンマからどうずれば抜け出

すことができるのか、まさにそれが問われているといってもよいでしょう。ただ空き店舗に来

囲者を引きつけるお店であ恭．ばどのようなタイプのお店でも入れてよいということでもあり

ません。ある商店街振興組合の理事長にお話を聞いたとき、商店街の店舗構成で3割以上が飲

食店になってしまうとその商店街は性格を変えてしまう傾向が発生する、さらには商店街全体

を管理できない場合には、風俗に関連するお店やパチンコ店などの娯楽施設などが商店街に立

地しはじめ、その商店街の性格を根本的に変えてし劇へ結果的に安全・安心を脅かす状況を

形成するトリガー（引き金）になっていく可能性もあるといった話をお聞きしました。こうし
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たお話は商店街が維持されていくことは単に「売り場としての魅力」だけでなく、商店街が地

域としての安心・安全を確保する重要な場でもあるといこうとをしっかり認識することを求め

ています。

　こうした課題に対して、商店街が本来持っていた、「売り場としての魅力」と安心・安全を

前提とした「人と人がコミュニケーションする場」としての魅力を再び融合していくシステム

を再生し、商店街としての魅力の向上をはかるといった視点での取組みが必要になっているの

です。

3－4．　人と人のコミュニケーションの場の形成によって商店街は新たな雇用創出の場になる

　「人と人のコミュニケーションの場」は1売り場としての魅力」を補完するだけでなく、新

たな雇用を創出する機会を生み出していきます。例えば、横浜の鶴見銀座商店街でのヒアリン

グのなかで、「ちびっこ王国」という中学生が小学生を楽しませるイベントを企画し、それを

商店街で展開するといった試みが行われていました（事例集NO．4参照）。こうした試みは子

供達同士だけでなく、商店街の方々とのコミュニケーションも図っています。その結果、商店

街の魅力に引かれ、商店街のお店で働くようになった若者がでてきたとのことでした。

　また近年、大学と商店街が連携して、大学生が空き店舗を利用してさまざまな「まちおこし」

の取組みを始めています。特に大学が立地している地域の商店街では若い学生達のチャレンジ

を受け入れることによって、その学生達が「まち」の魅力づくりに興味をもち、市民（社会）

起業家として将来活躍していく可能性もあります。大学も教室という教育の場をさらに人と接

するまさに現場に学生を送り出し、本物のコミュニケーションを体験させ、教育力を向上させ

ていくそうした取組みを展開していくことが今後益々求められていきます。それは単に商店街

に限定されることではないでしょう。介護にも、子育て支援にも様々な揚面で大学との接点は

あります。見方を変えていえば、商店街の方々が大学などの教育機関に対してどのような連携

が可能なのか，一考してみる価値はあるのではないでしょうか。

　まさに商店街が学生達にまちづくりの楽しさを経験させることで、若者の働ける場になる可

能性もあります。すでに取り組まれている商店街もありますが、空き店舗を若者のビジネスへ

のチャレンジの場として提供していくということも、雇用創出という視点からみても重要な施

策と考えられます。商店街はその意味では新しく雇用創出する場でもあるのです。

　また街中には生活インフラが比較的整っていることから．「人と人のコミュニケーションの

場」をとおして多様な社会的サービスを地域内で地域住民の手によって生み出していくことで

新たな雇用創出を生み出すことも考えられます。商店街とそうした場を連携させることによっ

て、新たなコミュニティビジネスを生み出す可能性があります。若者だけでなく、主婦などの

雇用機会を地域内部に生み出すことも潜在的にはあります。女性の社会参加が一層進展するこ

とによって、そうした方々の子育てのための新たなニーズも連鎖的に発生してくる可能性もあ

るのです。商店街の方々がそうした場を大いに活用していく姿勢を持つことは大切です。

　働ける場の提供、子育てのしやすさ、親などの介護のしゃすさなど、その人の生活状況に応

じて、「まち」の魅力も変わってきますが、働ける場があることで、その家族をその地域に住

まわせ、世帯が増加する中で、新たな地域ニーズに対応したビジネスが立ち上がるといった好
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循環な関係が成り立ってきます。その「まち」の魅力度が高まることで、売り場としての魅力

を回復していく基礎を再構築できるのです。

轟．　商鷹街幕盤：の薪たな視点一ジ医商運携』によるまちづくり一

牟t　商店街の魅力は単なる翼い物施設と：しての魅力ではない

　3。で見てきたように、中心市街地の商店街が再生していくには、「商品販売としての場づく

り」という視点からのみでは限界があります。そこには「人と人のコミュニケーションの場」

の形成という新たな視点が必要になってきています。今一度原点に戻って、お客が商品を購入

する．あるいは商店街を利用する状祝を考えてみましょう。

　例えば盆暮れに贈り物をする際、同じ商品でもスーパーで購入し．て贈るのではなく、百貨

店で購入する人が多くいます。それも同じ商品なのですが、それを包んで1、・る包み紙によって

贈られた相手が贈った相手に対してよい印象をもつであろうと思うからこそ、多少高くても百

貨店で購入していると考えられます。単に商品が安ければよいということでもないのです。そ

の商晶がどのような場面・状況で使われるのか、そのことを理解した上で商品の提案をしてい

く必要があります。言い換えれば、どんな商品をどこで購入し．それをどう使うのか、そこに

は何らかのストーリー（物語）が成り立っています。

　その点では商店街も同じです。商店街を利用することが、単に商品を購入するということの

みで評価されているならば、価格の安いところで購入した方がよいといった判断をお客はする

かもしれません。そこにはストーり一（物語〉は成り立っていません。しかし、お年寄りが商

店街を利用するのは、バリアフリーで歩きやすかったり、商品の説明についても丁寧にしてく

れる、そうした優しさと一緒に多少高いかもしれませんが、商品を購入しようと来街している

のかもしれません。また、そのお年寄りは単に商品を買うことが目的ではなく、お店の人と商

品を購入する際に交わす会話を楽しむために何度も来店しているのかもしれません。熊本市の

健軍商店街でのヒアリング調査で、商店街の方が、できるだけお年寄りのお客の話を聞いてあ

げるようにしているとのことでした。こうした一見たわいもない会話かもしれないのですが、

それが来街者にとっては重要な点であったりするわけです。それぞれの商店街でどんなストー

り一（物語）を来街者にもってもらうのか、言い換えれば、まさに商店街のコンセプトでもあり

ます。そのコンセプトをどのように設定するのか、それを見つめなおしてみる必要があるでし

ょう。

姫2、　蕎店街の窒間麹螺　体験⑳重婁性

　郊外のショッピングセンターやモールは買い物を通して空間利用の体験をいかによいと感

じてもらえるようにするのか、さまざまな工夫を行っていると考えられます。商店街ではどう

でしょうか？

　こうした視点からみたとき、商店街では、特に人々が暮らしている環境や雰囲気といった要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16



素も十分考慮しておく必要があります。高齢者にとってバリアフリーな環境は安心・安全に買

い物する上で必要です。しかし、これまで商店街は商晶の売り場としても魅力を失うなかで・

お客にマイナスの体験を心の中に蓄積させてきたのではないでしょうか？今まさに、商店街の

利用という体験を通して、その商店街や地域のよい印象を来街者の心の中に形成していくこと

が要求されているのです。それが形成されるとき、そこには何らかのストーリー（物語）が成

り立っているはずです。そのストーリー（物語）が不十分であれば、それを補う工夫をしてい

く必要があります。それが、ある意想まちづくりでもあるといえます。

　その点でいかに商店街という空間利用の体験をうまく設計するのか、このことが問題になっ

てきます。もちろん、買い物をするという体験も重要な要素であることは間違いありません。

しか七、基本的問題は買い物をするという体験に加え、それ以外での商店街での体験のよいイ

メージを来街者に共有してもらうことではないでしょうか。言い換えれば、来曝者のその商店

街へのこだわりといったものを創るということでもあります。

　それだけではありません。商店街に来街する方の多くが商店街に来ることを目的にされてい

るというよりも、何かのついでに商店街に来重しているのではないでしょうか？例えば、公的

な機関や診療所等の病院にきたついでに商店街に立ち寄ったといったケースです。こうした来

春者の行動を考えると、商店街だけでなく、その周辺の地域との関連性もしっかり理解してお

くことが要求されます。

　こうした体験のよさは商店街という空間だけでなく、商店　　図表2－8商店街の再生イメージ

街の周辺地域まで広げた空間まで考慮していく必要があり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今一慶．灘麟諺場としての魅；む弗
ますが、その体験は単にハード的な面について言っているの　　瞬璽饗性灘髄す藤三二出る．

ではありません・　　　　　　　　　1隣町とレ
　むしろ入と人とのコミュニケーションのあり方というソ　．種撞懇内’、．

できるならば、まさに商店街は再生していく可能性があるの

軌このことは、商店街が立地する繊で生活する住民に　麟灘艦雌

とってはなおさらです。商店街という公共的な場でさまざま

な人と直接・間接に関わりながら過ごしていくことが「まち」

における基本的なコミュニケーションのあり方です。さまざ

まな人からさまざまな刺激をうけ、喜びや感謝や感動を受けることができるならば、その「ま

ち」の魅力は高くなっていくことでしょう。

　ショッピングセンターやモールは確かに多くの人々の個別の楽しみを満足させてくれる空

間です。しかし、そこは地域の人々が集い、地域のことを語らう空間としては十分に機能して

いるとはいえないかもしれません。経済活動に加え、日常の生活を営むための空間があってこ

そ、地域住民の真の生活価値が見出せるはずです。そのひとつの空間として商店街を位置づけ

ることができるならば、ショッピングセンターやモールとは異なる「まち」としての魅力を形

成していくことが可能になってくると考えられます。
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導一3．　繹籏チい弓癬農からのまちつぐ亀1の琶翼帷
　　　r一　叩¶　一　　一　　　げ　　配’帖qP　層　　一　　一7　w　　　語「　一　　　吃　　ゴ　r響「瑞」訊　1一』

母一3彗。　健簾交流の場作りのす旧すめ

　地域の住民が生き生きと、快適に生活・交流し、かつ商店街の方々のビジネスも持続ある発

展へと繋げていくには商晶の販売という視点だけでは限界があるということを見てきました。

商品の販売という視点だけみても、4－1で述べたように、商品購入の前後の状況を考慮する必

要があります。それは単に売り場としての魅力の追求ではなく、そこに「人と人のコミュニケ

ーションの場」があることが大切です。商店街で生活サービスを提供するということになれぽ

なおさらです。生活サービスは人によって生み出され、人によって提供されるのです。そこに

は必ず人との轟ミュニケーションが存在します。

　そのひとつの例が健康に関連したものです。商店街がバリアフリーの環境にあり、まちを歩

くという点でも安心・安全で、また商店街の方々も健康に関わる商品やラービスを提供する、

また福岡県久留米市の街の駅「一番街プラザ！のようなコミニニティの場から様々な人たちの

交流が広がっていく、そこには健康をテーマとしたひとつのストーり一（物語）が成立していき

ます。そして、商品の販売」という視点と「人と人のコミュニケーションの場」という視点が

融合したまちづくりボそこに見出すことができます。

　少子・高齢社会の進展は待ったなしにやってきます。それゆえ、商店街や地域の方々が追求

する生活サービスのコアは自ずと心身の健康の維持・増進を図ることに関わってきます。「心

身の健康交流」という視点から生活サービスの充実をはかり、「このまちに住みたい」と池地

域の人々から羨望される「まち」にしていくといった戦略が必要になってきます。ここで言う

「心身の健康交流」とは単に身体的な点での健康を維持するという点だけではありません。幼

児や子供達にとっても健やかに成長し、学びあう場がその地域に求められます。例えば、福岡

市の上川端商店街では、博多の山笠という祭りの行事を通して、商店街のメンバーだけでなく、

地域の若手も参加し。祭りを盛り上げるサポートをしています。こうした祭りの行事を通じて、

「街にのぼせる」人たちを多く生み出しています。そうした人はさまざまな行事に積極的に参

加し、将来後継者になってくる可能性があるとのことです。

　また先に紹介した横浜の鶴見銀座商店街では、中学生に小学生を遊ばせるイベントを企画・

実行させたり、小学校や中学校などで行っている活動の成果を発表する場を提供したりするこ

とで、商店街としてのイベント活動と連携させています。その結果、継続して子供達がその企

画を運営していくことで商店街の活性化と広い意咲での子育てとが連携した形で展開されて

いるのです。さらには、そうした体験が商店街の「まち」の良さや重要性を理解していくこと

になるのです。

　このように考えると、健康という視点から、商店街の方々をはじめ様々な方々が商店街を舞

台に健康に関わる商品やサービスの販売から相互扶助的なボランティア的な活動まで幅広く

展開されていくことになります。
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か飾2．心身の健康交流による地域皐ットワークの形成可能性

　ヒアリングを進めていくなかで、商店街の個店の方々のなかには、介護を受けている入とか

病気をしている高齢者と商店街が交流するということには二の足を踏まれている方がおられ

るという印象がありました。おそらく、そうした方々との交流が直接商売には直結しない、む

しろ手間ばかりかかってしまうと考えられているようでした。しかし、少しこの点を見直しみ

ましょう。

　高齢者の多くは病院通いをされています。しかし、それは単に病気を治したいという点だけ

でなく、誰かと話をしたいというサロン的な場を求めているという面もあります。まちなかに

ある診療所のなかには、高齢者にとってある意味サロン的な場になっているところもあるよう

です。このように考えると、診療所は基本的には病気を治療する場なのですが、病気を治すた

めにも、心の元気を取り戻す「憩いの場」も必要なのでしょう。単に病院通いされている人を

病人としてみるのではなく、その地域での生活者として見直すということも必要になってきま

す。病人を生活者と理解することができるようになると、商店街の方々だけでなく、診療所を

運営されている医師の方々もその病人を通して地域の連携を図っていく必要が生まれてきま

す。

　多くの診療所が立地している商店街では、商店街が別途高齢者の交流の場や元気な高齢者の

方と小さな子供を抱えている若いお母さん達との交流の場を創ったりすることで、様々な世代

間交流の場を形成し、地域の活性化に貢献するとともに、商店街にとっても魅力形成のひとつ

の方法にもなるのではないでしょうか。もちろん地域に根ざしている公民館という施設を利用

しての取組みもあるでしょう。そうした交流の場があちらこちらにできることによって、昔の

家族のあり方を地域住民の連携を通して再現することも可能になってきます。

　昔は何世代も同居している家庭が多く存在していました。そうした家庭で若いお母さんは子

育てで問題があったとき、おばあちゃんなどから経験を闘き、うまく対処できていたかもしれ

ません。例えば、小児科の先生からすると、すぐに診療に来ないで、おばあちゃんなどに相談

して緊急性がない場合は様子をみるといったことができれば、小児科の先生の仕事の緩和にも

貢献できます。お母さんとおばあちゃん、そして小児科の先生の連携があることで、安心して

子育てができるといった環境がその地域に形成されることになります。そのおばあちゃん役が

地域の高齢者等なのです。

　それはさらに食に関わった取組み、例えば、地域の郷土料理を若いお母さん方が高齢者の

方々から教えてもらうといったことも考えられるでしょう。少し視点は異なりますが、近年、

「お弁当の駒という取組みがあちらこちらで始まっています。小学校の高学年から年数回「お

弁当の日」を設定して、お弁当の計画から材料の購入そして調理まで、親が手を出さず作らせ、

自分が作ったお弁当を学校に持ってこさせ、みんなで食べるといった取組みが西日本中心に広

がってきています。この取組みは小学校の低学年であれば、家族と一緒に献立を考えたり、食：

材を購入するという点に、それ以上の学年だと家族と一緒に弁当に必要な食材を選んだり、栄

養バランスのよい献立を考えたりすることになります。このことによって家族の会話が広がっ

ていく。買い物をすると、地域の商店街などの方との交流が発生してくるといった効果が現れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19



てきます・まさに食を通してのネットワークの形成です。健康という視点から、商店街の商売

と子供達の教育とがうまく連動していくことに繋がってきます。また近年取組まれている「こ

ども110番」のような見守りの仕組みもぞうした点を反映しているとみることができます。

　また、認知症の方や軽い介護の必要な：方々も、施設のなかで閉じこもるのではなく、地域の

方と交流しながら、ある意味生きがいを見出しながらいきいきと生活できるようになっていく

ことが求められます。そのためには、介護施設やグループホーム等と商店街がより連携するこ

とによってそれぞれの入あるいは家族とコミュニケーションを図ることができ、「顔のみえる」

安心・安全なまちづくりを構築していくことも可能になってきます。

　また在宅介護に対して率先して取組もうとされている医師にとっても、地域の方々と在宅介

護の連携が容易である環境であれば、商店街の一角にオフィスを構え、在宅介護サービスを展

開しやすくなります。そのとき、その地域での安心・安全なまちづくりはさらに進展していく

ことに：なります。

　それは同時に、商店街にとってみても．お客の顔が見える町回構築ができ、様々なニーズに

対応した商品やサービスを提供できるようになっていく可能性もあります。その点からみて、

今まさに商店街にとって、医療機関や介護、子育てなどのコミュニティビジネスを展開してい

るNPOなどの組織、さらには地域住民との連携がより一層展開していくことが求められてい

るといっても過言ではありません。「医商連携」のよるまちづくりを提案するのも、こうした

背景があるからです。

駈4　簡店街の負撞を軽減しつつ地域閉門とのrまち』のエ1ノアマネジメントが繕要です

　商店街と地域住民が連携していくには、地域（エリア）をマネジメントするという考え方も

重要になってきます。「人の顔が見える」関係の構築を進めていくという視点からも、また商

店街のお店の方が自らの顧客を知るという視点からも商店街ならびに地域住民が連記をとり

ながら、商圏範囲内でのエリアマネジメントを展開していくことが求められてきます。それは、

同時に、最初は商店街の方々が率先してそうした入と人のコミュニケーションの場の形成に関

わっていただくとしても、それを次第に他の方々と役割を分担しながら、商店街の方々の負担

を軽減しながら、地域ぐるみで新たな組織を形成していくことによって、商店街の方々と医療、

介護、子育て支援の方々、さらには地域住民の方々との連携の輪を広げる、まさに拠点となる

組織の形成が望まれます。それが今日いわれているまちづくり会社の形成でもあります。

　これまで会社という「職域コミュニティ」中心に活動していた人々が、退職を契機に、より

一層自分たちの関心のある「関心領域コミュニティ」や「地域コミュニティ」に関わりたいと

思い始めてきます。特に団塊の世代が退職する時期を迎えている今目、その傾向はますます強

くなってくるでしょう。そうなると、自ずと地域のことや介護、子育てなどへ関心が向き始め

てきます。地域のことは自らの手で取組むといったことがより一層求められるし、求めようと

する傾向がでてきます。近年市民（社会）起業家を輩出するといった多様なプログラムが公的

機関からも民間機関からも提供されていますが、こうした動きは、自らの手で地域をマネジメ

ントするといったことを推し進める推進力として機能しはじめてきます。今日のコミュニティ

ごソ不スのめり万にも通じる点です。
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　これまで見てきたように、今や商店街はある意味昔の商店街がもっていた人と人との交流

の場という機能を復活させることが求められます。商店街と地域の方々や関連機関とが連携し、

地域活性化に取り組んでいくことによって地域ニーズを汲み取った商店街づくりとして結実

し、商店街も再生していくことにつながってくると考えます

4－5．　「医商連携」によるまちづくりの提案

　今回提案する「医商連携」によるまちづくりは、地域全体で医療、介護、子育て支援の問題

を通して商店街と地域の連携のあり方を再考し、地域を活性化させる中で、もう一度商店街の

再生連鎖のシステムを作動させることができるのではないかという考え方に基づいています。

商店街の再生連鎖システムを機能させるためには、その再生連鎖を機能させるための環境条件

を整備することがより重要になっているのです。その環境条件がまさに地域コミュニティの中

核としての商店街と地域住民が連携してその地域のまちづくりを行うという点にあるのです。

商店街の方と地域の方がそれぞれ「win－win関係」を構築していきながら、持続ある発展を達

成していくための一つの視点が信頼関係に基づいた生活サービスの提供なのです。

　これまでの商店街の再生努力は商品の販売という視点からいかに商店街にお客を集客でき

るのか、その集客の方法としてどういつだことを実施すればよいのか、そういった点に焦点を

当ててきたし、今も当てられていると考えられます。

　しかし、インターネットで成功しているところを見てみると、単に商品が安いからといった

ことで成功しているとはいえません。商品の販売の側面も重要ですが、同時にネット空間にお

客同士の交流をどのように設定できるか、またいかにコミュニティ形成の場を構築できるかが

成功のひとつのポイ、ントになってきています。商取引とは別の次元のお客同士の交流の部分と

の融合をはかることが戦略的に重要になっているのです。

　図2－9をみてください。インターネットでのダイレクトメールなどの方法を使ってユーザー

に一方的にアプローチする「ワンウェイモデル」から個々のユーザーに個別に双方向でコミュ

ニケーションし、個客の満足水準を高める「パーソナルモデル」を構築することによって、「商

品販売の魅力」から「商品販売の魅力」＋「各リピーターとのコミュニケーション」によって
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商品を購入してもらっといりその

一点に焦点を当てています。しかし、

これからは、ネットショップと個々

のお客の関係というよりも、お客同

士がコミュニケーションすること

を通してネットショップが関わっ

ていくという関係構築によって、そ

の揚の魅力を高める中で、ネットショップの魅力も高めることができるという視点に基づいた

「コミュニティモデル」の考え方にシフトしていくことが求められているのです。

　インターネットビジネスの成功のポイントを現実の商店街に置き換えてみましょう。それは、
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単に商店街が商品の売り場ではなく、来街者である地域住民が集い、語らう場を同時に形成し

ていくことなしには、郊外の大型店やショソピングモールに打ち勝っていくことは難しくなっ

ているという点に見いだすことができます。いかに来愚者である地域住民が集い、語らう場を

形成するのか？そのひとつの契機が、地域が必要としている医療機関（病院、診療所）、介護

施設や子育て施設と商店街の連携なのではないでしょうか。まさに「まち」の健康という視点

から商店街が地域活性化の拠点として、さまざまな機関と連携することによって、来三者であ

る地域住民が「まち」に対する誇りをもっことができるようになるのです。「医商連携」モデ

ルはその一つの「理想的な」まちづくりの方向を示したものなのです。

験　　「蓬商運携」による塞ちっく蓼の発展プ撰セス

　今回関係者の方々からお発きしたことから言える乱とは、商店街の方々及び医療関連の方々

の両者において、「医商連携」を推進していく必要性それ自体を意識しているとは言えない状

態にあるという点です。また子育て支援の施設やデイケアの介護施設については、すでに商店

街の空き店舗を利用して商店街に参画しているところはありますが、十分な連携を図って取り

組んでいるところまでには達していないようです。商店街としては高齢者対策としての視点か

らの取組みはさまざま見られます。買い物のカートや電動スクーターの貸し出し、タクシーを

利用しての宅配サービス，配食といった取組みなどがそれです。3章で取り挙げている事例の

なかにもそうした取組みが紹介されています。

　確かに、今回提案する「医商連携」によるまちづくりへの取組みが商店街の方々にとって、

即効的に商売に結びつくといった方法ではないかもしれません。しかし、これまで述べてきた

ように、商店街の再生連鎖のシステムを起動させるための環境条件を整えるためには、「まち」

としての魅力づくり、それも人と入のコミュニケーションを活発にすることを通してしか、実

現しない状況にあるとも言えます。

　中小企業政策審議会の報告書で展開されている「地域コミュニティの担い手」としての商店

街の役割も直接商売に結びつくということでもないかもしれません。しかし、そうした取組み

をすることで、来街者や地域住民から商店街の必要性を再認識させ、地域とともに商店街が再

生する、そうしたシナリオを描き、それを実行していくことが求められています。

　このような「医商連携」によるまちづくりに対する問題意識状況からすると、まず取組まな

ければならないことは、商店街において「医商連携」によるまちづくりが中長期的に商店街を

再生していくために必要な考え方であるという意識改革ではないでしょうか。「医商連携」は

即効的には商売に結びつかない社：会的課題への対応ですが、「健康」に関わる地域住民のニー

ズは高く、地域住民と商店街を結びつける架け橋的役割になるものが求められています。それ

がまさに「医商連携」によるまちづくりという考え罪なのです。その考え方が浸透し、．地域住

民と商店街がより緊密に連携していくことになれば、商店街にとってもお客を確保することも

可能になってきますし、住民として定住が促されるなかで、地域全体が活性化してきます。ま

さに1医商連掬というまちづくりによって、「まち」全体が潤うといった意義や効果に対す

る意識を醸成することが重要になってきます。

　「医商連携」によるまちづくりは基本的に3つのステップを踏んで展開されていくと考えら
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れます。

　まずステップ1では、商店街自らの現状や地域課題を把握し、「医商連携」によるまちづく

りのコンセプトを明確に認識したうえで、どのような医療機関、介護施設、子育て支援施設等

とどのような連携を構築すべきなのかといった「医商連携」に関わる合意形成を行う必要があ

ります。商店街の成り立ち、居住者の属性、医療施設等の充実度合い、まちづくりへの取組状

況等によって、医療、介護、子育て等の生活サービスに対するニーズも地域によって異なって

きます。その地域のニーズに応じた医商連携のあり方や取組みを考えていくうえで必要な現状

分析がステップ1です。

　次にステップ2では、連携する医療機関、介護施設、子育て支援施設と「医商連携」による

まちづくりを具体的にプランニングし、その計画に沿って地域住民へ医療・生活サービスを提

供するための商店街と医療機関、介護施設、子育て支援施設等とのネットワークの形成をはか

るとともに、試験的にも実際の取組みを実施していくことが求められます。

　そしてステップ3として、「医商連携」によるまちづくりを地域全体の取組みに展開できる

ように、商店街や地域住民・関係機関・NPO等の多様な主体が参画したエリアマネジメント

を行う組織を構築し、まちをプロデュースしていくことが考えられます。

　このように「医商連鵬」によるまちづくりは、商店街の方から見ると、「健康」に関わる生

活サービスの提供を通して商店街と地域とが連携強化することによって、商店街の賑わいを取

り戻す効果を引き出すことができます。商店街の発展は地域の発展に繋がっていくのです。
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図表2－10　商店街側からみた「医商連携」によるまちづくりの発展イメージ
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第3章　昏倒連携」によるまちづくりを実現させるためのプ襲セスと方法

　第2章では、商店街の方々からの視点で、なぜ「医商連携」によるまちづくりに取組むこと

が必要なのか、その必要性をこれまでの商店街の発展プロセスを振り返りかえりながら説明し

てきました。特に、これまでの商店街のライフサイクルがどのように推移していきているのか、

「売り場としての魅力づくり」と「人と人の交流の場としての魅力づくり」の2つの視点の相

互関係から考察しました。その結論のひとつは、商店街が再生・活性化するうえで。「人と人

の交流の場としての魅力づくり」を重視する必要があるという点です。言い換ネれば、「地域

コミュニティの担い手として」の商店街を蘇らせるために、「医商連携」によるまちづくりに

取組む必要があるという点です。本章では、この「医商連携」によるまちづくりを商店街とし

てどのように取り組んでいけばよいのか、それを実施するための指針を提供します。

　まず、1．で「医商連携」によるまちづくりを実施するための基本フレームを提示します。

　その基本フレームに則して、2．では2章で示した「医商連携」によるまちづくりのプロセス

である3つのステップで、取組みによってどのような効果が期待されるのか、その効果につい

て考えます。

　3．では、各ステップで「医商連携」によるまちづくりを進めていくうえで、最低どういつだ

医療、介護、子育て支援に関わる環境条件が成立していれば、商店街と医療、介護i、子育て支

援の関係者との間で連携が容易になってくるのか、その環境条件について、特に医療介護、

子育て支援という3つの分野に分けて考察します。

　4．ではこの取組みを実施しようとする商店街の方々の意思決定プロセスを3っのステッフ

ごとで確認します。そして、そのプロセスで発生する可能性のある問題を整理し、その問題を

どういつだ方法を用いて処理していけばよいのか、問題解決方法についても言及します。

　最後に、現在「医商連携」によるまちづくりとして取り組んでいると考えられる事例を紹介し

ます。

重．　「医商連携」によるまちづくりへの取組みへの基本フレーム

レ1．　「医商連携」によるまちづくりの3つのステップを確認します

　「医商連携」によるまちづくりを進めていくうえで、すでに2章において3つのステップを

経て展開していくことを示しました。

　まずステップ！は、商店街自らの現状や地域課題を把握し、「医聖連携」によるまちづくり

のコンセプトを明確に認識したうえで、どのような医療、介護、子育て支援の関係者と連携を

構築すべきなのか、それらの関係者との問で基本的な取組みについての総論的な合意形成を行

う殺階です。

　ステップ2は、商店街が連携したい医療、介護、子育て支援の方々との間での基本的な合意

に基づいて、細目にわたって確認し、実際にイベント（例えば健康フェア）などの連携事業を実

施し、何度かチャレンジすることで、成功パターンを確立していきます。そして、その成功体
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験をベースに商店街と医療、介誰、子育て支援の方々との間での多様な組み合わせで、連携事

業を展開していきます。そうした取組みの結果、さらに発展させるために、そ’の多様な連携事

業の輪を広げるネットワークを構築するための組織化に向けた合意形成を検討するところま

でがステップ2ゐ段階です。・　　　　，

　ステップ3は、「医商連携」によるまちづくりを地域全体の取組みに展開できるように、商

店街や地域住民、医療、介護、子育て支援の方々、さらにはNPO等の多様な主体が参画した

エリアマネジメントを行う組織を構築し、独自資金を捻出しながら、その地域内で経済が循環

するような仕組みを導入しながら地域を再生していくシステムづくりの最終段階、まさに「ま

ち」をプロデュースする段階です。そのステップの流れについては、図表3－1に示しています。

図表3－1医商連携によるまちづくりのプロセス

第1ステップ

（合意形成段階）

商店街の現状の把
握確認からスター
．トし、医療・介

護・子育て支援等
の方々の探索とそ
れらの方との間で

の連携事業の基本
的合意形成

　第2ステップ

（ネットワーク構．築段階）

基本合意形成を行った

後、詳細な合意形成を

策定し、イベント等の

連携事業を実施、そし

て、その連携の輪を拡

大し、新たな連携のた

めの組織づくりにチャ
レンジする

　第3ステップ

（エリアマネジメント段階）

新たな連携のための
組織作りを詳細に検
討しながら、それを
立ち上げ、その地域

のエリアマネジメン
トを実現する

1－2．　「医商連携」によるまちづくりの実施のための基本フレームを考える

　では、「医商連携」によるまちづくりへの取組みを進めていくための基本的なフレームにつ

いて考えていきます。ここでの基本的考え方は、商店街が連携事業への取組み状況と商店街を

取巻く周辺の外部環境の状態との関係をチェックし、実際に連携事業塗行なった結果どういつ

だ成果が発生したのか、その成果の状況をチェックすることによって、ステップ1からステッ

プ2、さらにはステップ3ヘステップアップしていくと考える基本フレームを提示しています。

　すなわち、第1に主要な取組み主体である商店街の方々が商店街の周辺の環境条件が「医商

連携」によるまちづくりを実施するに当って、適した環境にあるのかどうかを確認します。第

2にその外部環境を考慮したうえで、商店街がどのよう．に取組みを進めていけばよいのか、そ

の意思決定プロセスを確認します。そして第3に各ステップで設定している数値をクリアした

段階で次のスデップに進んでいくというフローを示しているのが図表3－2です。

　もちろん、ヒアリングをしているなかで、ここで提示しているようなステップを踏まないで、

いきなり、医療・介護・子育て支援の施設が商店街の内部に入り込んで活動を展開している状

況が見られます。すなわち、ピアリ．ング調査からみると、商店街の方々との連携が緊密にされ

ていない中での商店街への参画であるケースが多く、連携事業がスムーズに展開され七いると

はいえない現状にあるようです。そうした状況を見るにつけ、商店街の方々と医療・介護・子
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育て支援の施設の関係者との間での緊密な意思疎通がなされたうえでの連携事業であること

が、その後の展開をスムーズに進めていく近道であると考えられます。商店街の方々はこれま

で策定してきたまちづくりのビジョンを見直しながら、どういつだ「まち」にしていきたいの

か、その土台をしっかり確認しながら、取り緯んでいくことが望まれます・もちろん・こうし

た取組みが商店街の個店の方々すべてに直接収益の面でプラスとして効果がもたらされると

はいえません。そうし’た取組みと同時に商店街の各個店の方々の日頃の経営努力は必要です。

しかし、その経営努力をする上でも、周辺の状況分析などしたうえで、展開していくこともま

た要求されます。これまでの成功体験を捨てされず、商売をされているのであれば、おそらく

無粋者から見放されていくことになってしまいかねません。もう一度個店のビジネスのあり方

を考えるうえでも、この「医商運携」によるまちづくりは一考に値すると考えます。

図表3－2　医商連携の実施のための基本フレーム
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　ステップ1
（合意形成段階）

商店街の現状把握と
「医商連携」へ向けた
取り組みの合意形成

警麗姦『1濃購諜
≒、liくり、を地域ぐるみで実施す：f

一レ

　　　ステップ2

（ネットワーク構築段階）

商店街・医療・介護・子育
て間の連携行動と組織化

　bステップ3

（エリアマネジメン
　　ト段階）

地域一体となった
　まちづくり　‘

　図表3・2は前述したように、・3っの構成要素から成り立っています。すなわち、取組み主体

としての商店街等の「医商連携」によるまちづくりへの取組み状況、その取組み状況をうまく

進捗させていくりに必要とされる外部環境、そして取組み状況と外部環境を関係づける成果と

しての目標達成度の3つの関係を示したのが図表3－2です。

　いかに「画商連携」による取組みが重要で商店街等で組織的に取組もうとしても、それを後

押ししてくれる外部環境が整っていないと成功しない可能性があります。また外部環境が整っ

ていても商店街内部の状況がそれと対応していないのであれば、「医商連携」によるまちづくり

への取組みの一歩を踏み出すのは難しいかもしれません。例えば、外部環境として健康志向の

高まりや医療費抑制、予防医療の推進といった状況が形成されていたとしても、ファヅション

性を重視した商店街などでは来街者の主体が若者であうことが多く、そうした外部環境の状態

との関係がうまくかみ合っていない場合も考えられます。その場合、その商店街は必ずしも「医

商連携」によるまちづくりを推し進めていく状況にないと考えられます。また、その商店街周
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辺に居住者数が極端に少ないといった状況においてもフィットしていない状態があるかもし

れません。その点で、我が商店街は「医商連携」によるまちづくりに着手する必要があるのか、

まず、我が商店街の特性と周辺の状況をチェックしてみる必要があります。以下では外部環境

と商店街の特性及び周辺状況がうまく対応しているという前提で話を進めていきます。

　また、外部環境と商店街の特性及びその周辺状況がマッチしているとしても、商店街内部で

の組織的な取組み状況がうまく展開できていないと医療介護・子育て支援等の施設の関係者

との連携をはかるといったコミュニケーションを展開することは困難かもしれません。その点

からみても、商店街内部のやる気を含めた取組み姿勢をしっかり確認しておくことも大切です。

自分たちの商店街にどういつだ人が来卸してきているのか、そのうち買い物をしてくれている

のはどういった人たちなのか、そうしたデータを確認しながら、商店街の問題を把握しながら、

新たな取組みの必要性を認識していくことが求められます。ある成功していると見られている

商店街の振興組合の方のお話で、多くの商店街の方が尋ねてきて「商売がきついです」と言わ

れるが、その数字までレつかり把握している商店街の方々が少ないということをお聞きしまし

た。こうしたお話から、我が商店街の状況を正確に把握していない状態で、自ら考え工夫する

というよりもどうずればうまくいく方法があるのか教えてもらいたいといった受身の姿勢が

あると考えられます。基本的にはそれぞれの商店街の状況は異なっています。その商店街にあ

ったやり方を採用してこそ成功への近道です。本報告書でお示しすることも、ひとつの方法と

して考えていただき、我が商店街にあったものにアレンジしてください。

2。　『医商運携」によるまちつく琴の目標達成と：勲果

2線　　「闇商連携」によるまちつく琴の直接的丁丁と間接的効粟とは：？

　1－2。で説明したように、「医商連携」によるまちづくりの各ステップで、その取組みの達成

を判断するための指標が設定されています。その設定された指標から各ステップの取組みがど

の程度うまく展開できたのか、判断することができます。ここで言う取組みにより目標達成度

を判断するとき、大きく分けて2つの視点で検討しておく必要があります。

　商店街の方々からすると、イベントなどの取組みが各個店の売上高や収益の増加と直結して

いることが望まれます。よく指摘されるのは、イベントなどで来街者数は増加したにもかかわ

らず、個店の売上高や収益は増加していないといった指摘です。その意味では、ここで述べる

目標達成が、各個店の売上高や収益に直結するものであるとは想定していません。

　まず、検討しなければならないことは．商店街の方々と医療・介護・子育て支援の施設や機

関の方々との連携事業そのものがどの程度目標を達成できたのか、という点です。商店街の魅

力を形成していくうえで、商店街内部だけでの取組みで達成できない状況のもと、外部の方々

の協力を得る必要があります。香川県高松市の高松丸亀町商店街でのヒアリング調査で年間イ

ベントを昨年209回開催されたとのことです。そのイベントの多くを地域の若いアーティスト

やミュージシャンなど、多様な地域の方々の協力を得る中で実施し、結果的にはイベント数は

増加したにもかかわらず、トータルとしてのイベント費用を削減することができたとのことで

した。こうした試みはまさに地域との連携のなかで実現できているものです。その点からみて
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も、「医商連携」によるまちづくりの取組みも商店街以外の方々の協力を得ることがとても大切

です。それゆえ、商店街以外の方々との協力の結果としてどういつだ指標を考えたらよいのか、

まずその点を検討しておく必要があると考えます。

　そあうえで、例えば健康フェアなどのイベントを実施したことによって、その商店街への来

街者数が増加したとか、書店の売上高が増加した、あるいはその周辺地域の人口が増加してき

たといった効果を検討していくことになります。先にも述べましたが、呉々もイベントの結果

と商店街の個店の結果を直結して考えるのではなく、その間にイベントの実施による関係者間

のコミュニケーションの向上などの効果を媒介として、商店街の魅力を高める結果として商店

街の個店の売上高などにどのようなプラスの影響が現れてきたかを判断してください。各個店

の努力に加え、商店街の魅力づくりを行うことでトータルとしての効果を考えてみてください。

　このように、商店街の方々と医療・介護・子育て支援の施設や機関の方々との取組みによっ

てメンバー間で発生する効果をここでは直接的効果と呼ぶことにします。他方、そうした直接

的効果を達成するなかで、商店街やその地域がどの程度活性化できたのか（例えば、その商店

街への来三者数が増加したとか、周辺の人口が増加してきたとや・つた点です）、それを判断す

る成果をここでは間接的効果と呼ぶことにします。

図表3－3　医商連携によるまちづくりのトータルとしての効果

r1 @国国圏園露国　　’、
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　この間接的効果は、商店街に関わる効果と地域活性化に関わる効果という2っの視点からみ

ることができます。商店街に関わる効果とは何かイベントを行い、商店街への来曲者の数が増

加した、高齢者との連携がうまくいったことで、商店街の個店の商品の品揃えが変わってきた

といった、結果的に商店街の活性化にプラスになっているものです。

　他方、地域活性化に関わる効果は「医事連携」によるまちづくりの取組みによって世代間の

交流が活発化し、地域の治安が以前よりよくなった、暮らしやすくなり、商店街の周辺人口が

増加してきたといったものが考えられます。

　このように、「医商連携」によるまちづくりの取組みから、取組みの直接的効果だけでなく、

商店街や地域の活性化という間接的効果を引き出すことができると考えています。

　なお、ここで示す「効果」については、平成21年度以降、実証事業等をとおして随時検証

を行っていくこととします。

29



ラ冠》　　商参窪麟婁函麗畢1牽驕4蜜自撫1一イ醍盛塊つ
隔　　齢一」　　　　轟2瓢國」〃」小　』　口駆π『甲▼HJ旨㍉皿　1一』’げ　　　α

　まず、直接的効果から考えてみましょう。ただ、これから挙げる効果の中には、イベントそ

れ自体の直接的目的を達成する面での効果とそのイベントに関わる効果があります。イベント

それ自体の直接的目的を達成する効果とは、例えば、食育フェアを行うとしたとき、その当初

の目的をどの程度達成できたのかを見る効果のことです。イベントに参加してくれた方々がイ

ベントの趣旨を理解してくれたと言ったことが挙げられます。他方イベントに関わる効果とは、

そのイベントを実施するにあたり、メンバー間でのコミュニケーションがスムーズになったと

か、行政との連携がうまくいくようになったとか、まちづくりのビジョンの共有ができるよう

になったといった点を指しています。その意味では前者のイベントそれ自体の直接的な目的を

達成する効果は、どういつだイベントを実施するかによって、達成目的も異なってきますので．

ここではその点の説明は省略します。むしろ、そのイベントを実施することで、組織上の問題

や他の関係機関との連携など今後そうしたイベントを継続していくためのノウハウをどのよ

うに蓄積していくことができるのか、こうした点が重要になってきます．こうした効果の例を

挙げたものを図表3畷に示しています。

　この直接的効果は1）商店街に直接関連するもの、2）医商連携に関連する関長者にかかわる

ものに分類することができます。もちろん、これから提示するもの以外にも考えられます。各

商店街や各地域でもっとも必要と思われる効果尺度を設定してチャレンジしてください。

図表3瞬　藻接的弓栗のタイプ
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A。商店街に関わるものとして．

a）　（関係者間の翻ミュニケーシ嬰ン度）

　　「医商連携」の取組みを行うことで、商店街の関係者間での共通認識をもつことができるよ

　　うになり、意思疎通が以前よりうまくできるようになってきた。そのことによって、さまざ

　まな商店街の振興組合の提案に対しても前向きに積極的に関わるようになってきた。

b）　（ビジョンの共有度）

　　「医商連携」の取組みによって、関係者間での商店街のビジョンだけでなく、その地域のま

　ちづくりに関わるビジョンの共通認識ができるようになってきたことから、商店街以外の

　方々への働きかけも以前よりもスムーズにできるようになってきた。

c）　（まちづくりの組織度）

　　「医商連携」の取組みによって、商店街のメンバー問の絆がより強くなり、商店街全体とし

　ての取組みが以前よりもできるようになっただけでなく、商店街以外の方々への連携に対し

　ても何をしなければならないのか、取組みの方向性をしっかり持つことができるようになつ

　た。

d）　（行政との連携関係）

　　「医商連携」の取組みを進めていく中で、行政からの支援が得やすくなり、行政と一緒にま

　　ちづくりに取組むことができるようになった。

e）　（まちづくり推進資金の確保）

　　「医商連携」の取組みが成功する中で、まちづくりを進めていくうえでの助成金や補助金も

　以前よりは獲得しやすくなった。

B．医商連携に関するものとして

f）　（周辺地域への医療関連集積度）

　　「医商連騰ilの取組みを契機に、商店街の周辺や商店街内へ診療所や介護施設、さらには介

　護包括支援センターなどの医療関連の施設が集積するようになった。

9）　（連携イベントの開催率）

　　「医商連携」の取組みによって、商店街と医療関連、介護、子育て支援の関係者との問で連

　携がスムーズに行われることができたことから、イベントの数が増加するようになった。さ

　　らには、そのイベントを事業として発展させていくことも可能になってきた。

h）　（異業種連携度）

　　「医商連掬の取組みによって、商店街と連携していた医療関係者との聞だけでなく、医療、
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介護、子育て支援などの関係者間での多様な連携が見られるようになり、商店街としても多

様な連携が可能になり、商店街の賑わいにも貢献するようになった。

i）　（運携の職鮮度）

　　「比量連携」の取組みによって、商店街と医療、介護、子．育て支援等との間での連携が行わ

　れていることが地域に浸透し、結果として地域の人も巻き込んだ形でのイベントなど、企画

　が生まれる可能性が高くなってきた。

　図表3吸では以上のような項目がどのステソプで必要になっているのか、簡単に示していま

す。図表3尋からわかるように、商店街にかかわるものはすべてのステップで発生する可能性

がありますが、医商連携に関するものについてはそれぞれの十階でしか発生しないものがあり

ます。まず、商店街が取組み相手の状態を考慮して、どういつだ勃果を狙いたいのか設定した

うえで取り組んでください。

2－3．　間借的劾粟と1象輿学的に構晦、？

　今度は間接的効果についてみてみましょう。この間接的効果はどちらかといえば、量的な尺

度で測定できるような項目が多数考えられます。それゆえ、この間接効果はすべてのステップ

で測定することが可能です。たとえば、来街者数という尺度だと、各ステップで想定された数

値を達成できたかどうか判断するものとして利用することができます。言い換えれば、ここで

挙げている間接的効果とはむしろ、／医商連携」による取組みの大目標にあたるものとみるこ

ともできます。

　間接的効果については、図表3惑の通りです。もちろん、これらがすべてではありません。

一例として挙げています。2－1、で述べたように、この間接的効果には商店街の活性化に関わる

効果と地域活性化に関わる効果に分けて考えることができます。

鴎表3略　間接的効桑のタイプ

商店街二三化に関わる効果

卜切二藍の品揃えの変化率

b）摺店の売上高増加率

。）商店街の店舗構成

d）画き店舗島

蔭）客層の変態率

1夢）来街者数の渤陣

［9）立ち寄り率
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」）交流人羅増加率
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A．商店街活性化に関わる効果について

a）　（個店の品揃えの変化率）

　「医商連携」の取組みによって、高齢者が商店街に来街する機会が増え、商店街の各個店が高

　齢者向けへ品揃え構成を変化させ、ニーズに対応できるようになった。

b）　（個店の売上高増加率）

　「医欝連携」の取組みによって、来街者数が増加することで、商店街の各個店の売上高が増

　加してきた。

c）　（商店街の店舗構成）

　「医商連携」の取組みによって、商店街に医療関連の施設が入って来る機会が増え、結果的に

　商店街のお店の構成が変化する可能性が高くなった。

d）　（空き店舗率）

　「医商連携」の取組みによって、c）のようなケースが発生するなかで、空き店舗が埋まったり、

　新たに新しいお店が参画して空き店舗が減少する可能性が高くなった。

e）　（客層の変化率）

　「医商連携」の取組みによって、これまで商店街に来街してこなかったような方々が来るよう

　になった。

f）　　（来葉者数の増加率）

　「医商連携」の取組みによって、商店街に来街する人たちの数が増加してきた。

g）　（立ち寄り率）

　「医商連携」の取組みによって、病院や診療所に訪れたときについでに商店街に立ち寄るよう

　になった。

h）　（イベントの周知度）

　「医商連拷」の取組みによって、商店街独自に行っていたイベントなどの情報を周知徹底する

　ことが可能になってきた。

B．地域潅性化に闘わる効粟

i）　　（周辺人口の増加率）

　　「医商連携」の取組みによって、利便性などが高まったことから商店街の周辺の人口が増加

　　してきた。
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」）（交流人当増加率）

　　「医商連携」の取組みによって、さまざまな年代層の方が商店街に来訪するようになり、

　　多くの方の間での交流する潜在性が高まってきた。

k）（地域怯蔑の健康意識翫h膜：〉

　　「医書連携」の取組みによって、地域住民σ）方の健康志向が一一層高まり、健康への取組みが

　活発になってきた。

1）（安心・安全度）

　　「医商連携」の取組みによって、さまざまな人の交流が行われるようになり、その地域がよ

　　り安心・安全の地域になってきた。

懲）（量代納交流率）

　　「医商連携」の取組みによって、さまざまな年代層の方が商店街に来訪するようになり、

　年代問での交流、例えば幼老連携といった交流が景、られるようになってきた。

　以上取り挙げた聞接的効果としての指標はそれ自体が単独として現れてくる効果ではあり

ません。例えば個店の売上高の増加は商店街への来街者数の増加や客層の変化といった要素と

関連して、トータルとして現れてくるものです。逆に言えば、商店街への来街者数は増加して

いるが、個店の売上高が増加していないとすれば、それはまさに個店の問題として考慮し℃、・

かなければならないといったチニック内容として利用することもできます。

　以上のように、「判子連携」によるまちづくりを実施した効果をそれぞれの商店街にとって

最も適した直接的効果と間接的効果を選びながら、実際の取組みのチェックとして利用してく

ださい。なお、繰り返しますが、ここで挙げているものはあくまでも参考として考えてくださ

い。独自の指標を作られてメンバー全員が合意できるものを設定した方が効果が上がってくる

と考えられます。

　なお、この直接効果及び問接効果については、平成21年度以降予定している「医商連携ま

ちづくり」実証事業において、随時検証を行っていくこととします。

2耀．事例からみた「医商遵携」によるまちづくりの効果

　2－2。では具体的な直接的効果のタイプ、2弓、では具体的な間接的効果のタイプについて説明

をしました。2強では、ヒアリング調査による商店街の事例から、「医商連携」によるまちづ

くりの効果について紹介します。こ1こでは、1医商連携」によるまちづくりを展開している商

店街の効果の一例を紹介します。なお．第3章の終わりにヒアリング調査の事例集があります。

商店街の詳細事項につては、そちらで確認をしましよう。

　なお入．庄で述谷たとお，甑．．私なち㊧蕉二互之グ調査りなゑきで，．。医療一土金護∴テ：育工文援と虹

2き；磯闘と産店街とQ運携墾蜜に行並れて実旗され工いゑ．とい．う一立コ：2玉はま．だまだ少な臨と
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甑う，二と．がねか2工きま亙た。一思2熊孟う．な効果距細分子達威さ一れ工ぬな公原因Q二2がΣ建

物オニ土鷺笠との個ム的，な峯〕z．上皿二久で商店街鍾参画L工い2なケ臨戦菱多込と亙｝一う．二と

も訟か：2工豊ま上た、、一気；玄二は．L当然。一鷹療∴介護三盛宣て束援Ω方ゑと商店街の濃霧．との，閲

に一は。一必ず。しも土分な理解や一三ミ三三久＝之旦，；ζ距形虞豊れ工ぬま竺血、．烹だまだ連携裏叢謎

展一開一さ一れ工ぬる．とはし）．えなL）状態にあ望一ます，，一、

（事例集NO．1）

　　本原アンジェラス通り商店街（長崎県長崎市）では、地域に根付いた活動を行ってきたNP

　O法人子育てネットながさきが空き店舗に入居し、子育て相談や交流の支援事業とコミュニテ

　ィカフェ運営による交流拠点づくりと、商店街から依頼を受け商店街イベントのフリーマーケ

　ットへの参加など多様な活動を行っています。住宅地を後背に控え、人が集まりやすい商店街

　で子育て支援の活動を行うことによって、商店街側からは空き店舗の解消と来街者の増加と客

層の変化の効果がみられ世代を超えた交流人口の増加という効果が現れています。

（事例集NO．2）

　　健軍商店街（熊本県熊本市）では、平成15年に「健軍まちづくり推進協議会」を設置し、

　関係者間で十分に議論を進めながら、商店街振興ビジョンとして「人にやさしく、地球に愛さ

れるショッピングモール」をコンセプトに、地域密着型の商店街を展開しています。また、商

店街を含む地域を「医療」弾奏」と「ユニバーサルデザイン」のまちとして位置付け、発信

　し、商店街と地域住民でビジョンを共有しており、NPO主体による福祉施設等の多様な運営、

継続的なコミュニティビジネス（地域の方々が地域の抱える課題を解決する相互補助）へ展開

　しています。これによって、施設への来訪者による人通りの増加と客層の変化、立ち寄りの増

加といった効果があげられます。

（事例集NO．3）

　　銀天町商店街（福岡県福岡市）では、組合理事長とNPO法人理事に交友関係があったとい

　うことから、空き店舗にNPO法入が運営する高齢者交流施設「そよかぜ倶楽部」を誘致した

事例です。地域通貨の発行をするなどして、地域住民への多様なサービスの提供を行っていま

す。この事例では、商店街と施設が連携し、街区の賑わい創出のために共催でイベントを実施

　し、これらの取組みによって商店街の賑わいが創出され、結果として平成！5年度に12～13

店舗あった空き店舗が平成19年には4店舗と大幅に減少するといった効果がありました。

（事イ列集NO。4）

　　鶴見銀座商店街（神奈川県横浜市）では、二階的な販促イベントを通じた人材育成活動を行

　っています。商店街周辺には医療機関が多く立地しており、このような立地の特性を商店街の

販促活動に活用した事例です。この事例は、当初から医事連携によるまちづくりを意図したわ

　けではありませんが、商店街を取り巻く環境や地域のニーズを常に把握する取組みから、商店

街周辺に「医療機関」が多く立地していることを認識し、商店街をフィールドに、地域とのコ

　ミュニケーション場を構築することにより活性化を図った例となります。
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（：事例集NO。6）

　　下北沢一番街商店街（東京都世田谷区）では、NPO法人せたがや子育てネットが子育てグ

ループの情報拠点を目指し、商店街振興組合の2階にコミュニティカフェ「ぶりっじ」を設置

　し、多目的スペースや一時預かりなどを実施するとともに子育て情報の発信を行っています。’

親子連れが商店街に訪れるなど、野竹者は増加しセいます。商店街では、親子連れの回遊にあ

わせて勢揃えを工夫したりベビーカーでも利用できるような店舗にするなど、利用者ニーズに

対応した工夫を行っています。

（事例集NO．9）

　　元町名店街商店街（香川県坂出市）では、空き店舗に子育て支援施設「わははひろば」が入

居し活動を行っています。隣接している坂出本町中央商店街内にあるデイサービス「濱田屋」

　と交流しており、異業種の連携による「幼老連携」を行っています。これによって、子どもか

　ら高齢者まで様々な年代の来序による客層の変化、来街者数の増加、世代間交流の活性化が図

　られています。

（事イ列集NO．12）

㈱ハイマート久留米、一番街商店街（福岡県久留米市）では、空き店舗を有効活用したいが、

運営するソフトを持たないまちづくり会社鰯ハイマート久留米と商店街が、地域で「健康」に

関わる取組みをしたいと考える大学と連携することによってそれぞれの弱みを克服しました。

これによって、商店街の空き店舗が解消され、「まちなか保健室」の来訪者による人通りの増

加と客層の変化や地域住民の健康の向上といった効果が期待されます。

3．　「医商連携」によるまちづくりの取組みを可能にする外部・内部環境

1
一
1

　2．において「医商連携」によるまちづく

りにどのような効果を期待したらよいみ・

か、その効果のタイプについて説明をして

きました。3。では、そういった勃果を引き

出すためにも、「医商連携」によるまちづ

くりの取組みをいかに成功させていくの

かという点を考慮しなければなりません。

麟表3・6　医臨蓮携によるまちつく嚇の外部環境

　　　　　　　　　　ノ　　ヨほ　　　　　　　　　　　　げド　　へい

’

な
孫

その成功を考慮するうえで、まず我が商店街が「医商連携」によるまちづくりに取組むのに適

した場所であるのか、商店街を取巻いている外部環境について把握しておく必要があります。

ここではその外部環境を大きく2っにわけて考察していきます。それは、∫医商連携」という用

語に示されているように、「医」に関わる外部環境と「商」に関する外部環境の2つです。この2

つの外部環境がうまく整合しだとき、「医商連携」によるまちづくりは環境的にうまくフィット

してきます。以下、まずこの「商」に関する外部環境の問題について述べ、後に「医」に関する外

部環境について説明します。
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3一1。　「順奉連携」によるまちづくりに適する「商』に関する外部環境とは？

3『嘩｝1．　「商」の外部環境とは？

　商店街の「薄商連携」によるまちづくりへの取組みが後述する「医」に関する外部環境と適合

したとしても、それが「商」に関わる外部環境と整合しないことには、この取組みは必ずしもう

まく展開できるとは限りません。ここで述べている「商」に関わる外部環境とは、該当する商店

街のタイプと商店街が立地している周辺地域の状態に関わっています。もっともここでは外部

環境として位置づけていますが、商店街：のタイプに関わっては、商店街の内部の状況を反映し

たものが要素として含められています。

　例えば、どういつだお客を対象とするのかによって、商店街のテナントミックスが変わって

きます。広域からお客を集客しようとすると、ファッション性の高い買回品を品揃えするお店

の商店街での構成比率を高くする必要があるでしょう。お客という外部環境によって、商店街

の内部の構成が決定されるといった関係がそこに見いだすことができます。そうした商店街の

店舗構成を考えると、高級ブランドやハイファッションな霊亀を取扱う企業をテナントとして

見つけなければなりません。そのためにも商店街としての魅力づくりが大切になってきます。

しかし、そうした企業は商店街の魅力向上には協力的であるとしても、地域活性化に対して資

金ないし労力を提供するといった取組みに必ずしも協力的であるとはいえない面があります。

そこに商店街の活性化と地域の活性化との問にズレが発生する可能性があります。

　このようなシナリオを考えることができるとすれば、広域からお客を集め、テナントの比率

が高い商店街では今回提案する「医商連携」によるまちづくりの取組みは必ずしも魅力的なも

のではないのかもしれません。そうした商店街が立地しているエリアは地価が高く、中心部の

空洞化現象が加速しているところでもあります。人が住まなくなっていく中で、それまでその

商店街にあったであろう八百屋や魚屋、目用雑貨といったお店が消えていき、それらが企業の

事務所やファッション性の高い商品を取扱うお店などに替わってきたと見ることができます。

ファッション関係のお店は必ずしも売上高の点でみて、毎日何千人という人が購入しないと経

営が難しくなるということでもありません。商品の単価が高い分、少ない人数でお店を運営し

ていける可能性は、単価の低い商品を扱っているお店より高いと考えられます。その意味では

多くの人を集客し、利益を確保することを求めているのは、単価の低い商品を取扱っているお

店ということになります。それは同時にそうしたお店の存在が多くのお客を集客する役割を果

たしていたとも考えられます。

　しかし，これまで多くの入を引きつけていたはずの日用品を販売するお店が地価の高騰や居

住者の郊外転出などによって消えていく過程で商店街それ自体の性格も変わってきたと考え

ることができます。すなわち、居住者や地域の方々のためというよりも、広域から来街する人々

にとっての魅力ある商店街づくりということに焦点が当てられていくことになります。商店街

の店舗構成の有り様は、まさにどういつだお客をターゲットにしているのか、そのことによっ

て決定されてくるといっても過言ではないでしょう。
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3－1遊．外部環境としての商店街のタイプと周辺地域の状澱

　通常、商店街のタイプとしてよく利用されているのが、近隣型、地域型、広域型、超広域型

の4つのタイプに分類されているものです。平成15年度の『商店街実態調査報告書』によれ

ば、それぞれ次のように定義されています。

1　　近隣型商店街：最寄り品店中心で地元主婦が日用品等を徒歩または自転車等により

　　　　　　　　　　日常性の買い物をする商店街

2）　地域型商店街1最寄り品店及び買い回り晶店が混在し、近隣型商店街より広1ピ・範囲

　　　　　　　　　　から徒歩、自転車、バス等で来宅する商店街

3）　広域型商店街；百貨店、量販店等を含む大型店があり、最寄り品よりも買い回り品

　　　　　　　　　　が多い商店街

4＞　超広域型商店街：百貨店、量販店等を含む大型店があり、有名専門店．高級専門店

　　　　　　　　　　を中心に構成され、遠距離からの来街者が買い物する商店街

　この定義は、商店街が取り扱っている商物、あるいは店舗構成と来街者の交通手陵とその距

離を基準に分類されています。しかし．この定義には、3－1－1。で指摘したように、「医商連携」

によるまちづくりで考慮しなければならない要素が抜け落ちています。例えば、商店街のテナ

ント率と地域活性化への取組み可能性の関係などです。もっとも、香川県高松市の高松丸亀町

商店街のように、まちづくり会社としてはテナントからではなく、地権者から運営費の一部を

徴収するといった形で、まちづくりに取り組むことによって、商店街の活性化と地域の活性化

を両立させようとしているところもあります。

図表3－7「商」に関する外部環境

「　　商店街のタイプ 周辺地域の状態
中心とする客層、 夜間人口と昼間人口の比率
商店街の業種構成 地価の水準
テナントの比率 周辺の集積している施設

商圏の範囲

　これまでの分類で採用されている内容に上記のような点を加えて、商店街のタイプを説明す

ると、図表3－7のような項目が考えられます。すなわち、その商店街がどのような客層をター

ゲットにしているのか、そのターゲットにしている客層からその商店街はどのような業種構成

なのか、さらにその業種構成を維持していくのに，テナントとして開業しているお店の比率は

どの程度か、その結果としてどういつだ商圏範囲を維持しているのか、といった点を軸とし、て

考えることができます。参考としてこれまでの4つの類型に基づいて、整理したものを示した

のが図表3－8です。
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図表3－8商店街の類型化

㌍　商楠のタイプ 超広域型商店街 広域型商店街　1 地域型商店街 近隣型商店街

中心とする客層、
県外から来街者等広

謔ﾌお客が中心

ある程度周辺の地域

@からお客中心

地元の人および地域

@　の方々中心
地元の方々中心

テナントの比率 超高い 比較的高い 比較的低い
低い（地元密着の

Iーナー店が多い）

商店街の業種構成

ファッション性の高

｢有名店舎甫や高級ブ

宴塔h品を取扱うお

@　店が多い

ファッション性の高

｢有名店舗が多い

日用品からファッ

Vョン性の高いもの

@　まで幅広い

生鮮系を中心とした

叝岦ｫの強いお店群

商圏の範囲 超広域 広域 中書 近隣

周辺地域の状態

夜間人口と昼間人口の比率 夜間人口《昼間人口 夜間人口く昼間人口 夜間人口≦昼間人口 夜間人口≧昼問人口

地価の水準 超高 高 中 低

周辺の集積している施設
百貨店、専門店、企

ﾆの事務所など

百貨店、専門店、企

ﾆの事務所など

行政機関、商業の専

蜩X、企業の事務

@所、学校など

学校、SOHOの事務所

@　　など

　他方、商店街の周辺地域の状態として、考えられる項目は図表3惑の下殺に示しています。

すなわち、その地域が夜間人口と昼間人口の構成はどのような状態にあるのか、その地域の地

価はどの程度なのか、言換えれば、居住者が住むためのコストがどの程度か、（例えば、固定

資産税、家賃、駐車場代など）、周辺に集積している施設としてどういつだものがあるのか、

例えば、学校関係の施設、介護系の施設、行政関係の施設、企業の事務所、住宅団地など、ど

ういつだ構成で集積しているのかなどの点を考慮する必要があります。

　繰り返しになりますが、地価が高く、住居を構えたくてもコストが高い地域で、居住者は少

なく、むしろ広域の商圏から多様な顧客を吸引できるようなファッション性が高く、高級ブラ

ンドのお店が多数立地している商店街では、この「医商連携」によるまちづくりに取り組むとし

てもうまく展開できない可能性があります。その点では地価の水準が今後どのように推移して

いくのかによっても、「医商連携」によるまちづくりが必要になってくる可能性も否定できま

せん。商店街ならびにその周辺にどの程度の居住者が存在しているのか、また今後居住する可

能性があるのかによってその地域に必要とされるものが異なってくると考えられます。

　結果として同じことを説明することになりますが、商店街及びその周辺での夜間人口と昼間

人口との関係も考慮しておく必要があります。夜間人口が少ないということは、その地域（エ

リア）に住んでいる人が少ないということですし、逆に昼間人口が多いと通勤・通学、さらに

は買い物などでの来街者数が多いということを示しています。特に中心市街地にある商店街な

どは昼間人口の方が夜間人口よりも多いといった状況にあることは明らかです。地謡人口が多

いところで考慮するまちづくりと夜間人口が多いところで考慮するまちづくりは異なってく

ると考えることができます。しかし、郊外へ住んでいる方々の中心地への回帰が今後現れてく

るとすれば、申心市街地地区でも居住者を中心にしたまちづくりが今後必要になってきます。

例えば、香川県高松市の高松丸亀町商店街での現在の取組みは、商店街周辺にもう一度居住者

を増加させていくというまちづくり戦略にもとづいた商店街の再生を目指しています。広域か

らの来街者を集客するための取組みも大切ですが、地方都市におけるまちづくりという視点も

重要であるとの認識から、新たな挑戦にチャレンジされています。こうした取組みは自らが外
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部環境を変えていこうとしていると見ることができます。

　このように考えていくと、「医商連携」によるまちづくりへの取組みは、基本的にどこでも検

討すべきものであるということが言えますが、その取組みの効果という点から見ると、これま

での商店街の分類では、地域型商店街や近隣型商店街が最も該当してくる地域なのかもしれま

せん。地方都市に見られるように、高齢者の方々が野心市街地周辺に生活の場をおいているよ

うな地域、あるいは高齢者だけでなく、子育てをしている若い世代までが生活しているような

地域などにある商店街がこの「医商連携」によるまちづくりを実施する対象と考えられます。我

が商店街のタイプ及び周辺地域の状態がどういつだ状態にあるのか．それをしっかり把握して

ください。

雲訟．　ゼ医商連携』によるまちつく撃に適するr賎に闘する界部環境とは？

3照臨、　r医」のタト部環境とは？

　商店街のおかれている状況が一様でないのと同様に、「医商連携」によるまちづくりを進め

ていくうえでの相手である「医」＝医療・介護・子育て支援施設がおかれている社会的条件に

も様々な状況があります。特に少子高齢化の進行によって、近年この三分野に関する政策勤向

等の外的環境は大きく変化してきています。

　ここでは、「医商連携」によるまちづくりを進めていくうえで、商店街側として最低限押さ

えておくべき医療・介護・子育て支援施設の側の環境条件について整理し、どう／、・つた環境条

件が成立していれば「早目連携」によるまちづくりが実現可能となるのかを検討していく上で

の参考にしてください（資料編：資料2「医療、介護、子育て支援に関する外部環境分析」参

照）。

膨2－2．　医療施設における外部環境条件

　医療施設の外部環境としては、まず、国民の健康意識の高まりを背景に、発症後の治療から

予防医療への動きがあることがあげられます。このためにも身近な「かかりつけ医」の存在が

地域住民の健康を維持していくために重要視されてきています。

　そのような中で、病院勤務医による診療所開業が増加していく傾向が強く、そのほとんどが

入院施設のない無床診療所であり、診療圏の重複を避け、経営が成立するための患者を確保で

きる開業場所を探すことが重要になっています。利便性が高く、周辺入口も多いまちなかでの

診療所立地は進んでくることが考えられます。また本来はまちなかには古くからの診療所が立

地しているケースが多く見られますが、その開業医も商店街の商店主と同様に高齢化している

ケースが多く見られ、地域の資源でもあるまちなか診療を守っていくことも必要とされます。

　一方で、高齢化の進行に伴って、医療費抑制の観点からも、住み慣れた地域や在宅で終末期

を迎えるためにも、「かかりっけ医」による在宅医療が見直されてきており、在宅看護や在宅

介護と連携した取組みが期待されています。

　このような「かかりつけ医」とともに、より高度な医療を行う高次の病院とそれぞれの役割
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分担の中で適切に連携していくこと、いわゆる「病診連携」が地域の中で構築されていること

も必要です。

　また、地域において住民の健診受診を促し、高齢者の就業環境を確保していくことが地域住

民の健康意識の向上にもつながり、医療費の抑制につながることを認識しておくことも重要です。

図表3－9　医療施設における外部環境関係図

嘱議
三三籔，

瀬　講譲嘉緯認誘

旨　商　＝診＝ i☆④在宅医療レ

謁鹸鍵馨
　　　r、、、毒岨面

曾判別の畢旨意請魅

①医療環境

　　平成18年の健康保険法の改正によって、平成20年4月より、40～74歳の保険加入者を対

　象として、特定健康診査と特定保健指導の実施が義務化されました。この特定健康診査は、生

　活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドローム（内臓脂肪

　症候群）の予防・改善を目的とする新しい健診制度で、いわゆる「メタボ検診」と呼ばれるも

　のです。診断基準によって、複数のリスクを持つ受診者に対しては、医師、保健師、管理栄養

　士などによる特定保健指導が行われます。

　　このような動きは、増大する医鹸2迎劃を図るという社会的要請を背景に、従来の治療

　型の医療から趣浸透が図られた結果であり、国民の健康志向への高まりは一層高

　いものとなってきています。

　　また、平成21年6月に予定されている改正薬事法の施行により、「登録販売者」による一

　般用医療品（大衆薬）のほとんどを販売することが可能となります。これにより、スーパーや

　コンビニエンスストアが、大衆薬の販売に本格的に参入することが考えられるため、2盤

　の販路は拡大されます。

　　　商店街としては、健康志向による予防医療への浸透や医療費の抑箪という医療政策の流

　れにおける環境条件の変化を的確に認識することが必要であり、健康志向への高まりを受け

　た具体的な取組みを商店街と医療機関等が実施していくことが求められます。

②病院・医師の状況

　　昭和54年に約15万人であった医師数は、平成20年には約28万人と、ここ30年間で2倍

　近くとなり、医師数は年々増加しています。また、新しく医師になる3割が女性であり、女
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姓医師の比率は高い状態にありますが、女性医師は結婚後離職する傾向があり、医師不足の

実態としてあげられます。このようななか病院勤務の医師の就業環境の厳しさ（当直の多さや

待遇）もあって、独立して診療所を開業す釜意向のある医師数は増加している状況です。

　また、近年、診療所の開設施設数が廃止・休止施設数を上回っており、開設ラッシュとも1、・

える状況が続いています。

　このような医師が診療所を開業する場合は、医師会や医療コンサルタントを通じて、診療

圏の状況を把握して開業条件を検討していく方法を選択している場合があり、医療機関等の誘

致について、医師会や医療コンサルタントとの連携を検討することが考えられます。

③まちなか診療

　　近年、医師不足が簡題下されていますが、これは医師の絶対数が不足しで、・るのではなく、

　大都市への集中など医師の編征による診療科目の藻在が問題であり、医療研修医制度改革に

　よる地域格差の発生により、地域医療の衰退の問題があげられます。

　　また、同じ診療科目の診療所が、近接した揚所で立端している場合、それぞれが競合相手と

　なり、双方の診療所が診療所経営に苦労することも考☆られ、結果として、地域医療の充実に

　結びつくことにはなりません。

　　このため、まちなかで誘致する診療所については、診療圏に対して診療科霞が重複するこ

　とのないよう、周辺の医療環境について、十分に熟知し、導入する医療施設の検討が求めら煮．

　ます。

　　一方で、まちなかで永らく営業してきた身近な診療所が開業医の高齢化によって閉院する

　ことは、まちなか資源の喪失であり、地域住民の身近な診療所を守るためには、高齢化した医

　師の世代交代（継承）をスムーズに進めていくために、仕組みが必要となります。

　　身近なまちなか診療を確保するため、商店街周辺の診療科冒の立地状洗と、地域で医師が

　高齢化して継承困難な診療所の存在について把握することが求められています。

④在宅医療

　　患者にとって身近な診療所には、医療行政が進める地域医療の担い手としてかかりつけ医

　の役割を期待される面が強まっており、とりわけ、医療費適正化計画において、厚生労働省は、

　進展する高齢化社会の中で、医療費の伸びを抑制する目的として、在宅医療や予防医療の分

　野について診療所の開業医に大きな期待を寄せています。たとえば、介護が必要になったけれ

　ども、住み慣れた自宅や地域で暮らしたいという高齢者には、訪問介護センターに相談する

　こともできます。また、『厚生労働白書（平成19年度版）』によると、在宅等死亡率の高い都

　道府県は、二人当たり老人医療費が低くなる傾向にあります。住み慣れた自宅や地域で身近

　な人に囲まれて最期を迎えたいと望む高齢者も少なくありません。在宅医療において、自宅で

　家族とコミュニケーションをはかりながらの看取りについても推進していくことで、老入医療

　費の抑制にもつながります。

⑤病母連携

　　地域の医療環境を守るためには、身近な診療所から、より高度な医療を行う高次の病院が、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4霊



それぞれの役割分担の中で適切に連携していくこと、いわゆる癒塗連逡の構築が必要とされ

ています。つまり、まちなかの診療所においては、身近なかかりつけ医としての役割が期待

されています。また、このような関係を構築するためには、地域の医師会との連携も必要とな

ります。

　地域でこのような病診連携がどのような状況にあるかを把握する必要があります。

⑥住民の健康意識

　　医療費の増大を抑制するためには、地域住民の健康意識の高まりが必要であり、『厚生労働

　白書（平成19年度版）』によると、健康診断受診率が低いほど、また高齢者就業率が低いほ

　ど、一人当り老人医療費が高くなる傾向にあり、九州の多くの県がこの傾向を示しています。

　地域において住民の健診受診を促し、高齢者の就業環境を確保していく必要があります。

　　このような健康意識の高まりを受けたまちづくりの方向を検討することが必要とされ、各種

　取組みを通じて高齢者や団塊世代の社会参画を促進していくことが求められます。

3－2－3．介護施設における外部環境条件

　介護施設の外部環境としては、まず介護保険制度などの介護政策の動向を把握する必要があ

ります。介護福祉事業は、平成12年に導入された介護保険制度によって認定介護保険者を対

象に実施されてきました。その大きな流れは、従来の特別養護老人ホーム等の入所施設による

施設介護から、多様な介護支援メニューの組み合わせによる在宅介護への動きがあげられます。

さらに平成18年の法改正により、介護予防への移行が明確化され、介護認定者数の増加にあ

わせ、介護保険事業費の増大を、介護予防によって防止する方向が示されています。このなか

でも商店街との関係で重視されるのが、在宅で通所するデイサービスセンターの活用であり、

今回の事例調査の中でも介護施設関係の大部分が商店街に立地するデイサービスセンターで

した。

　介護施設は、これまで郊外などあまり人通りが多い地区に立地することは少なかったのが、

地域密着の小規模施設が多くなってきたこと、施設側からも社会からの切り離された環境より

も、通所者が日常生活により近い立地環境を求める傾向が強くなっている傾向がみられます。

このような施設は地元からは特殊な施設として見られることが多いため、受け入れに難色が示

されたり、あつれきが発生している場合もあるようです。地域でお年寄りを見守るという体制

をつくることが地域の側からも必要とされています。

　また、介護保険制度により、民間企業やNPO等が介護福祉事業に参入する道が開かれて、

多くの事業者が施設運営を行っています。

　しかし、この分野は誰もがすぐにできるということではなく、専門的なノウハウが必要とな

るため、特にNPO法人等は、介護事業だけで運営を維持していく条件が厳しい環境にあるこ

とを認識しておく必要があります。
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図表3－10　介護施設における外部環境関係図
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①介護政策

　　平成12年4月の　冒保険制度の導入以降、介護保険総費用の額は年々増加しており、保険

　財政の悪化が懸念されています。これまで、老人福祉事業の実施主体は、地方自治体の直営や

　社会福祉法人などにほぼ限定されていましたが、民間が一部の介護サービスに参入することが

　可能となっています（④参考）。

　　平成18年4，月の介護保険制度改正では、要支援と要介護1の一部が要支援1・要支援2に

　変更になりました。新たに設けられた要支援1・2に認定された人には、従来の「訪問介護サ

　ービス」の給付はなされず、代わりに「介護予防訪問介護」というサービスが提供されるよう

　になり、今までのサービス内容が、介護予防の視点で見直されています□

　　今までの施設介護から在陣へ移行し、地域コミュニティの中で介護支援と介護予防を

　行うこと、つまり、新たな地域密着型サービスと介護予防サービスの体制を整備していくこ

　とが求められています。

　　かつて地域の方々がお互いを家族同様に見守り、ときに支援・激励する光景は、その地域の

　コミュニティのバロメーターであり、安心・安全な生活を送れるという地域の魅力でもありま［　ご、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爵．．　した・このような地域の生活環境の向上は、地域の人口減少に歯止めをかける取組みの一つに

　なってき．ています。

②介護施設

　　高齢社会が到来した現在、高齢者に対して介護のニーズは高まっており、在宅介護ゐ通所施

　設である塾増回しています。
　　介護施設では、商店街あ高齢者交流拠点として活用することが考えられるため、様々な人を

　受け入れることが望まれます。たとえば、介護施設と子育て支援施設の連携により、子どもと

　高齢者が交流することができ、それによりお互いが元気になり支えあうことができます。

　　しかしながら、介護施設運営上のルールとして、多くの利用者に対して、介護事業者と利用

　者の間には、一があり、通所する高齢者の状況によっては、・不特定多
　数の方と利用者との交流が容易にできない揚合があります。また、安全性確保の観点からも、

　外部との交流が行われないなど、地　に開か型た施設とするのが難しい部分もあります。
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　このため、介護施設と連携をする際には介護施設のルールを十分に把握し、様々な人が交流

するためには、商店街にあるという立地を生かし、買い物を楽しんだり、商店主とコミュニケ

ーションを取ったり、外に出て行くような仕組みをつくり、地域で見守りを行う体制を構築し

ていくことが望まれます。

③商店街の受入体制

　　②で示したとおり、介護施設には運営上のルールがあり、商店街を含めた周辺住民の理解も

　必要です。また、地域で特異な施設と見られたり、迷惑施設ととらえられる偏見も残っていま

　す。

　　このため、地域で介護支援に資する取組みを円滑に行うための環境づくりが必要です。介護

　施設の運営上のルールを踏まえた上で商店街として、地域としての受け入れ体制を構築するこ

　とが求められます。

④介護系のNPO運営
　　平成12年4月の介護保険制度の導入以降、介護保険総費用の額は年々増加しており、保険

　財政の悪化が懸念されています。これまで、老人福祉事業の実施主体は、地方自治体の直営や

　社会福祉法人などにほぼ限定されていましたが、民間活力が一定の介護サービスに導入されて

　います。

　　民間事業者（株式会社をはじめとする営利法人）の参入によって、介護支援体制が急速に

　整備され、介護保険の財政悪化が懸念されながらも、介護関連市場は着実に拡大しています。

　　近年、民間事業者の新規参入が増えていますが、介護施設を運営するNPO法人のなかには、

　運営資金が乏しく、行政からの支援がないと自立した運営が困難となる場合もあります。地域

　での円滑な施設運営のためには、自立化に向けた取組みが必要で不可欠であり、介護施設の

　自立性を確保するための仕組みづくり、既存機関との連携のあり方が求められています。

　　また、介護保険事業者は、社会福祉協議会など既存機関との連携することがのぞまれます。

針2一尋．子育て支援施設における外部環境条件

　子育て支援施設と「医療連掬によるまちづくりを進めていく際の、環境条件について整理

します。

　少子化が進むなか、従来は家庭と地域が持っていた子育て機能が低下しており、子育て支援

ニーズは増大し、また必要とされる支援の内容も多様になってきています。特に、子育て支援

が従来の支援施設での相談事業や交流事業だけでなく、在宅の育児支援も必要とされてきてい

ることにも留意する必要があるでしょう。

　このようななかでも、保育所の待機児童、学童保育の不足状況があり、子育て支援施設の設

置が必要とされ、多様化するニーズに応えるためにも地域で活動を行ってきているNPOにそ

の運営を期待する状況が生まれてきているところです。

　一方、NPO組織は、行政の支援等を受けながらであっても、その運営資金の基盤が弱いこ

と、またマンパワーが不足していることも、円滑な施設運営を行ううえでの課題となっていま
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す。

　商店街側もこうした状況を踏まえ、連携によってこの課題を克服していくことが望まれます。

図表3－11　子育て支援施設における外部環境関係図

難麟嚢欝輪露1

戴i無轍
自　・三iヒ… 購回忌晶晶

＠NP♀緯錦鱗防，

①子育て支援ニーズ

　　近年、少子化や核家族化の進行により、家族や地域のつながりが希薄化しており、家庭や地

　域における「子育てカ」が低下していると指摘されています。また、近年の一会進出

　による共働き夫婦の増加などによって、保育所の問題など、これらを支える環境が必要とされ

　ています。

　　このような状況のなか、子育てにストレスを感じる親を支援するためのサービスとしてベ

　ビーシッターや一時預かり施設の利用、買い物や　事代行サービスの利用、子供の安全を確

　保するための「子ども，110番の家」などのサービス、在室壬宣一、学童保育の

　ニーズのほか、子六て支読に対するニーズが多様化しています。

　　このような多様ヒした子育て万一ニーズに対応できる取組みについて商店街をフィールド

　に子育て支援施設と連携し実施できる仕組みを構築する必要があります。

む

②子育て支援の受入体制

　　女性の社会進出等により、働く母親が多ぐなってきたことから、保育所入所を待つ待機児

　童は多く、保育重のニーーズが高くなっています。同時に保育だけではなく広範な支援を行う

　一　星している状況です。
　　このことから、不足を満たす取組みとして、子育て支援施設を開設したり組織を発足したり

　するなど、子育て支援の需要に対応することが望まれます。

〆〆’

石軋一ノリ

③NPO組織φあり方

　　NPO法人が運営主体となっている子育て施設の場合、医療施設や介護施設とは異なり、コ

　ミュニティビジネス（＝地域の方々が地域の抱える課題を解決する相互扶助型のビジネス）と

　して組織運営を行っている例が多く、経営ノウハウや資金面が弱いため、支援施設の立ち上げ

　時に行政からの助成金も活用しながら運営をしているケースが多くなっています。

　　子育て支援のNPOが施設を運営するにあたって、一番の課題となるのは運営資金の問題

　です。たとえば、自治体から補助が受けられない場合でも、NPO法人の運営資金として、民
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聞のNPOバンク等から、低利で融資を受けられることがあり、運営資金として活用すること

ができます。また、補助を受ける場合、補助の期間は、長いほど活動の継続につながりますが、

補助ありきでの運営の継続は、補助終了後に資金難となり、支援事業を停止してしまう場合も

あるため、補助が終了しても運営を続けていくという強い意志と資金確保の方策を構築してお

くことが必要です。

　また、在宅子育て支援を望む人が増加しているなか、NPO法人やボランティア的組織がそ

れに対応しようとしていますが、支援を実施するマンパワーの確保が難しい状況で十分な展

開がなされていません。

　子育て支援の多様化とニーズの増大に対応するためには、これまでのスタイルに縛られない、

たとえば、子育てを卒業した中高年世代、団塊世代や高齢者の参加などによって、新たな人材

を活用した子育て支援体制を構築し地域で子どもを育てる体制が望まれます。

④商店街の受入姿勢・体制

　　商店街側も、子育て支援施設の運営母体であるNPO組織の状況についても把握しておく必

　要があります。たとえば、NPOは取組みの性格上、行政支援を受けながら活動をしている場

　合が多いわけですが、商店街の方に、NPOとしての意義、特性の違いを理解してもらいたい

　と思っています。③で述べた厳しい環境がNPOにあることを認識して、地域へのサービス提

　供を行う同じ事業者という対等な立場のもとに連携を図っていくことが望まれます。

4．　「医商連携」によるまちづくり推進のためのプロセス及び問題解決方法

　「画商連携」によるまちづくりのプロセスを説明に入る前に、商店街が取組みを開始する前

の殺階、つまり、ステップに入る前の準備殺階があります。

　普殺、あまりまちづくりを意識していないときでも、「商店街に来る人が減った。売り上げ

が減ってきている」といった商業における不安を持っておられるかもしれません。このほか、

「周辺住民のみんな高齢者になって、地域が成り立たなくなる」あるいは「子育てするような

若い世代が他のまちに買い物に出て行ってしまったり、移り住んでしまう」といった問題も発

生するかもしれません。これまでにも、勉強会やセミナーなどに参加して、まちづくりに対す

る意識を持っている人もいることでしょう。

　このような状況においては、まず、商店街において、これから取り組むべき何か必要なこと

があるのではないか、そのような状況を模索していると思われます。そういったとき、この冊

子「医商連携」によるまちづくりを手にとっていただければ、その解決策の一つとなるのでは

ないでしょうか。

　周辺地域に目を向けてみると、診療所や病院がたくさんあるかもしれません、高齢者を介護

したり、子どもを育てている母親を支援するNPOが活動しているかもしれません。このよう

な人たちと何か一緒にできたら、商店街に賑わいを取り戻すことができるかもしれません。N

POとはどのような団体なのか、活動や組織自体を調べてみるといった試みも必要かもしれま

せん。

　具体的に何か取組みたいという気持ちが固まってくると、今回提案している「医商連携」に
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よるまちづくりのプロセスに入ってきます。

　ここでは、「医商連携」によるまちづくりの実現に向けたまちづくりを3つの段階に分けて

考えています。それぞれの段階で必要とされる取組みを下に示すようなフローチャートに沿っ

て示し、順番に早ていきます。既に達成されている場合は、内容を確認してから次の取緯みに

進んでください。

　な却、ここで示すプロセスについては、平成21年度以降、実証事業等をとおして随時検証

を行っていくこととします。

　　●フローチャートの見方

！　　《確認項目》
1

1

「
！　興癒会合の場め形成

！　　　　，　　　　　、
！

！　　　　　　YES
！
L．＿．

　NO

《実回するための取組み》

組合の会合などの揚．を活用

コミュニケーションの場づ
くり

ξ顯瓢一’一”一’一

　　　　　　　　　　　　　！

鞭子の活三三　1
勉強会餐どの開催、ご1　　！
　　　即　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　I
　　7＿．　　　　　　　　　　　．＿．＿」

、
N
ノ
ノ

．
縛
気

まず左の《確認項目》を見ます．ここ

で書かれている内容がクリアできてい

れば、次の《確認項目》に進みます。

《確認項目》の内容がクリアできていない、もしくは再確認した

い場合右の《実現するための取組み》、《対応策》を見て、取

り組んでください。そ（ρ後、次の《確認項目》に進みます。

※なお、ここで取り上げるシナリオは、すでにビジョンを持ち、何らかのまちつく，りに取り組んでい

る商店街が、そのまままちづくりを継続すべきかを検討するために示すものです。

、
一
7

r
賊
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4－1．ステップ1　合意形成段階

コンセプト
　　　　ミ
が決ま営

ない場合

→②③へ

①会合の場の形成

㊧商店街の晶晶曄

③周回の実態把握，

ll④晶晶団体とφ接触㌻；→

@
↓

／⑤ま：ちづくりビジヨジ｝餅プト噸一→

組合の会合などの場を活用

コミュニケーションの場づ
くり

個店、商店街、来学者、安

全安心、交通条件などの状
況把握1
1既存調査、統計データ活用

周辺の医療等の立地状況、

地域住民のニーズを把握

高高の医療等の団体に問い

・合わせてみる

本冊子の活用

勉強会なぎの開催

簡店街の状綿をデータ

乏実際に歩いて点検

連捻可能性がある羊体

を様々な分野で把握

問題意識の共有
コンセプトの修正

まちづくりの方向転換

医療・介護・子育て側からの

相談窓口づくり

翁政などの支援を活用

でし検討φ推進

㊨亭亭自6設定

…iiφ蓮擁相羊め操氣…1

　．連携相談の受入れ1

連携相手の模索

情報発信

関連団体へのアプローチ

医療コンサルタントな1

ゼへの相談

⑧合意形成（総論）．

問題意識の共有
お互いのメリジト確認

泊分達のまちの課題、ゴ；

まちづくりビジョンの；

再確認

ステップ2へ
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⑦二合の場の形成

　　　「医商連携」によるまちづくりと言われても、まだ実感がわかないかもしれませんので、商

　店街組織の会合で本冊子若しくは概要版の「「医商連携」によるまちづくりに挑戦日」を活

　用して話し合ってみてください。具体的内容は、後から出てきますが、まず、商店街の組合組

　織の会合の現状はどうですか。メンバーがきちんとそろって参加しているか、会合は頻繁に行

　われているか、自分達のまちを良くしたいという思いで話し合っていますか。まずは、メンバ

　一ができるだけ多く参加して、これからの商店街やまちづくりについて自由に発言できるコミ

　ュニケーションの場を作ってみてください。

じ　　　　　　　ヘペ　　　　　　レ　　　　　ア　　　　ヨ　けり　ドれゆげむ　　コ　で　む　よ　ニ　の　ア　　　ぼロけユロ　ロ　　　あ　テリ　　　り

い対応策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒミ

i　多くのメンバーに参加を募って勉強会や講演会などを開催するなどして、これからの商店街；

iのありかたやまちづくりについて自由に発言できるコミュニケーションの場をこれまで以上i
！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
i　につくっていきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

②商店街⑳状況把握

　　自分達のまちの将来を考える際に、まず必要なのは自分たちの状況はどうなのか、どういう

　資源を持っているのかを知ることです。たとえば、商店街の店舗数や店舗の構成、扱う商品や

　サービス、商店街に来る人数などはこれまでも調査などを実施して把握しているかと思われま

　す。さらに、自分の商店街に来る人の年齢・性別はどうか、どこから来るのか、どうやって来

　るのか、などをもう一度見直すことも大事でしょう。これらの状況を把握するうえで、数値デ

　ータとしてとらえることができるものはできるだけ正確に詳しく調べておくことをおすすめ

　します。なぜなら、これからまちづくりを進めていくうえで方向性を定める判断材料にもなり

　ますし、これから連画しようとする人たちに、商店街の状況や自分達の目指す方向を説明する

際にも説得させやすいことが考えられます。

　　また、いわゆるバリアフリーやユニバーサルデザインといったものが商店街に取り入れら漁．

ていますか？これからの高齢社会においては、安全に歩けることもまちづくりの大事な要素

　となります。たとえば、介護予防のため高齢者にまちなかを歩いてもらい、買い物をすること

を積極的に進めようとしている介護施設があるかもしれません。ベビーカーを押して母親たち

がやってくる子育てカフェを設置したいと考える団体があるかもしれません。このような場合、

安全に歩ける商店街がその施設にとっての魅力的な連携先となる可能性が高いと考えられま

す。たくさんのメンバーの参加によっていろいろな角度から意見を出して見ましょう。

i雨　　』’…　｝｝　…”旧皿｝日　｝“　　｝　　－閥　』　駈翫認｝肝　』　　甲｝　…・一一・一一一一一一一’…・・…一一・一・一「

い対応策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　商店街の店舗構成、通行量、お客さんの年齢、交通機関などの状況をもう一度しっかりと趨

済しまし・う・また漢際に商店街禰辺のまちを歩いて安盤などを点検してみまし・う．1

L竺凱蕊鰹愁髭貢『混蕊三葡盤竺皇竺慰型竺1陪ま誉三『三ニー」
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i瞭鍛磁駄ついて麟縣サイ鵬覗方（研究会委員意見） 一

　診療所を開設する場合は、最短で半年、建物を建設するならば1年半くらい準備期間が必要

です。商店街の空き店舗やビルなどにテナントとして入店する場合、最低でも30坪から50

坪のスペースが必要であり、場所によっては駐車場の確保が必要になります。また水まわりな

どの改善が求められます。

③周辺の実態把握

　現在の状況を把握することは、商店街の中だけに限ったことではありません。商店街に来る

お客さんやこれから商店街に来るかもしれない人々の生活する場についても知ることが重要

です。商店街に来る人は商店街に何を期待しているのか。ふだん郊外ショッピングセンターに

行く人は、商店街でどのようなサービス提供がなされれば商店街に来るようになるのでしょう

か。たとえば、商品に関する専門家としてのアドバイスでしょうか、買った商品を家まで届け

てくれるサービスでしょうか。いろいろなサービス提供が考えられます。商店街がものを売る

だけでなく、様々なサービスを提供する場として活用されるために、来街者のニーズを考えた

上で進めていきましょう。

　また、周辺地域に医療・介護・子育て支援施設や団体などが、どういつだところに立地して

どのような活動をしているのかを知っておきましょう。この場合、これらの施設や団体を「医

商連携」によるまちづくりをすすめるうえで、重要な「地域資源」として再評価して捉えるこ

とが必要です。これらの施設などは、現在つきあいがないかもしれませんが、まちづくりを進

めるうえで重要なパートナーになる可能性があります。また、このほかにも学校との連携も視

野に入れるとよいでしょう。

「対聯　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l介禦；；論瀬瀬疾鏡糠麓欝欝織る蹴i
iこの齢これらの施設や団体などを踊醗」によるまちづくりをすすめるうえで躍

i要な「地域資源」として再評価して捉え．ることが必要です。　　　　　　　　　　　　　　i
L＿。。皿＿＿＿一＿一＿一．＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿。＿＿＿。＿＿9＿＿＿一皿一皿一一一一一一一一一一一一一一一一　一一一一

医療施設の立地について医療関係サイドからの見方（研究会委員意見）

　診療所が開業する場合、診療圏分析や開業地の選定が成功可能性に大きく影響します。診療

圏をきちんと把握して、地域の入口構成を把握しながら、どの診療科目がその商店街に一番合

っているのか、一番効果があるのは何なのかを精査することが必要です。

④関連団体との接触

　周辺地域の医療・介護・子育て支援施設や団体などがあれば、積極的にアプローチし、一度
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話し合いを持ってみましょう。まだどのような取組みができるのか決められない農階なので、

どんな団体がどこにありあり、どのような活動をしているのか、今後どんな展開を考えている

のかをよく聞いてみましょう。また、商店街に対して要望などがあるようでしたらまず聞いて

て　　コ　　を　　　　　　も

塀よしょつ。

　たとえば、診療所では、医師が高齢になり後継者もいないため数年内に閉院しまうにれに

より、地域から唯一の診療所がなくなる）かもしれない、といった話が闘けるかもしれません、，

また、子育てや介護支援サークルなどが活動拠点を探しているかもしれません。こごで話し、合

った内容が、後のプロセスに出てくる取組みにつながることも考えられます。

ド　　　　　　　て　　　　　　　　　コせ　ロロ　　　ヘコ　　　　ゆり　　　ロ　　　ののロ　　ほ　　　　ヨ　げ　　　　　　　　　ロら

曙購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　周辺地域で活動している医療・介護・子育て支援施設や団体などに積極的にアプローチし話｝

1し謡いをするなどして・いろいろな清幽砿に収集した方が鞭のまちづくりをす煙るうi

iえで大いに役立っと思われます。多方面にアンテナを広げて多くの情報を集めておきましょう。i
｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε

⑤まちつくりビジョン伽ンセプト）

　さて、自分達のまちや周辺地域のおおよその状況がわ・かってきたでしょう。自分達のまちを

知ったうえで、商店街組合の会合で、自分達のまちについて話し合ってみましょう。たとえば、

自分達のまちに、人が来ない原因は何なのか、足りない商品やサ…ビスはどういうものなのか

話し合い、問題点を確認します。たとえば、商店街としてテナントミックスに取組みことが必

要かもしれません、同様に、商店街利用者にとって医療、介護、子育て支援施設があればより

良いかもしれません。

　そうやって、問題点を把握することで、自分達のまちが今後、「医商連携」の方向でまちづ

くりを進めていけば良いかどうか、ということがなんとなくわかってくるでしょう。これから

何か始めるにあたり、参加する全員が同じ方向を目指してカをあわせることが大切です。商店

街において、どのようなまちづくりの方向性が良いのか、コンセプトとしてまとめていく必要

があります。ただし、それはまったく新しいテーマを作り出すというのではありません。たと

えば、中心市街地活性化基本計画や商店街のビジョンなどを作ってきたところでは、これまで

にも示されたものがあると思います。そのようなところでは、まったく新しいものを作る必要

はなく、これまでに考えられてきた方向性を見直すことで充分だと考えられます。

　なお、ここで考えるコンセプトはまちの将来像を描いたもので、商店街の活性化につながる

ような即効性のあるものでないかもしれません。たとえば、高齢者にやさしいまちというコン

セプトを出したとします。通院のためにまちに来られる高齢者に、買い物だけでなく交流でき

る機能を提供し、お年寄りにやさしい安心、安全のまちというイメ…ジが広がるようになれば、

お客さんは集まりひいては活性化につながるのではないでしょうか。また、このようなコンセ

プトは、まちづくりを進めていくにつれて変化していくことも考えられます。
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r一　　皿｝網｝円｝幽皿…囮酉｝　…国｝5　皿田　　｝｝　皿」｝囮一隅皿巴｝』　叩｝石　　皿μ｝　莇｝　　｝…肝ロ　｝別　　闇皿　「

卜対応策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
lまちづくりビジ・ン（コンセプト）、例え1ま、まちの門門将来縢雛する組織剛

iなどについて躰的に言飴って湛轍まちづくりの方能等とりまとめてみまし・う・i

』慣＿＿～＿㎜隅＿＿＿＿＿＿＿＿繭＿＿＿＿面＿＿皿＿叩叫＿｝＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一』

事例：健軍商店街振興組合（熊本市）

　まちづくりをはじめるにあたって、「医療、福祉、ユニバーサルデザイン」を基本コンセプ

トに定め、「歩軍まちづくり推進協議会」（出軍商店街振興組合、健軍商二会、健軍新天街商店

会、泉ヶ丘通り商栄会）を設立して「まちづくりビジョン」を策定しました。そして、現在、

このコンセプトのもと様々な取組みが行われています。

事例：三宮センター街GT目、2丁目、3丁目商店街振興組合）（神戸市）

　子育て世代が働き、子育て世代のお客さんが商店街で買い物ができる、「子育てにやさしい

商店街」をまちづくりの基本的なコンセプトに掲げ、無料授乳室を併設した託児施設を開設し

ました。託児所開設にあたっては、3つの商店街振興組合がまちづくりの基本コンセプトの下、

足並みを揃え取り組み実現したものです。

⑥相談窓口の設定

　さて、ビジョンが固まってきますと、具体的に何かに取り組もうと考えるでしょう。まず、

商店街でできることについて、取り掛かってみましょう。しかし商店街でできることだけをや

っていても、これまでと変わらないかもしれません。つまり、自分達に足りないものについて、

新しい人や組織と一緒になって何かをやっていくという可能性が出てきます。

　そういった自分達に足りないことができる主体、たとえば、子どもを預かってもらえる子育

て支援のNPOなどが商店街で活動したいと考えているかもしれません。そういった人たちが、

相談に来ることができるよう、相談窓口を設けておくことが大切ではないでしょうか。子育て

の母親グループが集まって子育ての話し合いをしたいと考えているまちもあるでしょう。そう

いった人たちが気軽に相談し対応出来るような体制ができるように準備を考えることも有効

です。

。＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一　一・・一一一一一一・四一一一一一一一一一一　｝酷｝　　”｝【｝　団　　　　“｝　｛　　皿匹｝　｝｝□　皿｝uく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

ト対応策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
iNP・やボランテ・ア団僻が商醐の亨舌動を知鵬力しゃすいように醐街側から齢i

i達の聴み（ビジ・ン・コンセ州などの情報を雛溌信ずるだけでなく二二街サイドi

lに相談が持ち込まれる場合を想定し、窓口（連絡先など）をあらかじめ明確に示しておきまし1

｛・う．広く門戸を広げておく腰があり識　　　　　　　1
L．四＿＿騨＿＿＿＿＿四＿国國＿．駆＿瞑＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一国㎜一騨一一薗一閥一一一一一岡一国一一四一一一一一一一一
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爾　尾童鑑索闘釜薦雲塑壷
）　　　概』ノコ　lH　　♂　　》ゆグ　』小爪

　では実際に、自分達のまちづくりを進めるうえで、一緒にやっていく団体、あるいは団体の

窓口となっている方を探しましょう。しかし、どこから探してよいかわからないこともありま

す。そこで、まず自分達の商店街がどんなことをしたいのか、どういう入たちと一緒にやって

いきたいのかを広く知らせてみてはどうでしょうか。地域の情報誌を活用したり，地元に詳し

い不動産業者の協力を得ることも有効でしょう。自分達のまちづくりに対する思いが、地域の

住民や活動している団体などに伝われば、興咲を持って近づいて来てくれるかもしれません。

もちろん、そういった入たちと話をできるような体制も整えておきまてノよう。

　それでもなかなか見つからないということもあるでしょう。そのような場合、医療施設であ

れば医師会や医療コンサルタント、介護や子育てについては、市町村の担当課やNPOの連絡

ネットワークが近くにあると恵われます。また、大学が近くにある場合は，担当窓Pへの相談

も考えられます。

　また、NFeの中には、企業や団体等問の橋渡し役的な役割を果たしているものもあります。

こうしたところを利用することも有効と考えられます。

1婦農饗　　　　｝　　　　｝　｝　　　　　　　　　｝　　　　　　　「
！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　以下の関係団体等に問い合わせをしてみましょう。なお、URLなど問い合わせ先は資料編を｝

i参照してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　また、企業や団体等問の橋渡し役的な役割を果たしているNPOなどものもあります。こうl

lしたところを利用すること鮪効と考えられ識　　　　　　　　l

灘灘愚拙灘趨藷灘が子育て環境に適している蹴地

　元の「NPO法人起業支援ネット」を通じて連携相手である商店街を探しました。その結果、

雌墜組合（　）の空　舌　子育て支援　モア墨型

［

⑧合意形成（総論）

　相手が見つかれば、まず、自分達のまちにどんな問題があるのか、何が足りないのか、目指

している方向は何なのか、といったことを相互に示し、お互いに理解することからはじめまし
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よう。自分たちのまちについての問題意識を共有することで、共通する目的意識が生まれます・

　また、単に商店街の活性化だけでなく、その相手にとっても商店街と手を組んで活動するこ

とが有益であることを示しましょう。お互いにとってrwin－winの関係」であることをここで

相互に理解、確認し、一緒に取り組むことをについて基本的な事項の合意をしましよう。

　さらに、取り組みを支援する「応援団」や「サポーター」をつくることも有効でしょう。

　なお、相手方との本格的なイベント等の取り組みに備えて、組合等が主体となって策定した

まちづくりビジョン⑤を再確認しつつ、商店街組合内部の合意形成にも着手しておきましょう。

　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

L≦重三蓮璽と上iL＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

事例：「ほっとステーションマリア（まちなか保健室）」（福岡県久留米市）

　聖マリア学院大学がまちなか保健室「ほっとステーションマリア」を設置し、看護学部と

いう特性を活かした子育て支援から高齢者健康相談、生活習慣予防、心の悩み相談まで幅広い

相談に応じる機能を導入するに至りました。商店街に進出を希望していた大学と商店街のマッ

チングにより、双方の負担を軽減する「win－winの関係」が構築され、地域に総合的な生活充

実型サービスが提供されることが期待されます。

事例：NPO法人子育て支援のNPOまめつこ（名古屋布）

　商店街の中で子育て支援施設を運営することで、商店街関係者にも子育てに対する関心が

徐々に高くなり、商店街の女将さんにたちによって「F・F（ふふ）の会」が結成され、現在

では、そこから力強い応援を受けています。この活動によって、当初関心が薄かった商店街組

合関係者の関心も次第に広まり、合意が形成されるようになりました。
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「
4－2，ステップ2　ネットワーク構築段階

他に連携

する相手

を探す

！ツ⑥へ

《確認項目》

、鉱：灘1：鴛：三三il

《実現するための取組み》

連携イベントの揚所、費
用、機材等の合意

実行に関わる体制検討

イベントの準備、実施体
制、費用、周知活動など

《対応策》

；入材い資金確保λの行

黎支援。

藻街者め評価把握

⑪他あ蓮携毒能性几 新しい相手との連携

（相手探し、合意、イベ

ント実施の繰り返し）

多様な可能性の検討

：⑫連携先1：δ組み合わ1 連携コンセプトづくり

ネットワークの拡大
連携の付加価値の企画

組織づくりの合意

新たな結合パターンの模
索

外部がらのコーディネ

ーターへの依頼べ
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⑨合意形成（細翻

　ステップ1では、一緒に連篤する相手が見つかり、基本的方向について合意したところまで

進みました。そのうえで、これから取り組むための具体的な話し合いを始めましょう。

　ここでは、連携の取組みとしてイベントの実現などを考えます。そのイベントのテーマや具

体的内容は、たとえば、食育をテーマとした場合に地域の農産物を利用した地産地消のイベン

トであったり子ども料理教室であったりと連携する団体によって変わります。

　イベント等を行う場所はどこが良いのか、費用はいくらかかり誰がどれくらい負担するのか、

使用する機材は何で誰が準備するのか、実行委員として主導的に働くのは誰かなどについて話

し合いを進めましょう。

　ここでのポイントは2つ考えられます。1つは、リスク：負担をはっきりさせるということで

す。商店街の中で、資金的・人的余裕がありほとんどを自分達で準備できるところであれば問

題ないですが、そういうところはまず少ないでしょう。そのため、費用や機材、人材に関して

自分達のカで負担できるところ、相手に持ってきてもらうところをはっきりさせておく必要が

あります。2つめは、実際にどのような仕事を誰がやるといった、実行体制を明確にしておく

ことです。そのことで、相手から見て話し合いやすい組織であるという印象を与え．、信頼でき

ると感じてもらうことが重要です。商店街組織のメンバーも、様々な業種、サービスを担当し

ているので、それぞれの得意分野を踏まえて役割分担を考えましょう。

「対艦　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

L幽愁顕墨ヨ豊三峯翌1畿匿エ緊墜墜

⑩取組みの実施

　さて、実際にイベントなどの取組みを行います。まずは、前の⑧で決めた内容に沿って動き

ましょう。もちろんたくさんの人が来るようにしなければなりません。チラシ、ポスターなど

による周知はもちろん、地域情報媒体、マスコミなどへのPRも考えましょう。

　実際にイベントを実施するとなると、入手やお金などをより確実に管理しなければなりませ

ん。実行体制をしっかり整えましょう。また、取り組みにあたって、目的意識（ミッション）

を明確にしておくとともに具体的な目標を設定しておく必要があります。

　このイベントにより、連携相手も商店街と手を組んで活動していることが地域の皆さんに認

識されるでしょう。イベントにより良い効果が生まれれば、大いにチャレンジを続けてくださ

い。しかし．中にはうまくいかないこともあります。そのときは何が問題だったのか、多くの

人が関心を持てるテーマだったのか、充分に周知したのか、来てもらったお客さんに納得して

もらったのか、来街者アンケートなどを活用．して把握し、課題があれば次の取り組みに活かし

ましょう（例えば、PDCAサイクル評価方法の採用等）。
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＜参考＞　PDCAサイクル評価の流れ

虫たな骨　古蜜

　・∴⑳幽づ1「搾
計画を継続するかどうか、L

li内容を変更するかどうか1
・について決i走する・

計画にしたがって実行する1

、1囁：，　　　　　　　　　1　、’　1　　、1ヒ1

「嘉屠畏一一一一「一一一一一一一一一一｝一一『一幽一一「一一一一一一一一｝一一「

1イベント等の取獺みにあたっては、チラシ、ポスターなどによる蜘まもちろん、弓懸

1鱒依マスコミなどへのPRも考えまし・う・また諏り組みにあたって目的翻（ミッシl

lヨン）を明確にしておくとともに具体的な目標を設定しておく必要があります。来二者アンケl

L二喫鐘塑匙≦壁墜鎚閉刊還罫塑拠塑墾竺壷墜』垂一」

⑪他の連携可能性

　　⑩で挙げた取組みを実施することで、まちづくりビジョンの実現に向かう．ことができるでし

　ようか。単発的な取り組みに止まらず、複数の取り組みを展開するなどして「厚み」を増して

　いくことが重要です。たとえば、健康をテーマとしても、高齢者が健康を維持するための介護

　予防から、中高年のメタボ防止、子どもの健康を考える食育など様々な取り組みの広がりが考．

　えられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」ン

　　そこで、新しい連携相手（パートナー）を探してみてはどうでしょうか。一度成功している

　段階ですので、⑦の連携相手の探索からの流れを再度チェックしてみてください。

「一一一一一一一一一二一疇一一一一一一『一一一一一一『一一一一一一一一一一一一一一一
1・対応策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　l
I　単発的なイベント等の取り組みに止まらず、新しいパートナーとの複数の取り組みを展開ナl

lるなどして・次のステップに向けて「厚み」を増していくこと鍾要砿⑦連掛目手の探剥

1を参考に新しいパートナーを探しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

⑫連携先の組み合わせ

　連携相手が複数に増えてきました。そこで、これまでに手を組んできた人たちを集めて組み

合わせ・新たな付加価値をつけることもできるでしょう。たとえば、介護施設と子育て支援施

58



設が同じ建物に入っているところもあります。これらが近くにあることで、高齢者と子どもが

触れ合い、高齢者は元気をもらい、子どもは高齢者を大切にする気持ちが生まれるという、「幼

老連携」による相乗効果が発生します。また、そこで母親は子育ての知恵を得ることができる

といった効果が上がっているようです。つまり、その施設だけでは生み出せない価値を複数の

主体が一緒になることで出せると考えます。

　もちろん、いま一緒に手を組んでいる人たちを集めて取り組んでも、不足する場合もありま

す。そのような場合には、新たに加わる仲間を探し、ネットワークを広げることもあるでしょ

う。すでに連携相手を探し話し合うことには対応できると思います。

　このように、複数の主体を組み合わせるポイントは、従来個別に活動することで発生する効

果以外に新たな効果が見られることだと考えられます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

l合いましょう・麟の主体を組み合わせるポイントは・蘇個別に濁することで難ずる訓

図表3－11連携による新たな価値創出の例（「幼老連携」）
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陵撫卜r鮒劇蟄スげ櫨幽r灘魑備幽訓　 』一一 @．一　　　　　　　　r
刊蒔9蹟例ひ）講制撚』同慣川爪燃固甲ノ @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

、　子育て支援施設「わははひろば」から子どもたちが月に1度、近くのデイサービス施設r濱1

L＿～＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

1事例・暫くらしささ譲蠣麟欝）　　　　　　　一
1驚商鵠鱗干ている「薩くらしささ頓工房∬照・法人細さあ）ではこ般

　

iデイサービス施設・小規模多機能型居宅介護施設と子育て支援施設が併設され、両施設問の行i

i繍塩で備的に「幼鍵携」が行わ紅い離　　　　　 i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イジρ

⑬車ットワーク綿織闘牛（総論）

　新しい取組みへ参加する主体がそろってきます。そこで、新たな展開を行うための組織づく

りについて話し合いましょう。組織の具体的な内容は後の段階で考えることとレて、まず一緒

に手を組めるテーマが共有できるかを話し合いましょう。

　組織づくりといっても、いくつかのパターンがありますが、ここでは3つを紹介します。

　乱っぬ㊧室．鑑h．皇御互形態は商店街やまちづくり会社（以下「商店街等」という。）を核と

した組織です1パタ…ン理。これは、商店街等が中心となって取組みを行ってきた延長とし

て考え、それぞれの主体に協力を求める形です。この場合、組織の形態や実行体制などについ

ては、商店街等が先頭に立って牽引ことになるので、商店街等としては、みんなが共有できる

テ…マの設定や、それぞれをまとめる結束力を強めるように考えていく必要があります。

　a．2鐙璽案之卜．IZI二骨形態は必ずしも商店街等が中心になるわけでなく、自治会、　NPG、

学校、PTA、社会福祉協議会など目的に沿って組織を集め組み合わせる方式です1パターン

2しこの場合、商店街等がそこに参加しない場合もあるでしょう。また参加する場合も数あ

る参加者の一人となります。このようなときは、全体をまとめる組織があること、そして参加

者それぞれが目的意識をしっかり持つことが大切だと考えられます。

　a，2ぬQネー2．独7二二形襲は2つめの場合と同様に目的に沿って組み合わせる方式ですが、

外部から調整役を連れてきて、各参加者の利害関係をうまく調整しながらまとめるという方法

です匿パターン31。

ザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

卜論策　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　新しい取り組みへ参加する主体がそろってきます。新たな展開を行うための組織づくりにつi

iいて言給いまし・う．ここでは、関頭の利害羅を図る燃コーディネー飼の翻

1が重要になってきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
L一一一一一一一一一＿。＿一＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿，＿＿＿＿。＿＿＿＿＿一＿。討
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　　図3－12　ネットワーク構成の概念図（一例）

・【パターン1】：商店街等を中心としたネットワーク　　・【パターン2】：目的に沿って組み合わせた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネットワーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商店街
　　　　　介護NPO　　　　　　　　地権者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　地権者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羅響響・・肖・購

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミぎヒヨマへ　　げ　　ヘゴは　　　う　　　　し

　　　　　　　　　　⊂垂〕　　鞭鎌麟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診療所
　　　　　子育てNPO　　　　　　　診療所　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　・懸軍商店街振興組合の取組み（事例集NO．2）　　　　　　　　　子育て・介護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPO　　　　・㈱久留米ハイマートの取組み（事例集NOj2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・NPO法人そよかぜの取組み（事例集NO．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・NPO法人まめつこの取組み（事例集NO」4）

・【パターン3】：外部からゴーディネーターを招いたネットワーク

　　　　　　　　　　　　　　派遣要請　，，一　商店街
　　　　　行政・関係機関　4一’一”　　　　　　　　　　　　　地権者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　／▼
　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　／ノ

　　　　　　一L＿．、／帳。P。，
　　　　　　　　　　　　　！！

　　　　蟹雛1凱一一璽一一　診療所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　驚
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4－3．ステップ壽　エリアマネジメント段階

《確認項目》 《実現するための取組み》 《対応策》

細：彩：拶隔ク細織

◎ll懸）惣讐：
NO

YES

組織の内容を固める
（メンバー、目的、資金、

体制等）

土地蒲蒜鐸機麟
ゼめ協ガ、

！掴まちづ之旧識会1・ ・糊の岬の発掘照吊
府政からの支援／

1韓も餌吟社

〆
ξ

地域循環型で物やお金が

回る仕組みづくり

（地域通貨、コミュニテ

ィビジネス等）

資金確保できる事業壽

撰旧

領1穆1㌧ ．堆域住即罪体9）運営：議

一さらな礁填準準ゴ
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⑭ネットワーク組織（細鋤

　組織体制の大まかな合意ができたあと、具体的に組織の内容を詰めていきます。ここでは、

主導するコーディネーター役を中心に具体的に話し合うこととなります。たとえば、組織の目

的は何か、どのようなメンバー構成にするのか、運営資金はどのように集めるのか、事務局な

どの実行体制はどうするのか、といったことについて話し合い合意しましょう。

　たとえば、メンバーについては、これまで参加してきた商店街、医療・介護・子育て支援関

係はもちろんのこと、地域住民、学校、地域で活動するNPO、信用金庫などの地域金融機関、

空き店舗対策の観点から土地や建物を所有するオーナーなども積極的に加えていったほうが

よいでしょう。そして、これらの参加者が集まるとテーマが広くなることが想定されますので、

それらを取りまとめる人材も必要となります。

　なお、これまでは、商店街組織を中心とした取組みでしたが、このあたりからは、商店街以

外のメンバーが主体となったり、外部からアドバイザーを呼ぶなど組織の目的に沿った体制を

考えていきます。

「興国一一　皿　…一一…　｝一　皿一……｝一……㎝…｝…　皿「

1躰的に繊の内容を詰めていきますが・主導するコーデ・ネチ役を中心1・躰的に言舌i

⑮まちづくり協議会（に準ずる組織）

　⑭で挙げられた主体が参加したうえで、組織形態はどのようになるでしょうか。ひとつには、

まちづくり協議会のような組織（任意団体等）を立ち上げることになるでしょう。協議会には

地域住民組織や行政関係者なども幅広く参加を求めることで、スムーズに取組みが進むと考え

られます。その際今後、活躍が期待される団塊の世代など地域の活用できる人材に積極的に

声をかけましょう。

　また、まちづくりの方向性について、⑤で取りまとめたコンセプトをもう一度見直し、必要

に応じて修正することもあるかもしれません。協議会組織設立まで話が進まない場合は、一回

戻ってもう一度組織の目的などを話し合ってみてはいかがでしょうか。

1一一　～｝｝　　　　　　晒　｝　　　皿　　｝皿m｝｝｝國｝｝｝国｝｝　障｝　　｝　　　　　　「

i樹高策　　　　　　　　　　　　　　　　　i
l　医療、介護、子育て等の関係機関、団体、地域住民行政関係者などに幅広く関係者に呼びl

iかけて湘織化の第一鰭として任意の団体（まちづくり三三）を設立しまし・う・i

」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・」
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i商栄会）で協力してまちづくりをすすめるため、

iちっくリビジョンを策定しました。

「健軍まちづくり推進協議会」を設立し、まi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　一

と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

1組織が集まってコミュニティ協議会を形成し四々な連拷をとりながら地域でまちづくりを行i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

iっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［
L＿．　　　　　　　　　　　　　　　　．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠グ．｝

⑱まちづくり金誰

　具体的に享業を展開するにあたっては、責任体制の明確化、融資・公的補助の受皿、内部留

保による将夫への資金確保、自由な制度設計、ビジネスモデルの推進等の観点から、まちづく

り会社という形態（株式会社等法入格を有する組織）を選択することになるでしょう。

　まちづくり会社の設立によって、関心のある企業、団体、個人等から広く出資を募るととも

に、資金調達が比較的容易になることによって、まちづくり関連事業を円滑に実施でき地域に

おける様々な活動をマネジメントできると考えられます。

　まちづくり会社を組織するまで話が進まない場合は，まちづくり蕩議会において、まちづく

りの方向性や取り組む事業についてもう一度話し合いましょう。

卜対露策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1　具体的に事業を展開するにあたっては、責任体制の明確化、融資・公的補助の受皿等の観点i

lから・まちづくり会社という形態を選択することになるでし・う・　　　i

i　まちづくり会社の設立によって、関心のある企業、団体、個人等から広く出資を募ることがi

i顛でし・う・　　　　　　　　　　i
一一一一一一・一一一一一一一一一・一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1

事例：東和銀座商店街振興組合．株式会祉アモールトーワ（東京都足立区）

　　商店街振興組合の有志で作られた、まちづくり会社㈱アモールトーワは、収益を商店街活性

1化に活用するため、閉店した魚屋やパン屋の経営のほか地域高齢者向けの宅配弁当事業などを

ー一一一・一一一一一一一一一 @　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　メーン「’
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⑰エリアマ率ジメント体制

　　まちづくり会社を設立し活動を行うことで、まちづくりを実現できる体制が見えてきました。

　これで終わるのではなく、将来にわたってまちづくりを続けていくことが必要ではないでしょ

　うか。安定した活動を続けるためには、中核となる人材タウンマネージャーなど専門家を配置

　するとともに地域循環型で物やお金が回る仕組みづくりを考える必要があります。たとえば、

　地域通貨や買物・サービス利用時に付加されたポイントが、様々な施設で使えるポイント制等

　を導入し、地域の様々なボランティア活動と商店街をつなげることも可能です。新たな事業を

　立ち上げたい、チャレンジショップに入居して商売を勉強したいという人たちに、活動資金の

　支援から商売のノウハウを教えることもできるでしょう。地域通貨は地域内でお金やものが循

　環する仕組みづくりつながることになります。

　　地域主体の取組みを継続させ、さらに他地域との連携（広域連携）も模索することも考えら

　れます。

　　以上のような、まちづくりを推進することで、「医商雨霧」によるまちづくりが成功したと

　いえるでしょう。

『一一｝　臨　麗｝｝図｝　隔　｝国｝　　　｝監｝ロ国｝｝皿皿　　　｝｝回皿　　即一　口…’｝｝　曝一　｝　｝皿　一「

卜対礁　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i安定した活動を繍ていくためには・タウンマネージャーの聡繊内で縫やものが循l

l環する仕組みづくりや本格的な収益事業に取り組む必要があります。　　　　　　　　　　l

iまた丁丁エリアについては隣接する地域などと砿域醗を国乱まし・う・　i

』国＿＿＿面＿躍＿＿＿馳＿＿四＿＿＿＿＿＿＿＿＿四＿＿＿矯蹴＿＿＿幽一一一一一儒一一一一り一一一凶一隅一一咀一一一醤一順一一一『

事例：株式会社ハイマート久留米（福岡県久留米市）

　久留米市のまちづくり会社「㈱ハイマート久留米」は、エリアマネジメント活動の一環とし

て、空き店舗の取得、改修を行い、聖マリア学院大学との連携によりまちなか保健室を設置し

ました。さらに、この建物の2階には久留米市中央包括支援センターが入居し、テナント収益

も確保しています。

事例：合同会社きょうと情報カードシステム（京都市）

　商店街振興組合の出資会社である合同会社を設立し、クレジットカードー括処理事業を行っ

ています。2006年忌らは、交通系ICカードとの提携も行い、公共交通の利用促進と商業活性

化の実現を目指しています。手数料収入の一部は、内部留保により将来投資への資金として確

保されています。

事書漏眠）法人地域遜貨ねやがわ（大阪府寝屋川市）

　　地域通貨を活用し、高齢者支援、子育て支援、まちづくり、環境問題、教育等幅広い活

　動を支援しています。活動範囲は一商店街エリアにとどまらず、全市的なエリアに広がっ

　ています。地域で集めたお金を地域の商店街で使ってもらうこと（地域資金循環の仕組み）

　が基本的な考え方です（詳しくは！15P参照）。
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事例：高松丸亀町商店街振興組合（香川県高松市）

　高松丸亀町商店街振興緯合では、再開発事業にあたり「土堆の所有と利用の分離」という新

たな手法を用い、まちづくり会社が一括して建物を管理することとしました。テナント収入を

確保するとともに、再開発の保留床の活用に当たっては証券化（不動産の証券化手法）によっ

て資金を確保しています（「まちづくり会社の収支フロー」参照）。

まちづくり会社の収支フロー

国、県、市

　補助金
低奉仔融資

1■■⇒・
マネ窄ジメ1ント

まちづくり会祉．
ぐ胃概登ピルの取得）　　　家賃

　　　　　　　　個

テナン．ト

市民、中小企業

へ
）
ノ

ビ
㍉

堆権者
商店街

G塞松丸亀商店街A衝区市街地再懸且台・資斜　より）

、
㍉
ノ

r
鳳

l
I
I
一
口
，

／
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罎鱗．溝用できる支援制度

　商店街を中心としたまちづくりについては、経済産業省をはじめとして様々な中心市街地活

性化（中心市街地活性化法に基づき中心市街地活性化基本計画を策定するもの）への支援策が

準備されています。これらを活用することでまちづくりのビジョンの作成から、事業の実現ま

で取り組むことができます。

　また、中心市街地活性化に関する支援以外にも、商店街における医商連携を推進するにあた

り、各種の商店街支援策が整備されており必要に応じて活用することが望まれます。

　以下に、活用できる支援制度について紹介します。なお、ここで紹介するものは、数ある支

援策の一例であり、その支援内容もここに示したものだけでなく、ハード整備からソフト支援

まで幅広いメニュー方式で対応できるものが多数あります。また、都道府県や市町村において

独自に支援制度を用意している場合もありますので、この支援制度の活用についての詳しい内

容はお近くの行政窓口や商工会議所等の関係機関に相談してください。

麟各省庁等のURL

経済産業省 hゆ：〃www。me七i，gojp／

中小企業庁 hも七P：／／ww欄hush・．meti．9・JP／

国土交通省 h蟹）p：！／竃vwv軋mlitgoくIP／

厚生労働省 hももp：／／www．皿hlw、gojp1

独立行政法人中小企業基盤整備機構 h七tp：／／wwwsmrl．goJp／

中小商業活力向上事業（中小企業庁）
轡　商店街振興組合等が一体となって行う、少子高齢化への対応や安全・安心なまちづくり、商店街の生産性向

　　上等の全国的課題に対応する商業活性化の取組みに対して支援

麟　空き店舗を活用した保育サービス施設や高齢者交流施設等のコミュニティ施設の設置・運営事業等における

　　賃借料等について、国が直接補助（補助率2分の1）を実施。

醗施設整備事業（ハード事業）

①中小小売商業振興法又は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の認定を受けた計画に

　基づき整備される施設
　　・教養文化施設（多目的ホール、展示場、児童遊戯施設、休憩施設、カルチャー教室、料理教室等）、スポー

　　　ツ施設（リハビリ施設、リラクゼーション施設等）、インキュベータ施設（調剤薬局、地産地消物販施設等）1

　　　テナントミックス店舗等
②商店街・商業集積を取り巻く様々な社会問題に対応することにより商店街・商業集積の活性化を図るための事

　業（バリアフリー、環境リサイクル、防犯対応設備等）

　　・防犯カメラ、共同リサイクアレシステム、電子マネー・ポイントカードシステム、電動車椅子、璽盈之ニ

　　　タ、買物カート等

翻活性化支援事業（ソフト事業）

①商店街等活性化支援

　　・コンセンサス形成事業、福祉・コミュニティビジネス事業、情報提供事業、共通駐車券システム事業、イ

　　　ベント：事業（毎年継続が見込まれるもの又は周年行事）等の実施により、商店街等の活性化を図る事業等

　　・都道府県商店街振興組合連合会等が管内の商店街にAEDを整備する事業
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②空き店舗活用支援

・商店街等の空き店舗等を活用して行う、チャレンジショップ事業、コミュニティ施設（保育サービス施設

　　　や高齢者の交流施設等）等

③施設活用活性化事業

　　・中小商業活力向上施設整備費補助金により整備した施設を利用し、その施設を整備した者が、商店街・商

ほか業難燃艦ための事業

戦蒸熱総懸藩街地謡高等高高晶晶：援事業i（経済産業省　中州企業貯）　　　　　　　　一

望　ハード事業

　　認定基本計画に位置づけられ、かつ、特定民間中心市街地活性化事業計画の認定を受けた事業で、テナント

　　ミックス店舗等の商業基盤施設、教養文化施設等の一般公衆利便施設を整備する事業

懸　　ソフト事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　認定基本計画に位置づけられた事業であって、次のいずれかに合致する事業

　　　　商店街等活性化支援

組合等又は擬非調瀞嵐がそテうヨ≧藍灘盛離訟・二三．ご溢る儲雛■
観車券システム・商店街環境向上（老朽化したアーケ…ド等の撤去）等の事業の実施によ嫡店十割

の活性化を図る：事業

論難叢叢豊煮凝露二等譲譲∴離劉
中心市街地活性化協議会事務局支援

協議会の事務局を担う専門的外部人材を活用する等の事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　（例：タウンマネージャーび）設置、専門家を招いてのセミナーや研修会開催、調査・研究、タウンマネ

ジメント診断　等）

＊本協議会事務局支援は、協議会の設置を条件に、基本計画の認定前から活用可能

［職麟蒲潔諜灘叢ア獣イず一締店二二事業（独立二二法人中二業基盤晶晶購）
1　商店街の活性化に関して悩みを持つ商店街に対し、実務経験、ノウハウを持つアドバイザーを派遣し、アドバ

イスを行う公的サービス

ド認識蹴蟄貌寵震戸難響9脳㌃飯　　　　　　「
　・　中心市街地活性化協議会（認定済）を経由して申請。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

ゆ中等髄以外の商店街は「諜1舌性化アドバイザ＿、　　　　　．　　　　［
　・　5人日まで無料、6人日～20人日（上限）までは1日あたり12，700円負担。

L・　地域の商工：会議所、商工会、中央会等を経由して申請。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

i高度化融資（独立行政法人中撫企業下側整鑓機難・都道癌渠）

離　中小企業者が組合等を設立して共同で、集団化や共同施設を設置することにより、経営体質の改善を図る場

　　　合や、第3セクターが中小企業者の経営基盤強化を支援する施設を設置する場合に、中小企業基盤整備機構

L、と都道府県が一体となって、±地・建物・設備などの整備に必要な資金を融資

まちづくり交響金（國t交還省）楽支援対象は市町麺
轡　市町村の作成する都市再生整備計画に位置づけられた各種事業に対する支援

㊥　道路や公園などのハード事業から、各種調査や社会実験などのソフト事業まで対応

※支援内容の例

　・　道路、公園、地域交流センターの整備、±地区画整理事業

　・　地域優良賃貸住宅、公営住宅等

　。　市町村の提案に基づく事業

　・　各種二一やネ＋会窯1験棟のソフト竃四
一　　　　　　　　「一．　T　　　　　マ　　．一　　　’　－　v　ヤ　　，　　．　　「　　　　　　　1　　”T／1、

バリアフ匿ノー環境整鑓促進事業（練土交両省）　　　　　　　　’一一一一一『一L壷バ，アブ，一罐懲物のバ，アブ，一化等の辮備の艦煕め、鐸想慌及び基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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　　　本構想等に従って行われる動く通路、スロープ、エレベーター等の整備に対し支援

盤　市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、±地の利用の共同化、高度化等に寄与

　　　する優良建築物等の整備に対し支援

　　　1．優良再開発型

　　　2、市街地住宅供給型

　　　3．既存ストック活用型

　　　4。アスベスト改修型

住宅市街地総合整備事業（国土交通省）
麟　中心市街地等の既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、密集市街地の整備改善及び

　　街なか居住の推進等を図るため、住宅等の建設、公共施設の整備等について総合的に助成

暮らし・にぎわい再生事業（国土交通省）
麟　認定中心市街地について、都市機能のまちなか立地支援、空きビルの再生、多目的広揚等の整備並びに関連

　　空間整備や計画作成・コーディネートを総合的に支援。（ただし、整備する都市機能導入施設に都市福利施設

　　等の公益施設が含まれていることが必要。）

医療提供体制鹿設整備交至適（厚生労働省）
趣　医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制と地域保健及び健康増進体制との連携強化を図る観点から、

　　医療施設等の施設整備について支援。

老人保健健康増進等事業（厚生労働省）

その内容が先駆的、試行的事業と認められるもの

鯵　未来志向研究プロジェクトとして実施する調査研究事業（高齢者の介護・自立を支援する行政施策として将

　　来的に制度化することを視野に入れた現勢レベルでの実務的調査研究事業をいう）

恥　介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業

麟　高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業

地域介護・福臨空問整備懸垂憾金（厚生労働省）
以下の先駆的な位置づけを有する介護・福祉施設について交付金で支援を行う。

＠　サービス拠点相互の連携によるネットワーク形成を目指したもの

轡　元気な高齢者や地域住民が参加する「共生型」のコミュニティづくりを目指したもの

鯵　夫来志向の事業又は先駆性の高い事業を実施　他

※対象施設

［地域密着型サービス等の拠点の整｛磯

・　小規模多機能型居宅介護事業：小規模（定員29人以下〉の特別養護老人ホーム、老人保健施設、特定施

　　設入所者生活介護の指定を受けるケアハウス（創設、改修及び増築。個室・ユニット型を基本としつつ、

　　地域における特別の事情も踏まえるものとする。）

・　認知症高齢者グループホーム

・　認知症対応型デイサービス

・　夜間対応型訪問介護事業

1介護予防拠点l

l地域包括支援センター1

灘拷藁議濃灘ll輪野こ基づくものに劇　　　　＿」
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ぬしゆつ　ゆよよげハの　　しヰむ　　　ノコ　めエ　　ヘヘノ　ロ　ロロら　ま

麟職ナ欝乱文最拠嶽畢渠曳厚三男圃管♪
懲　地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て

　　支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進する。

※対象施設

1つどいの広場整備事業1常設のつどいの場を設け、地域の子育て支援機能の充実を図る取組を実施

・　事業内容

　　・つどいの広場においては、次の4事業を実施、，

　　　（D　子育て親子の交流．集いの場を提供すること。

　　　（2＞子育てアドバイザーが、子育て・悩み相談に応じること。

　　　（3）地域の子育て関連情報を、集まってきた親子に提供すること。

　　　　　　子育て及び子育て支援に関する講習を実施すること。

・　実施方法

　　　（D　実施場所は、主に公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、公民館、学校の余裕教室．子育て

　　　　　　支援のための拠点施設、マンション・アパートの一室など

　　　（2）拠点となる常設の揚を設け、週3日、1罎5時間以上開設する

　　　（3）利用者から実費を徴収することができる。

・　設置か所数：全国829か所　（平成20年3月）

レ 商店街の空き店舗等を活用し「つどいの広揚」を整備した事例（九州内）
1 枷　　一々国・日P　コン自

運営主体 1運営主体（施設種類） 「
久留米市 1子育て支援ボランティアくるるんるん 子育て交流プラザくるるん（中心街商業ビル） コ

1春日市 特定非営利活動法人子育てネットワーク春日 子育てス云一ションぼれぼれ（商店街のi塞」
長崎市 NPO子育てネソトながさき iふわり　（商店街空き店舗） ／

1 八代市 ヨ三代子育てト帰ネ外ワ砂レイン軒 1こどもプラザすくすく
P（八代ショソピングセンター2F）

1
」

L藁コ7」菊池市

人吉・球磨保育サポーター「陽だまりの会」
1九ちゃんグラブ「ふれあい広場」　…　一一一輪
P（商店街のスーパーの3F） 1

「」
　
－

1菊池市社会福祉協議会 1ひだまり（菊池市隈府商店跡）
一．．＿＿＿．＿」

　
　
「
1

1宮崎市　lL二二＿」I　NPO法入　ドロソプインセンター 陀熱雲銀・・テナ・・L＿」
一

　　1
，＿」

．
壁

縢代蕎成書援海策蕊設整繕茎蜂釜（厚生労働雀）

地域の実情に応じた次世代育成支援対策に資する児童福祉施設等の施設整備に対し支援 」

保蕎環境義善等事業（辱生労働省）

簿　地域の実情に応じた保育サービス提供施設の設置促進等のため、利便性の高い揚所等にある既存建物を活用

∴綴庸姻送迎保育ステーション等の照照羅を設置するための改修轡
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〈参考〉　ヒアリング調査　事例集

ヒアリング対象事例一覧表

，日時 　　　　　　ヒアリング対象
ﾅ

8／26（火） 〈NO．1＞本原アンジェラス通り商店街振興組合（長崎県長崎市）．

@　　コミコ．ニティカフェ「どうっぷ」・子育て支援センター「ふわり」

@　　／NPO法人子育てネットながさき（長崎県長崎市）

8／28（木） 〈NO．2＞健軍商店街振興組合　（熊本県熊本市）

@　　二軍くらしささえ愛工房／NPO法人お一さあ　（熊本県熊本市）

8／29（金） 〈NO．3＞銀天町商店街振興組合　（福岡県福岡市）

@　　そよかぜ倶楽部／NPO法人地域福祉を支える会そよかぜ（福岡県福岡市）

10／17（金） 〈NO．4＞鶴見銀座商店街協同組合（神奈川設計準市）

qNO．5＞イムノエイト株式会社（神奈川県横浜市）

10／27（月） 〈NO．6＞財団法人世田谷区産業振興公社（東京都世田谷区）

@　　コミュニティカフェぶりっじ（東京都世田谷区）／NPO法人せたがや子育てネット

11／6（木） 〈NO．7＞牧野本町商店街振興組合（大阪府枚方市）

@　　丁丁ステーションまきの（大阪府枚方市）／NPO法人ふれあいネットひらかた

11／7（金） 〈NO．8＞三津屋商店街振興組合（大阪府大阪市）

@　　デイサービス生活屋（大阪府大阪市）／社会福祉法人博愛社

11／10（月） 〈NO．9＞坂出木町中央商店街振興組合（香川県坂出市）

@　　本町デイサービス濱田屋（香川県坂出市）／有限会社城山ヶアセンター

11／10（，月） 〈NO．9＞元町名店街商店街振興組合．（香川県坂出市）

@　　わはは・ひろば坂出（香川県坂出市）／NPO法人わははネット．

11／10（月） 〈NO．10＞高松丸亀町商店街振興組合（香川県高松市）

1／30（金） 〈NO．11＞NPO法人バリアフリー協会（中延商店街・東京都品川区）

2／5（木） 〈NO．12＞株式会社ハイマート久留米（福岡県久留米市）

2／12（木） 〈NO．13＞サンビル日高外科クリニック（福岡県北九州市）

3／31（火） 〈NO．層14＞柳原通商店街振興組合（愛知県名古屋市）

@　　遊モア／NP．0法人子育て支援のNPOまめろこ（愛知県名古屋市）
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〈髄0・1＞　空き店舗を活用したNPO法人による子育て支援施設の運営とコミュニティビジ

　　　　ネスの展開

【事例】長崎県長崎市　NPO法人子育てネットながさき　「本原アンジェラス通り商店街」

　　長崎県長崎市の本原アンジェラス通り商店街では、地域に根付いた活動を行ってきたNPO

　法人が商店街の空き店舗に入居し、行政の支援を受けた子育て相談や交流の支援事業、及び自

　主活動によるコミュニティカフェ運営による世代を超えた地域の交流拠点づくり、商店街のイ

ベントへの参加など多様な活動を行っています。

　　県営住宅団地などの住宅地を後背に控ネ、人が集まりやすい商店街で子育て支援の活動を行

　うことによって、商店街側からは空き店舗の減少と来街者の増加と客層の変化の効果がみられ、

世代を超えた交流人口の増加という効果が現れています。

◆地元で活動していたNPOによる施設開設・運営　　　ノ

　　もともと本原で活動していた子育てサークルがN

　PO法人認可を取得し、地元で子育て支援施設を開設

　しています。地元の地域書函に詳しい団体ボ施設の運

　営・開設を行うことで、地域の声を聞きながら主体的

　に融り組んでいます。

◆下席中の主婦層が集う地域め交流拠点づくり入冤∵

　　家庭の中に閉じこもりがちな乳幼児（特に0～3歳）

　を持つ親子のために、いつでも・だれでも・好きなと

【子育て支援センター「ふわり」】
6
握
F
㌦

きに遊びに行くことができる交流施設を人が集まる商店街に開設しました。母親同士が友人を

作り、育卑について普段感じていることや悩みなどを話し合い、ストレスを解消することので

きる場となっています。昼食は、併設のコミュニティ・カフェどうっぶからも注文に応じて提

供することができます。

◆商店街φイベント参加や子育七関連の情報共有など地域との連携強ゴヒ三一ご轡㌦．L著1

　　商店街の売り出しイベント時に商店街からの要請　　　仁．ミュニティ・カフエ「どうつるミ」】

で空き店舗でフリーマーケットを実施するとともに、

無料の子育て情報誌「Con－ne！」を長崎都市圏

全域を対象に発行し、近隣の産婦人科、小児科、小児

歯科に情報誌Con－ne！を置いてもらい、子育て支

援センター・カフェでは近隣病院を教えてあげるなど

の情報共有を行っています。

◆学童保育を併設し、さらなる地域密着を目指す、こ∫

　子育て支援センターならびにカフェを同じビル内に学

　童保育を設置し乳幼児から学童期まで支援の幅を広げ

一
、
r
夏

ています。保護者や地域の人々のカを借りながら更なる地域に密着した活動を目指しています。
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〈閥0．2＞　地域密着の姿勢をとるまちづくりビジョンの設定、地域住民のビジョン共有に

　　　　よるコミュニティビジネスの継続的な展開とNPO法人の多様な施設運営

【事例】＝熊本県熊本市　健軍商店街振興組合／NPO法人お一さあ　健葺くらしささえ愛工房

　　熊本県熊本市の健筆商店街は、中心市街地から東に4kmの市電の始発駅の商店街です。こ

　こでは商店街振興ビジョンとして、「人にやさしく、地域に愛されるショッピングモール」を

　コンセプトに、地域密着型の商店街運営を展開しています。

　　この事例の特徴は、商店街を含む地域を「医療」「福祉」と「tJD（ユニバーサルデザイン）」

　の過ちとして位置づけ、商店街と地域住民でビジョンを共有していることにあり、福祉施設の

　NPO主体による福祉施設等の多様な運営、コミュニティビジネス（＝地域の方々が地域の抱

　える課題を解決する相互補助）の継続的な展開を行っていることにあります。

◇地域密着を貫く肇算しr入忙や｝ざじくご地域蔭愛ざ乖るショヅ母ングモニルゴ寮∵ゴゴ

　健軍商店街の特徴は、昭和20年代後

半の商店街組織形成から「地域密着」の

姿勢を貫いている点にあります。

　高齢化の進展、購買スタイルの変化な

どへの対応を迫られるなか、平成11年

に「人にやさしく、地域に愛されるショ．

ッピングモール」を基本コンセプトに定

め、平成15年には、健軍商店街振興組

合、健軍馬栄会、健軍新天街商店会、泉

ヶ丘通り商栄会が「健軍まちづくり推進

協議会」を設立して「まちづくりビジョ

ン」を策定しました。

　このコンセプトは、近隣商店街にも受

け入れられてまち全体に広がっており、

商店街自体にもしっかりと地域密着の

思考が根付いています。

　
　
　
　
　
　
髄
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
灘

【商店街振興ビジョン／コンセプト】

黒本コンセプト

　　　　の購瀦芯どにやさしいま童づくり
　　　　魯地縄に鰹翻し陀コ諏ニティの踊誌づく【障
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　　健軍商店街で取り組まれている事業

　は、「どこかに負担をかけたのでは事業

　は上手くいかない」という考えのもと、

　　“お下様”“商店経営者”“店舗所有者”“協賛者”にやさしい取組みを実践しています。こう

　した顧客志向から、これまで商店街で行ってきたコミュニティビジネスは運営全般が他に引き

　継がれています。
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【商店街事業から地域に関わる他の主体者へ引き謎がれた事業】

◆公設民営型施設での凶P6による多標なサ÷ビズの運営　・ゼlf一．。、，：～・、

　　商店街隣接地である県営住宅の1階に立地している「三軍くらしささえ愛工房」では、デイ

　サービス、小規模多機能型居宅介護施設、子育て支援施設、喫茶等の運営をrNPOお一さあ」

　が行っています。この施設は公設民営型で建設されており、NPO主体による多様な機能の運

　営を展開しています。

　　民聞のNPOが主体で運営しているからこそ多様なサービスを提供でき、地域の人にも受け

　入れられています。また、商店街隣接地に立地しているということで、子どもから高齢者まで

　が一同に集まることができます。
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〈髄0．3＞高齢者の「助け合いサポート生きがい支援」をコンセプトとする介護支援のNPO

　　　　を誘致、商店街の空き店舗減少と賑わい創出を実現

【事例】＝福岡県福岡市　銀天町商店街振興組合／NPO法人地域福祉を支える会そよかぜ

　　福岡市の銀天町商店街では、元スーパーの空き店舗にNPO法人が運営する高齢者交流施設

　が入居し、地域通貨の発行による地域の住民への多様なサービスの提供を行うなどの地域活動

　を行っています。

　　この事例の特徴は、地元で活動していたNPOを商店街の前理事長が商店街の空き店舗に誘

　致することで、空き店舗の減少と回遊性の創出による賑わいの向上と高齢者への多様なサービ

　スを展開している点にあります。そのことが、住民　　　　　　　【銀天町商店街】

　のコミュニケーションや安全・安心の向上に寄与し

ています。

　また、NPOの理事の一人として商店街組合の理

事長が就任するなど、商店街と施設が連携した取組

みが行われています。

◆空き店舗め減少と賑わいφ創串闇

　　商店街振興組合の理事長から誘致を受けたNP

　O法人が、商店街の空き店舗を活用して、高齢者交

　流施設『そよかぜ倶楽部』を設置し運営しています。

　銀天町商店街と連携し、街区の賑わい創出のために共催イベント（カラオケ大会、フリーマ

ーケット等）も実施し、これらの取組みによって商店街の賑わいが創出され、結果として、平

成15年度に12M3店舗あった空き家が、平成19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【高齢者拠点施設「そよかぜ倶楽部」】
年には4店舗と大幅に減少するなどの具体的な効

　果が現れています。

’償r助げ合いザポ6トぐ隼きがい支援」をコンゼプト

に高齢者ぺ多様なサービネめ展開㍍≧絹

　　そよかぜ倶楽部では、地域高齢者のための「助け

　合いサポート、生きがい支援」をコンセプトに、高

　齢者や地域の助け合いを促進することを目的とし

　た地域通貨『そよかぜ切符』事業を展開するととも

　に、高齢者の生きがい事業として文化教養i・娯楽教

　室の開催や高齢者の食：事会等を実施しています。

『

　
　
　
－
鍾
漸
藍
膿

　さらに介護予防デイサービス事業への進出やシニアフィットネスなど、介護予防・健康の観

点からの事業を行っており、高齢者に対し多様なサービスの展開を行っています。

　また、来街者に対しカフェでの食事提供やトイレ利用などにも取組み、地域の高齢者のため

だけではなく、地域住民全体の交流拠点施設としても活用されるなどの効果も現れています。
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〈鱒．4＞　医療機関が多いという立地特性を活かし、商店街からの情報発信と地域とのコミュ．

　　　　ニケーションの場巻継続させ人材育成と販売促進につなげる

【事例】：神奈川県横浜市　鶴見銀座商店街協同組合

　　神奈川県横浜市の鶴見銀座商店街では、段階的な販促イベントを通じた人材育成活動を行っ

　ています。商店街周辺には医療機関が多く立地しており、「このような立地の特性を商店街の販

　促活動に活用した事例です。

　　この事例は当初から「医商連携」によるまちづくりを意図したわけではありませんが、商店

　街を取り巻く環境や地域のニーズを常に把握する取組みから、商店街周辺に「医療機関」が多

　く立地していることを認識し、商店街をフィールドに地域とのコミュニケーション薄塗構築す

　ることにより活性化を図った例となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【段階的な販促イベント】
◆地域と一体となった販促活動のスタッフ育成と徹底　　○まずは離街を認知してもらい絡さんの気を引く

した消費者リサーチ㌔　　　　　ミ　　㌶　　　　　　　ちびつこ王国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年に1回の子ども対象無料のチャリティイベン
　　商店街の歩行環境整備、ネーミングの変更を機に商　　　トで商店街の知名度を上げ・又・人員の育成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にも活用（中凸生が企画し小学生も手伝う）
　店街を認知してもらう一環として地域の中学生が企　　　　｝覗讃駕：1：エニ開脚’「「｝　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O継続的なイベントを実施しお客さんの流動を生む
　画し小学生が手伝うイベント「ちびっこ王国」を開催　　ドット来～い！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月に1回のセールイベントで商店街への集客
　しています。その取組みは10数年となり、地域にお　　を目指し各個店の利益を上げる事を臥票とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。抽選会は毎回大好評
　ける子供たちの縦のつながり、学校との連携体制が確　　　　　．　畷響ζ罵駄．．…’一・ツ’慣｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○持続的に顧客化を進め実際に個店が儲けを出す
　立、また成人した子供が商店街で商売を営むといった　　ふくふくスタンプ

　成果を得ています。　　・　　　　’　　　　　馨鐵華客器難鯛馨蕪露雛菊呈
　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　めるとドット　いの　など　　があ　あ　イモ　ラ
　　毎月の販促イベント「どっと来～い」では、1福引引

　き換え券の発行店の毎回チェック、消費者に対するアン

ケート調査を実施し、商店街の商圏、客層の分析を行い

商店街の販促活動に役立てています。

◆医療機関が斜懸という特獄を活かした情報桑信三．．、

　　商店街では、商業販促に結びつけるスタンプ事業「ふ

　くふくスタンプ」を展開しています。

　　商店街の利用者に役に立つ商店街マップを作成しよ

　ういう趣旨から、地域には医療機関が多いことに着目し、

　スタンプ事業の周知も兼ねたものとして医療機関マッ

　プを作成しました。．医療機関でもマップを置いてもらい

　好評を得ており、商店街と医療機関の双方にとって宣伝

　効果を得ています。

　　この取組みを機に、地域の医療機関と商店街の関係が

　密にな・り、販促イベント等における健診の実施など連携

　体制が構築されました。

　　　　【医療機関マップ】
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〈NO．5＞　商店街での医療連携の立場にとどまらず、地域全体を視野に入れ、介護・福祉、子

　　　　育て支援を含めた連携ネットワークのビジョンを設定

【事例】＝神奈川県横浜市　イムノエイト株式会社　　「鶴見銀座商店街」　　。

　　イムノエイト鰯（調剤薬局経営、医療コンサルタント等）は、商店街をフィールドに様タな

　主体が連携して、地域の医療、介護、子育て支援に取り組む「タウンヘルスケアステーション

　構想」というコンセプトを設定し、「医商連携」によるまちづくりに取り組んでいます。

　　関係者間のコミュニケーション度合いを深めながら、行政と連携しつつ地域住民がビジョン

　を共有することによって、商店街では来街者の増加と客層の多様化の効果が期待され地域の活

　性化に貢献しています。

◆商店街笠医療と介護・子育て支援と運撫する構想に基づく農開　∫．　㌃、　　・1、㌃

　　イムノエイト㈱は、調剤薬局での実績（体調など詳細なメモを記入した薬剤カルテの蓄積に

　よる「顔の見える関係」を構築）をもとに、関連する診療所の誘致にも取り組む医療コンサル

　タントです。商店街を地域の住民のコミュニケーションが生まれる「地域のお茶の間」と位置

　づけ、新たに高齢者向けの介護サービス事業に取り組んでいます。

　　また、地域のNPOと連携して子育て支援施設を一緒に誘致することによって、様々な主体

　が連携した総合的なサービスを提供する「タウンヘルスケアステーション構想」をまちづくり

　のコンセプトとして連携を広げています。現在、鶴見銀座商店街や妙蓮寺商店街で地域の活性

　化を目指した取組みを実施しています。

【横浜企業経営サポートデスク　ホームページより】
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〈髄α6＞交通利便が高く人の集まりやすい下北沢地区に、区内の子育て支援のネットワーク

　　　　と情報発信の拠点を設置

【事例】東京都揖田谷区．NPO法人せたがや子育てネット　「下北沢一番街商店街」

　　子育てグループの情報拠点を目指し、下北沢一番街商店街振興組合の2階にコミュニティカ

　フェ「ぶりっじ」を設置し多目的スペースや一時預かりなどを実施するとともに、子育て情報

の発信を行っています。親子連れが商店街に訪れるなど、来点者の増加といった効果が現れて

　います。

づ子育てグループめネジドウークと情報発信を自的：に設立　　1、．　脾

　　世田谷区内では多くの子育てグループが活動していますが、そのネットワークをつくり子育

　てに関する情報や悩みを共有するために、NPO法人せたがや子育てネットが設立されました。

　　そして、次のステップとして、たくさんの人が集まることができ子育て世代に親しまれてい

　る下北沢（東京都世由谷区）に情報拠点の役割を持つコミュニティカフェ「ぶりっじ」塗設置

　しました。1．

、
・

｛
叉

◆商店街に重劃することで、∫買い物部中φ嗣子が気軽に享ち寄る∴ll．嚇霜、，、ン、＼．．．

　　コミュニティカフェは、子育てグループの勉強会などのイベントや、商店街に買い物に来る

　親子連れが、休憩、授乳するために利用されています。

　　商店街では、親子連れが回遊するため商店側も品揃えを工夫したり、ベビーカーでも利用で

　きるような店舗にするなど利用者ニーズに対応した工夫に取り組んでいます。

【せた．がや子育てネット（ホームページより）】

騨i鐘血忌i鍍璽膿血譲　藩議1灘灘瀬頭翻
メインメニュ叩　1

コミュニティカフェ「ぶりっじ

選鉱に
　メ　「　離な・
菱ご轟．．＿…＿一＿一

　　　　ニ　　きヨ　ぷぬコ

　　　　袋

鐙』
蜘記

せたがや子育てネットとは

轟グルづ醸

せたがや子育てネッ

　　トとは

口せたがや子育て

ネットとは

麺せたがや鞘てネ。トカグ

蒙。＿問。

難山盛
義・イホームページ

がつ

攣．鋤ヒ墨

「せたがや子育てネット」（「旧：ママパパぶりっじ」1は、様．々な人や情報　．

を「ぶりっじ」する（橋をかける）ことで、子育ての悩みを共有したり、子

青てグループのネットワーキングをしたり、まちをもっと便利にしていく

「子育てバ1」アフリー」を目指して活動している特定非営利活動法人で

す。

具体的な活動として、まちの情報を共有できる「カキコまつぷ」、グルー

プ情報が簡単に登録・閲覧できる「マイホームペ7ジ」などのインターネ

□活動を始めたき

2かけ

口せたがや亭育て

ロこれまでの主な

潭動嵯態

旦重たが聾童て
ネットニュースレタ

く．、、

．
虐

　
　
1
　
　
　
1
　
1

　
　
　
　
．
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＜NO．7＞　「食育」をまちづくりの基本コンセプトに、食を通じた地元商店街とのふれ

　　　　あいを実現

【事例】＝大阪府枚方市　NPO法人ふれあいネットひらかた　　「牧野本町商店街」

　　大阪府枚方市の牧野本町商店街では「食育」をまちづくりの基本コンセプトに掲げ、空き店

　舗に「食育ステーションまきの」を開設するなどして料理を学びながら子どもたちが自分で考

　える力を育む活動を行っています。

　　商店街の店舗と連携によって地域のコミュニ
　ケーションを深める取組みがなされ、商店街にも　　　　　【食育ステーションまきの】

新しい客層が増えるなどの一定の成果が上がっ

ています。

◆子ど毛料理教奪∫二よる二二の実施〉　…図ヒ

　　　「食育ステーションまきの」では平日の放課後

　や、春・夏・冬休みに小学生が楽しく集える学童

　保育のようなスペースとして開放し、子どもたち

　が予算の範囲内で献立をつくり商店街で買い物、

　料理、後片付けまでを体験できるといった子ども

　料理教室による「食育」活動を実施しています。

　　また、子どもたちだけでなく「お父さんのための

　料理教室」「健康料理教室」など、体験型の料理教

　室を、たとえば、洋食屋によるハンバーグの作り方

　など商店街の飲食店とのダイアップして実施して

　います。

◆子どもが商店街で食材を實うヒ1とで3ξ琉創出

　　子どもたちが払い物をしたり、店主らと会話をし

　たりすることで、商店街に新たな活気も生まれつつ

　あり、子どもの社会体験の場としてまた商店街の雰

　囲気を明るくする効果が現れています。
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＜Nα8＞　介護予防の観点から商店街への施設立地というコンセプトに基づき、地域住民との

　　　　ふれあいや交流の創出

【事例】＝大阪市淀川区　社会福祉法人博愛社　「三津屋商店街」

　　デイサービス施設「生活屋」は、地域生活支援の観点から、高齢者に安全で来剛者や子ども

　とふれあうことができる商店街において、デイサービスセンターを運営するというコンセプト

　のもとに、三津屋商店街の空き店舗に進出した例で、商店街側も施設のコンセプトを理解し、

　サービスの向上を目指して：います。

　このような取組みによって、世代間交流と地域

のコミュニケーションが深まり、地域の安心安全

度が高まると同時に丸空き店舗の有効活用やお年

寄りなどの客層の多様化などの成果に結びつい

ています。

◇介護予防の視点から、歩ぴて安全な商店街で三囲

を展開：二　。記、　　ゴ＼ジ　、ご…凱．，／，乞囁

　　社会福祉法人博愛社は、大規模な特別養護老人

　ホームを運営していますが、このような施設は日

　常的な外部との交流が行われない環境になりが

ず讃．縢1

・
謬

繕慰．

鉱
賦
鯉

ちでした。そこで「デイサービス生活屋」の立：地に関しては、地域生活支援の視点から認知症

高齢者がなじみの場所で日常生活を送ることの大切さに注目し、地元密着型で歩いて安全な商

店街である三津屋商店街の空き店舗を活用して、デイサービス事業を展開することとなりまし

た。

◆高齢者が二二の《ξ：ぶれあい交流が広がる：1

　　商店街に立地したことで、高齢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ三灘醗簡琶衡撮羅親欝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒蟹纏ら三階繕徳

。

者が地域の人とふれあうことで、

本人らしい、いきいきとした生活

を続けることに役立っています。

また、近所の子ども達とも日常的

にコミュニケーションをとるこ

とで、良い刺激になっています

（幼老交流）。商店街においては、

認知症や車椅子利用の高齢者と

接することで、商店の入り口の幅

や段差に配慮する店舗も増え、ま

た従業員においてはこれまでど

おりの関係を安心して続けられ

る効果が見られます。

はくあい介護サポートセンター

デイサービス生活愚いきいきゃ）

・●営業時間＝9時30分噌16時30分

　　　　　（鯉18時半迄延長可）
●定休日　＝日曜・祝日弓2月28日一1月4日
●WEB　＝http＝／／www．hakuaisha騨we臣ar」［et

認知症専用デイサービス

　（大阪府2779冊506）

定員10名　スタッフ5名

ご自宅からの送迎、昼食、お風呂等のサービスがあ
り葦す。

下阪市小規模ケア研究会、地域分析科会所属
三津屋にお住まいの方大秋弄します。

酌　c）

　　
　
　
　
　
　
舷

　　　な　　がロ　ゆが　し　ル　お　アぷみぷ

認知症ってどんな人？俳徊する人？
夜眠れない人？”赤ちゃん”帰りの人？

達います1長い人生を重ねてこられた
僕たちの先輩。ちょっと自分に自身をなく

して不安なだけです。僕たちはそんな皆
さんに寄り添い、さりげなくサポートする

ことでそんな不蜜を吹き飛ばしたいll

燕
》
釜
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＜閥0．9＞　地域コミュニティとの希薄化が進むなか、介護施設と子育て支援施設の交流に

　　　　よる「幼老連携」を実現

【事例】：香川県坂出市　子育て支援施設『わははひろば」／デイサービス「濱田屋」

　　　　　　　　　　　　「坂出本町中央商店街」　　「元町名店街商店街」

　　香川県坂出市の元町名店街商店街の空き店舗に子育て支援施設「わははひろば」が入居し活

　動を行っています。また、近くの坂出本町中央商店街には高齢者デイサービス「濱田屋」が入

　居し活動を行っています。

　　とのデイサービス「濱田屋」を改修した際に設計を担当した建築士と「わははひろば」の関

　係者が知り合いであったということから両者の交流がはじまりました。今では、商店街のイベ

　ントに合わせ不定期に交流の輪が広がっています。その結果、核家族化や地域のコミュニティ

　の希薄化が進むなか「幼老連携」による相乗効果が現れています。

◆活動周知のためのまちなかへの施設立地　　撒　　　　　　　　【わははひろば】

　子育て支援施設が商店街で立地し運営を行

うには、家賃が高いなどのリスクも大きいなか、

利便性や人の往来など、多くの住民の方々に活

動を周知することができることを狙ってまち

’なかに進出してきています。

　その結果として、より広範な親子が施設を利

用することに結びつくとともに、子育て支援の

活動を地域に理解してもらっています。

◆幼考連判1三よる日常的な交流歯性化、＝擁・庇

　　　「わはは広場」では、元町名店商店街のイ

　ベント「八日市」にあわせて、近くの坂出本

　町中央商店街の中にある高齢者デイサービ

　ス「濱田屋」と交流会を不定期で行っていま

　す。

　　　「わははひろば」から「濱田屋」まで買物

　をしながら歩いていき、交流会では、紙芝居、

　手遊び、歌を歌うなど、子どもと高齢者が一

　緒になって活動をしており幼老連携の取組

　みが始まっています。

・
麟
織 難

灘

蕊篇響

【デイサービス濱田屋】’
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〈閥0．10＞　商店街振興組合を起点としたまちづくり会社によるまち全体の運営管理と、ソフ

　　　　　ト面からハード面を含めた総合的なテナントミックス事業の展開

【事例】＝香川県高松市　高松丸亀町商店街振興組合／高松丸亀まちづくり株式会社

　　香川県高松市の高松丸亀町商店街振興組合の一連の取組みは、医商連携のまちづくりを含め、

　地域の多様な主体が参画したエリアヤネジメントを行う組織を構築し、まちをプロデュースし

　ている先進的なものです。本事例は商店街のテナント管理や建物更新、商店街の魅力をプロデ

　ユースする各種ソフト事業をまちづくり会社が行い、商店街の能力を超える部分を分担化した

　ものです。役割は分散化しましたが、その基調となるビジョンは商店街が描いたものであり、

その実現に向けては時代の流れに即した対応、新たな手法の研究など、次の対応を考えた主体

　的な動きが参考になるのではないでしょうか。

◆不動産の所有と利用の分離によるテナントミウクス事業ヒ q商栗・住宅・医療）の展開一

　　高松丸亀町商店街振興組合では、地域の将来ビジョンを設定し、それに適した店舗を誘致す

　ることにより空き店舗の解消を図ることとし、主として再開発手法で進めていますが、ここで

注目する点は、商店街の希望

する店舗を集めるために、不

動産の所有と建物の分離と

いう新たな手法を用い、新た

に設立したまちづくり会社

が一括して建物を管理する

こととしました。そのことに

より、空き店舗をつくらずに、

商店街のコンセプトに合っ

たテナントを誘致する体制

を構築しました。

　商店街の将来ビジョンで

は、商店街を8っのブロック

に分け、必要な機能を定め、

【将来的な商店街再生のイメージ（高松丸亀町商店街HPより）】

　　　　　　　　　　　　　　　團’一
　　　　　　　　　　　　　　　糖遭櫨題　　　　　　　　　　　　　　　のの　ンかロか　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　ゆみねれぬ　　　　　　　　　　　　　　㌦．猷　臨ゆ蓋’8軒∵一　　　署
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曄盛　　験　、

働鰐翻勢　　冤　　　驕属三二騨

藤鷺7
　凝購聯

　　　　　ロコロ　ロ　コ　ロココ　　　ロロ　ロ　　　のロ　　
　　　　　1●ハード事業とともに、丸亀町1
　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

共同化できる店舗を中心に再開発事業を進めそいます。第1期のA街区では、商業機能と居住

人口増加のための住宅機能の導入を行いました。第2期のC街区に、医療モールが建設される

予定です。国や市の支援を受けながら、全体のまちづくりビジョンの実現に向けて段階的に整

備を行っていることも特徴となっています。

◆複数診療科印；干る往診ジステムや相談室設置の取組み　町＼1㌘、．∫烹・ご：∵　　・・で

　　医療モールでは、再開発地区内の居住者への往診システムや相談室を設置するなど、地域住

　民のための「かかりつけ医」を目指すことを目的としています。医療モールには、複数の診療

　科目が入居を予定しています。複数診療科目による、より効果的な医療が提供できる環境とな

　り、地域医療の充実につながると考えられます。
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〈NO．11＞　「中高年にやさ．しい商店街」をテーマに地域に密着した活動によるコンシェルジ

　　　　　ェ活動の商店街での展開

㌦

【事例】＝東京都品川区　中延商店街振興組合／NPO法人バリアフリー協会

　　東京都品川区の中延商店街ほ、「中高年にやさしい商店街」を大きなテーマとして、商店街

　事業を行っています。商店街にほ空き店舗を活用したNPO法人による「街のコンシェルジェ

　（街中サロン）」がオープンし、高齢者のちょっとした困りごとなどの手助けを有償ボランテ

　ィアで対応しています。

　　この事例の特徴は、小商圏（700m以内）という範囲と中高年という客層にターゲットを絞

　り、地域に密着した活動の展開により地域住民の来街率と立ち寄り率の上昇に貢献し、コミュ

　ニケーション度の増加と安全安心度の向上に結びついています。

◇高齢琶帯の内憂誕iを有償ボう｛シテイァが支援する．：噛め昇ン．シエゴルジ≠ユ事業減　2　1☆

　　．NPO法人バリアフリー協会の活動として、街のコンシェルジェ事業があります。高齢者の

　ちょっとした困りごとの解決をく独自のクーポンの利用による有償ボランティアが支援してい

　ます。商店街から700m以内を小商圏とし、そのエリアを限定して利用者及びボランティアを．

　募ったことで中延商店街の商圏内で人が循環するようになりました。

　　　　【街の。ンシ。ルジ。】　　　　　　【中延商店街ホームページよ鮎L＿＿＿一＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単㈱会員　　　　　　響サービス握供
⊂亟蔓）㊤ii鶉醗晶晶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年会費　1000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クーポン綴を購入

＿〆．翻獣唾醤紅霞

◆地域1≒密着：しだ1唖高年←や盗：亡℃商i店街」iQ展開ン

　　商店街では、地域住民が満足することを第一に考

　え、取組みを行い、その結果として、商店街の売上

　が増加するとよいという考え方のもと地域に密着

　した「中高年にやさしい商店街」を展開しています。

　　平成18年度より「50＋（プラス）」（50歳以上の

　意）を標語として掲げ、平成19年11月からは、31

　店舗が中高年のお客さま向けにひと工夫した商品

　を売り出しています。

【50＋中高年にやさ．しい商店街～一店逸品事業

（中延商店街ホームページより）】

　　　　　　　の」r　　　　　　　「響鶉　「
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　　　　巾繍盒レ5礪麟
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〈麗α12＞　「健康」をキーワードにまちづくり会社と大学が連携し、‘健康、子育て、介護な

　　　　　どの相談機能と子どもからお年寄りまでの多世代交流機能をあわせ持つ「街の駅」

　　　　　を設置

【事例】福岡県久留米市　株式会社ハイマート久留米

　　福岡県久留米市のまちづくり会社「ハイマート久留米」の取組みは、空き店舗を有効活用し

　たいが、運営するソフトを持たないまちづくり会社「ハイマート久留米」と商店街が、地域で

　「健康」に関わる取組みをしたいと考える大学と連携することによって、それぞれの弱みを克

服した事例です。これによって、商店街の空き店舗が解消され「まちなか保健室」の来訪者に

　よる人通りの増加と客層の変化、地域住民の健康の向上といった効果が期待されます。

◆まちつぐり会社による受け入れ基盤の整備∬　♂♪

　　街の駅「一番街プラザ」は、・久留米市のまちづくり

　会社「ハイマート久留米」が商店街の空き店舗を取

　得・改修（受け入れ基盤の整備）し、運営について地

　域貢献の取組みを展開したいと考えていた地元の看

　護学系の大学「聖マリア学院大学」と連携して実現し

　たまちづくり会社によるエリアマネジメントです。

　　街の駅の整備の取組みを進めるにあたっては、商店

　街で設定した医商連携によるまちづくりのビジョン

　にそって、受け入れる相手側にとって活動が成立する

　要件に合致する場所で、空き店舗の取得整備を行うこ

　とによって受け入れ場所を確保しています。

　　したがって、商店街の持つ特徴（商圏や客層、交通

　条件をはじめとする立地特性など）の情報提供、医商

　連携をしたい相手の進出条件の把握とそれに適した

【街の駅「一番街プラザ」とまちなか保健室

　　「ほっとステーションマリア」】

受け入れ環境を整える準備（商店街の空き店舗や空きテナントとの調整等）といった、受け入

れる商店街のマネジメントカ（調整・管理能力）を整える必要があるといえます。

◆大学との運跨による総合酌な相讃機能φ充実　、、∫．．　げ　ゴ。鑓ど賦『二　　1ゴ、屍ジ・

　　街の駅には、聖マリア学院大学がまちなか保健室「ほっとステーションマリア」を設置し、
　　　へ
　看護学部という特性を活かした子育て支援から高齢者健康相談、生活習慣予防、心の悩み相談

　まで幅広い相談に応じる機能を導入するに至りました。

　　商店街に進出を希望していた大学と商店街のマッチングにより、双方の負担を軽減する

　　「・i岬・の関係」が構築され、地域に総合的な生活充実型サービスが提供されることが期待

　されます。

　　　なお同建物の2階には、市の協力により「久留米中央包括支援センター」がテナントとし

　　て入居し、将来的には介護磯能とめ連携も図られる予定で、テナント収益の確保によるリス

　　ク分散も可能となっています。
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〈NO．13＞『 診療所集合ビルとして複数の診療所の誘致により、商店街に隣接した場所で医療

サービスを展開『

【事例】福岡県北九州市サンビル（診療所集合ビル）

　　福岡県北九州市八幡西区（黒崎地区）のカムズ通り名店街の近隣に診療所の集合ビルとして

　「サンビル」が立地しています。複数の科目による診療所となっており、異なる科目が連携し

　て総合的な医療サービスの展開を行っています。

　　周辺の商店街に来院者が買物に出かけるなど、回遊性が創出されているという効果が現れて

　います。

◆複数の診療所による÷体的な医療サヲビスの提供㌦．

　　平成4年に開業した外科、歯科、婦人科、眼科、内科、

　胃腸科の診療所と調剤薬局で構成される集合ビルで、商

　店街の一角として1Fには商業施設が入居している。診

　療科目については、ビルのオ「ナーが地域周辺に立地し

　ていない科目の誘致を行っています。

　　レントゲンとCTの医療器具は共有で使用している

　など、診療所間の連携を行っており、地域にとって一体

　的な医療サービスを提供しています。このため、入居さ

　れる診療所は、共有できる医療機材の購入は必要なく、

　開業時の負担は軽減されています。

　　閉院などで新たに入居するテナントを選定する際は、

　これまでの通院患者のために患者ニーズに見合うよう

　なるべく同じ科目を入居させるなどして、地域医療体制

【「サンビル（診療所集合ビル）」】

を損なうことのないようコンセプトを持って自らコーディネートを行っています。

◆来院恵め商店街ぺの二進些＼｛1摂一1罷掌1：箸．滋ピ　’「陸ン　＼ヒ1「険三コ肉

　　ビルの入口は、バリアフリー化されており、歩きやすい環境を整備し、近隣の商店街に気軽

　に行けるよう、診療待ち時間や診療前後の時間を利用した商店街への回遊の創出につながって

　います。

　　近隣で営業する商店では、高齢者の来院者が来店するケースが多く店内での病院談義を他め

　お客さんと話して喜ばれることもあるようです。
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〈閥0．1．4＞商店街の「女将さん』たちによって結成され年子育て応援団などが中心となり、「人

　　　　　にやさしい商店街づくり」をめざす

【事例】愛知県名古屋市　NPO法人子育て支援のNpbまめつこ／柳原通商店街振興組合

　　柳原導商店街振興組合は昭和37年に出来た歴史ある組合で、愛知県では一番目に古く全国

　でも二番目に古い組合です。毎年8月に実施している夏祭りは数万人の人出で賑わうものの、

商店主の高齢化もあいまって空き店舗が急増するなど商店街の活気が薄れつつあります。

　　柳原通商店街では、再び街に活気を取り戻そうと様々な活動を行ってきました。そうした中、

子育て支援をしているNPOまめつこから、空き店舗を利用して子育て支援施設を開設できな

いかという打診が商店街振興組合にあり、平成15年に「遊モア」が誕生しました。

　　NPOまめつこが商店街を開設場所に選んだ理由は、

子育て中は社会から閉ざされてしまうこと（公園、スー　　　　　　　　【遊モア】

パー、家庭のみの生活）から、多種多様な人々で構成さ

れた商店街が環境として最適として考えたということ

でした。．

　当初、開設に際しては、商店街サイドからは子育て支

援施設についての疑問の声、例えば、「NPOて何？」

「非営利で家賃やスタッフの給料支払えるの？」「お金

を払ってまで子育てする人がいるの？」「商店街にとっ

て何もメリットないのではないか？」等々の意見が非常に多い状況でした。

◇商店街φ女将さん会、『F・Fてふふ）の会」による子育て支援φ応援と活動の展開　　爵認・

　　しかし、その後、多くの親子連れ（母親）が商店街を訪れることによって客層が広がり商店

　主の意識が変わってくるとともに、NPO重めっこの理事長が商店街の女将さんたちに子育て

　応援団づくりを熱心に呼びかけた結果、女将さん会「F・F（ふふ）の会」が結成され、現在、

　強力な子育て支援サポーターとなっています。具体的な活動として、人にやさしい街マップづ

　くり、商店街と子育て世代をつなぐ冊子づくり、商店街をあるくイベントでお店を知ってもら

　う活動等を行うなど、まちつく駐活動の中心的な存在となっています。こうして、商店街関係

　者も「遊モア」の事業への理解が徐々に深まり、様々なボランティア活動にも積極的に参加す

　るようになってきました。

◇各種支援施設（夜間保育ぐ高齢者交流等）・と、の連携み課題1

　　　「遊モア」の開設後、平成16年に夜間保育の「引返仔（ま

　さとこ）」、平成18年前高齢者やニート等の集いの場「リト

　ルターン御土居士（おどいした）」（「遊モア」に隣接）がオ

　ープンするなど、他の商店街にない施設が出来上がりました。

　今後は、「遊モア」、「雅寿仔（まさとこ）」、「リトルターン御

　土居士」、「柳原通商店街」の四者が連携して共同事業を実現

　し、商店街の活性化を図ることとしています。

【リトルターン御土居士】
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第4章　医療・介護・畢育て支援の閥係者にとってのr医商連携』によるまちづくり

　第3章において、第1に、「医商連携」によるまちづくりを実施することによって、どのよ

うな効果が達成できるのか、第2にそれを達成するために、おもに商店街の方からみて「前念

連携」によるまちづくりを進めていくうえでの外部環境はどうなのか（資料編：資料2「医療、

介護．子育て支援に関する外部環境分析」参照）、第3にその実施にあたって商店街等の経営

資源と照らし合わせ、どういつだ意思決定を行っていくべきなのか、そして第4にその意思決

定プロセスでのチェックにおいて、どのような課題が発生し、その課題を解決するにはどのよ

うな方法があるのかといった点について述べてきました。

　しかし、「医商連携」によるまちづくりの成功は、商店街の連携先である医療機関、介護施

設、子育て支援の関係者の相互理解と協力を得ることなしには達成できません。本章では、そ

うした方々にも理解を深めていただくため、まちづくりの原点に立ち戻り、「医商連携」によ

るまちづくりが何を狙っているのか、一緒に考えてください。その理解が「医商連携」による

まちづくりを成功に導いていくための最大の成功要因なのです。

1，地域の罪すべてにメリットを与える「医商連携」によるまちづくり

　繰り返しになりますが、医事連携によるまちづくりは、商店街の方々と医療、介護、子育て

支援の関係者との互いの理解と協力があってこそ実現するまちづくりの一つの方法です。まさ

に「win酬inの関係」を構築することによって、互いにメリットが生まれてきます。例えば、

開業を考えておられる医療関係者からみて、開業したいと考えている地域がどういつだ人たち

がどういつだニーズをもって生活しているのか、地域の状況に明るい商店街の方々とコミニュ

ケーションすることによって、より理想的な地域医療を展開できる．可能性が広がってきます。

　また在宅医療や在宅介護に熱意をもっている医療関係者にとって、地域のバックアップがあ

るかどうかによって、在宅医療への取組み方も変わってくるかもしれません。地域全体での見

守りの体制があることで、取組みがスムーズに展開できることは容易に考えられます。

　子育て支援についてみてみると、幼稚園や保育所以外で、子育て支援を必要としている方々

自らがNPOという形の組織を立ち上げ運営しているケースが多いように見受けられます。ヒ

アリングなどを通してわかってきたことは、その組織運営の難しさです。行政からの財政的支

援がある間は運営されていても、その後その機能を停止させてしまったNPO組織も少なくな

いようです。組織や運営をうまく進めていくためには、行政の財政的支援がなくなった後でも、

自立していくことが求められます。そのためには独自資金を確保する仕組みを構築する必要が

あります。フリーペーパーやカフニ等の取組みもぞうした独自資金を確保しようするものです。

もし商店街の方々との連携が順調に進められていくならば、経営的なアドバイスやサポート、

さらには連携から生まれる新たな事業モデルの構築などを通して、スムーズな組織運営が達成

される可能性も高くなります。

　さらに介護施設の方々からしても、地域社会との共生の難しさを指摘されています。多くの

地域の方々が、そうした施設が地域の一部であるという基本的理解がなされていないことが、
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さまざまな活動を行う際の支障になっていることも少なくないようです。商店街の方々が意識

断腸浄行い　士め一鶴多ろ1弁檎誇のナ丁々ウ爵けス→っ　石’いのノベーソkLア櫨土了点汽由鴨　繍
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域全体にその輪が広がっていき、地域全体として共生ができるようなまちづくりができる可能

性も広がっていきます。

　さらには、医療、介護、子育て支援の方々の間での連携の輪が広がっていけば、地域として

支え合い、安心・安全で会話の溢れた「まち」を築いていくことが可能になってくるのです。

それは関係者の皆さんが連携という輪に一歩前に歩みだすことなしには実現しないのです。

2．　まちつく夢の慕本的昆方

　今回提案する「医商連窮」によるまちづくりは、様々なまちづくりを展開していくための基

礎に当たるものと位置づけています。まさにまちづくりのプラットホ…ムに当たるものです．

そのプラットホームを形成する過程は、まさにこれまで取り組まれてきたまちづくりの足元を

もう一度見直す機会にもなります。今一度まちづくりの基本に立ち戻って考えてみましょう。

ウ
ム ま蔦つく辱の慕本にもどるう

　まちづくりの基本はその地域に、雇用（活動）の場と生活（居住）の揚、．そして蜀、・物の場とい

う3つの要素がバランスよく形成されていることです。すでに第2章で、現在商店街に対して、

生活（居住）の場と買い物の揚という2っの要素をバランスさせていくことが求められで，・る

ことを確認しています。買い物の揚という賑わいを形成することはまちの魅力を形成するうえ

で必要な点です。特に中心市街地にある商店街ほど、生活（居住）の場の魅力を高めることも大

切ですが。買い物の場として来街者に対して果たす役割はより重要です。ただ、そうした中心

市街地ほど地価が高く、テナント料等を支払っても採算が取れるような業種のお店、例えば、

ファッションやインテリアなどの商品を扱う店舗の構成が多くなっていく傾向があります。と

同時に地価が高いことから、そこに居住する人にとってみると地代や賃料も高く、居住する場

としての魅力を低下させ、生活しやすい郊外へと移り住んでいく傾向もあります。すなわち、

中心市街地において、昼間人口は多く、夜間人口は少ない地域になってきます。そうすれば、

より一層、買い回り品を中心とした広域からでもお客を集客できるお店を集積させる傾向が強

くなってきます。その集積度が高く、魅力的な地域はよいのですが、魅力が低下してくる中心

市街地では、むしろ空き店舗という問題を抱える状況に陥っています。この状態を何とか打開

したいというのが関係者の共通の理解です。

　しかし、第2章でも述べたように、買い物の揚としての魅力を高めていくことは一部の都心

部を除いて、地方の中心市街地でも限界が見えはじめてきています。そこで，生活（居住）の場

という点から商店街を見直すということが求められているのです。地域コミュニティのコアと

しての存在であるという表現で述べられる商店街はまさにそのこのことを示しています。地域

コミュニティをいかに再生していくのか、これが現在の課題として浮上してきています。その

地域のまちづくりを考えたとき、生活（居住）の場の魅力を高めることと買い物の揚としての魅

力を高めること、この2丁目要素をどのように連携させていくのか、これがまさに求められて
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いるのです。『80年代の流通産業ビジョン』（通商産業編）にも見られるように、1980年代か

らの行政の取組みもぞうした視点を明確にしながら、展開されてきていますが、なかなかその

考え方は浸透してこなかったとみることもできます。今回提案している「医商連携」によるまち

づくりはこの生活（居住）の場の魅力と買い物の場としての魅力を連携するひとつの方策とも

言えます。

　もし生活（居住）の場としての魅力も形成できないということになれば、買い物の揚として

の魅力が低下している現在、その「まち」ならびに商店街の再生は難pく牟ってきます。それ

は最終的には、その「まち」から多くの住民が去っていくということになりかねません。ゴー

ストタウン化していくことになってしまうのです。そうなれば、地域住民の方々にとってみて

も、商店街の方々と一緒になって考えていく必要が益々高まっているといって過言ではないで

しょう。また生活（居住）の場の魅力の形成はひいては雇用（活動）の場の活性化へと繋がっ

ていく可能性が高くなってくるのです。

2，2　「医商連携」によるまちづくりは新たな雇用（活動）の場を生み出す

　地域コミュニティの活性化を医療、介護、子育て支援といった生活をベースとした活動を通

して行い、地域の多くの方々の共通理解を深めるとともにコミュニケーションの輪を広げてい『

くことによって、それぞれの分野での新たな雇用を生み出すだけでなく、「医商連携」によるま

ちづくりの土台の上に新たなまちづくり活動が展開され、有機的にまちづくりの連鎖が生まれ

てきます。そのとき、さらに新たなコミュニティビジネスという雇用（活動）の場が形成されて

いきます。高齢者や障害者、児童などの福祉、医療・健康関連、教育、防犯・防災、観望、自

然保全、環境リサイクル、スポーツ振興、国際交流、国際協力、青少年育成、まちづくり、男

女雇用参画事業（子育て）、平和など多様な分野でNPOをベースに活動が展開されていきま

す。まさに地域内で循環するような経済システムが誕生する、そうしたイメージがそこに描が

けます。

　雇用（活動）の場はこれまで、企業活動を通して提供されてきたと考えられます。企業がその

地域に参入し、新たな人材を求めて雇用が促されていく。．そのことが地域経済にとって重要で

あるという観点から、企業や工場をその地域　　　　　　　図表刺まちづくりのaつの場

に誘致したり、企業が参入するための「まち」

としての魅力を高めるといった努力が行政

を含めて行われてきています。特に九州では

自動車、半導体等の分野での新たな工場が建

設され、地域の雇用に貢献してきています。

　もちろん、「まち」としての集積を高める

ために外部から雇用（活動）の場を生み出す

エンジンを取り込むということも重要です

が、その地域内部で新たに雇用（活動）の場を

作り出していくということも大切です。景気

の動向で地域経済が疲弊するといった事態

89

　　　　♂ド

／

1，．　。　晦難磯弊

㍉L鐘（舳磯

㍉
　転㍉

　　幅、、

　　　　、、

〆〆『門昌「㌘晦㍉㌦

　　勲懲謡

　　　地域
、、　　　　一甘　・

　、噸撫婿瓢悪隆礎爵鐸岬婿

　㍉㌦
　　　、㌦
　　　　、、
　　　　　㌔曳

　　　　　㌦
　　　　　　ち
　　　　　　亀

　　　　　　ぎ

塑璽蘂コノ
　　　　　／

　　　嗣！’

　評縛”
，ジ



はできるだけ避ける必要があります。地域経済を安定的に維持していくためにも地域内部で新

たな雇用（活動）の場を形成していくことが望まれています。まさに、生活（居住）の場を活性

化させる過程で、コミュニティビジネスという新しい雇用（活動）の場が生まれ．それがさら

に買い物の場としての魅力の再生へと連鎖し始めていくのです一。

　医療、介護、子育て支援というサービス部門は今後成長が期待されている領域です。サービ

ス経済化が進展している今、そうした分野の広がりを地域内で生み出すことにより、多くの方

に新たな雇用（活動）の場が提供されていくことになります。その地域内で情報、お金といっ

たものがまさに好循環するプロセスを構築することに繋がってくるのです。

　「まち」は雇用（活動）の場、生活（居住）の場、そして買い物の場がバランスよくミックスさ

れることが求められているのです。

「羅：商運携』によるまろづくり

3一｛　まちつく窟君ゴ誰が』「誕に崖「ぐ蔑を』を提供しようとする丁丁？

　2．でまちづくりにはどういった視点が必要なのか、雇用（活動）の揚、生活（居住）の場、そし

て買い物の揚という3つの要素問の関連について説明しましたが、この3つの場のミックスが

どのような状態にあるのかによってその怯ち」の顔が決まってきます。買い物の場が突出し

ているのが、交通の要所に立地している中心市街地でしょう。また生活（居住）の場が突出し

ているのが、郊外などに見られる住宅団地でしょう。

　しかし、「医商連携」によるまちづくりで求めている「まち」の顔はこの3つの場のどれか

が突出したものではありません。まさに、それをバランスさせる、言い換えれば現在求められ

ているコンパクトシティのひとつの「まち」のイメージでもあります。どのような「まち」を

形成しようとするのか、それはまさにまちづくりのマーケティングそのものです。それでは、

このまちづくりをマーケティングの視点から考えるとき、何を考慮しておく必要があるでしょ

うか。これは商店街の方々だけではありません。医療、介護、子育て支援のそれぞれの関係者

にとってみても重要な点です。・一緒に考えてみましょう。

3－1一箋，　スーパーマーケットのマーケティング戦略から「まち」のマーケティングを考え

　　　　よう

　まず考えなければならないことは、「誰が」「誰に」「何を」提供しようとするのか、という

点です。この点をしっかり確認しておくことがまちづくりの戦略を形成するためのポイントに

なります。この点をス…パーマーケットのマーケティング戦略を例とt、て考えてみましょう。

スーパーマーケットは基本的に家庭で料理する食材を販売している小売業態です。そのスーパ

ーマーケットが「誰に」「何を」提供しようとしているのか、その視点によってその企業の戦

略の見方がどのように変わってくるか考えてみましょう。

　一つの考え方は主婦などのお客にメーカーなどの製品を食材として提供し、仕入価格と販売

価格の差をいかに大きく確保できるのかというものです。この考え方からすると．お客は品質
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のよい食事をより低価格で提供してほしいと思っています。そのニーズに応えていくと、次第

に価格競争に陥ってしまいます。まさに現在の小売業界の価格競争はこの点を反映していると

みるわけです。スーパーマーケットにとって品質のよい素材を低価格で販売するにはどうすれ

ばよいのか、ということが重要な戦略課題になります。その課題を解決するために仕入れを工

夫するとか、生産者との連携という仕組みを構築する等のさまざまな工夫をすることになりま

す。

　もう一つの考え方は対象となるお客は同じですが、そのお客が今直面している課題（例えば、

夕食に何を作ろうかといった課題）に対してその解決策（ソリューション）を提供することに

よって利益を得るという考え方です。例えば、この解決策として、献立メニューや食材の組み

合わせを提案したり、料理の下準備を行うといったことを行うのです。すなわち、結果的に食

材を購入してもらうのですが、その食材をどういつだ場面や状況で消費しようとするのか、そ

の使用する場面と食材との関連づけを問題解決策として提案することによって行うのです。ま

た単なる食材に献立メニューや料理の仕方といったものをサービスとして負荷することによ

って、お客により使い易いお店であるといったイメージを形成することもできます。スーパー

マーケットは単にモノを販売しているのではなく、まさにお客が抱えている課題を解決すると

いうサービスを提供しているのです。サービス提供という視点が大切になってきます。

3唖塁．スーパーマーケットは買い物の場からコミュニケーションの場・新たな連携の場

　　　　へ

　それだけではありません。お客のなかには、他のお客に自分の料理メニューや料理法を教え

たいといった人もいるかもしれません。もしそうしたお客の協力を得て、お客同士で教え合う

ような揚（必ずしも店舗内である必要はないかもしれません）が設定されるならば、そこにコ

ミュニティが誕生し、スーパーマーケットが単なる買い物の場ではなく、さまざまな情報を交

換する、あるいはコミュニケーションをする場へと変化していきます。

　さらにはお客からこういつた食材をこうした産地から取り寄せて欲しいといった要望に基

づきながら、お客とスーパーマーケット及び産地の生産者とが連携していくといった新しいコ

ミュニケーションへと発展していく可能性もあります。近年普及してきた「まちの駅」という

取組みはそうした視点をもっています。現在地産地消としていわれるように、その地域でとれ

たものをその地域で消費する、そうした生産者と消費者の顔が見える関係のもとでの生産と消

費の連携が実現していくことにも繋がってきます。

3一壌一3．　スーパーマーケットの例から住民主体・行政参加のまちつく夢の姿が見える

　このスーパーマーケソトの例をまちづくりに置き換えてみましょう。先の例で登場してきた

スーパーマーケットがまちづくりを推進する市町村の行政機関とします。先の第！の考え方か

らみると、行政機関がまちづくりのビジョンを作成し、そのビジョンに基づいて住民等に住み

易いようなハード面でのサービス（例えば、道路の拡幅や舗装などを通じた街並み整備など）

を提供するといった説明ができます。各市町村の中心市街地活性化への取組みはこうした視点
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で行われてきたことは否定できません。いわゆる行政罰が主体としたまちづくりの考え方です。

現在はハード面から次第にソフト面のサービスへとシフトさせ、次第に第2の考え方に近づい

てきています。すなわち、その地域が抱えている問題に対する解決策をサービスとして提供す

るというものです。

　しかし、先ほどのスーパーマーケットの例のように、サ…ビスの提供をお客同士が行うとい

うコミュニティ的場が形成されるようになると、まちづくりでも、同様に次第にユーザーであ

る住民達が住民たちのために、まちづくり協議会、NPO等の組織を形成しながらサービスを

自ら生み出すという取組みが発生してきます。次第に行政側を主体としたまちづくりから住民

側を主体としたまちづくりへと大きく方向転換が図られることになります。

　住民が住んでみたいと思う「まち」にすることによって、他の「まち」との違いを明確にす

ることができるのです。住民主体・行政参加のまちつぐりがまさに形づくられます。医商連携

によるまちづくりも基本的には三民主体によるまちづくりです。ただここでさらに指摘．してお

かなければならないことは、住民同士のコミュニケーションの場ならびに組織が形成されると

しても、それはその「まち」の内側からだけでなく：、「まち」の外側からみて「あのまちはこ

んなまちだ」というブランドを構築していくことが必要になってきまや。まちのコンセプトを

プロデュースするのです．

　現在、経済産業省が中心となって地域ブランドの形成を推進しています。地域ブランドは観

光資源や地域特産品の形成を基本としたものですが、それは同時にまちそのもののイメージづ

くりと連動して、そうした資源の効果も引き出せると考えられます。その点からいえば、「医

商連携」によるまちづくりが地域ブランド形成の一翼をになうものでもあると考えることがで

ロン　ロびユ　

さまヲ。

ひ2．地域資源を髭薩しその線み労わせを考えることから漸たな地域資源に育てよう

飾2－1．　『構を使って』という点も：大切です

　3÷1．で「誰が」「誰に」「何を」提供するのかを考えることがマーケティングの視点からまち

づくりにとって重要であると述べましたが、「何を使って」という点も大切です。この「何を使

って」という点は地域資源に関わっています。自分が住んでいる「まち」をどんな1まち」に

したいのか、その方向性はそれぞれの地域に存在する地域資源によって異なってくるからです。

自分の「まち」にはどういった社会的な、物的な、文化的な、歴史的な、自然的な地域資源が

あるのか、その地域資源をいかに生かせるのか、そのことによって自分たちの「まち」の姿の

有り様が見えてきます。言い換えれば、自分たちの「まちづくり」の軸足が決まります。

　その際「誰に」対して「何を」提供するための地域資源なのかを考えなければなりません。端

的には、主に観光客といった来三者を対象とした地域資源か、それとも地域内の居住者等を対

象とした地域資源かを考慮しなければならないでしょう。もっともその識別は簡単なものでは

ありません。当初はその「まち」の人にとっても来巧者にとっても意味を持っていないと考え

られたものが観光客といった来街者にとって意味をもつものに変化することも十分考えられ

ます。例えば、「まちづくり」で有名になった滋賀県の長浜市の黒壁は伝統のある街並みやそ
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の文化を守るということから出発し、それに「ガラス文化を楽しむ」という新たな要素を加え、

「まちづくり」を行っています。これまで地域内の人がそれほど重要なものと思っていなかっ

た地域資源に新しい視点からそれを再評価し、さらに新しい要素を加え、来示者にとって魅力

ある地域資源に変換しています。この場合、そのまちは観光という軸を中心にまちづくりが行

われていきます。こうしたまちづくりは外部から人を集客することによって賑わいを取り戻し、

その観光客にお金を使わせることで地域経済を維持していくといった役割もあります。

3－2－2．　地域住民にとっての地域資源とは？

　地域資源という点では居住者を中心とした地域内の方々を対象としたものが多いのではな

いでしょうか。例えば、地域内でどこに引っ越すのかを決めるとき、子供たちにとってどこの

校区がよいのか、といった要素を考慮して決めているといったことをよく耳にします。その場

合、教育という地域資源が重要なポイントになっています。博物館、図書館、スポーツ施設等々

の存在が魅力を高めているといったことも言えます。またそうした評判が立つと、他の地域の

方が移り住んでくるといったことも発生してきます。そうした点は、治安がよいとか、診療所

が多数立地している、さらには買い物が便利であるといったことによっても発生してくるかも

しれません。まさにそうした地域資源が「まち」の差別化ないし魅力のポイントになってくる

のです。

　「医商連携」によるまちづくりは、基本的に地域内の居住者の方々にとってそれまでは重要

と意識していなかった地域資源を再評価することでもあります。ここでいっている「医」は診

療所等の医療機関だけでなく、介護施設や子育て支援の機関などを含んでいます。その際、す

ぐ浮かんでくるのが、安心・安全なまちづくりということです。これまで私たちは無意識のう

ちにどこかでそれは保障されているといった気持ちがあったのではないでしょうか？その安

心・安全というのが、今さまざまな形で脅かされています。近年の医師の偏在による地方での

医師不足による患者のたらい回しによる死者の発生の報道がたびたびなされています。これま

で当たり前と思っていた地域資源が消滅していくといった現象が現れてきているのです。

　今地方では小児科や産婦人科の先生が重要な地域資源になってきています。兵庫県の西脇市

で、小児科医がまちからいなくなることを回避するため小児科医の負担をかけないように、「市

立西脇病院小児科を守る会」を地元の母親たちが結成し病気の予備知識やかかりっけ医を持ち、

受診の仕方を改めるよう呼びかけた、いわゆるコンビニ受診の回避の取組みを行った例があり

ます（日本経済新聞、2008年6月18日朝刊）。こうした取組みも立派なまちづくりです。

　また商店街についても、それほど魅力的ではなかったが、それが消滅したとき、毎回遠方ま

で買い物に出かけなければならなくなっているという現実に直面します。車といった交通手設

をもっていない高齢者の方々にとってその地域内で食材を調達できないといった事態、すなわ

ち、「食の砂漠化」という現象が現れてきます。特に大型ショッピングセンターが登場した地

方都市で、地元のスーパーなどが消滅していき、もしもそのショッピングセンターが撤退した

とき、その地域で買い物する場がなくなってしまうという事態が全くないとはいえない状況が

形成されつつあります。そこでは、お年寄りは買い物についても誰かのサポートなしには生活

できなくなっているのです。
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　さらに、立派な介護施設がまちにできたとしても、入居している方々が「まち」とのかかわ

りを持たず、その施設の中だけで生活していくとすればどうでしょうか？介護施設が商店街な

どの近くに立地していると、施設に入居している方々がちょっと買い物したり、買い物をしな

がらお店の人と話をしたりといった状況があることで元気を保つといったことも考えられま

す。近年デイケアのような介護施設が商店街の空き店舗に入って活動しているところが増えて

きていますが、そうした試みもお年寄りが安心・安全に住める「まち」という新しい視点から

介護施設と商店街などの買い物施設を連携することで新たな地域資源に組み替えているので

す。

　「医商連携」によるまちづくりは、第1に、これまではそれほど重要とは認識されていなか

った地域資源を重要なものとして再認識することによって、第2に、西脇市のように、小児科層

医という地域資源に「市立西脇病院小児科を守る会」という干しい地域資源を組み込むことに

よって、新たな「まちづくり」に挑戦しようとする試みでもあります。

3－3．　「医商連携」によるまちづくりはまちに新しい意味をつける触媒

一

　仮に自分たちの「まち」に歴吏・文化的な遺構があったとしても、それをどれほど重要なも

のか、多くの人々の問で共通の理解ができないとすれば、せっかくの地域資源が生かせなぐな

ってしまいます。そうした遺構が「まちづくり」として重要なものであるという意味づけをす

ることが重要になってきます。すなわち、さまざまな地域資源に与えていたこれまでの意味づ

けに対して、新しい意味を付与する、・あるいは何かを加えることで新しい意味づけをしていく

といったことが必要になってきます。例えば、チ

ョコレートでもバレンタインディという場を形・　　図表4。2新しい慧味づけ

成することで、単なるチョコレートが愛の表現物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IIバレン糞インディ

1購響門門麟撫嚢㌶＿，』
芸・クラフト、田舎料理づくり、漁業の定置網で　　　　　　　　　　i

の魚とりの体験などと民宿を連携させた体験型　　　　　　斬しい麟づけ

修学旅行（ほんなもん体験）を提供しています。農業、漁業、民宿とこれまでもそれぞれに意

味づけがなされていたわけですが、体験型修学旅行という新たな意味づけをすることで、新し

い地域資源に生まれ変わっています。それぞれ別のものが連携することで新しいものに変わる。

そこには必ず新しい意味づけがなされています。熊本市の健軍商店街のぞぱにある二軍暮らし

ささえ愛工房という施設があります。この施設はデイケアといった介護と就学前の子供を対象

とした子育て支援が同じ場所にあり、お年寄りと就学前の子供達が一緒になる場が設定されて

います。それぞれ介護施設と子育て支援施設なのですが、それが同じ揚で交流することによっ

て、幼若連携という新たなコミュニケーションの場として生まれ変わっていきます。

　「医商連携」によるまちづくりは、医療機関や介護施設、子育て施設等と商店街をまちづく

りという新しい意味づけをすることで、安心・安全で、楽しいまちのイメージに変換させるこ

とができるのです。それぞれの機関や施設がそれぞれ目標をもち医療行為や介護サービス、子

育てサービスを提供していくことは基本的なことですが、さまざまな組み合わせを行うことに
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よって、新しい地域資源へと生まれ変わるのです。その新しい意味づけがまさに「医商連携」

によるまちづくりという考え方によってなされるのです。

3瞬．　まちに思い入れのある人材なくしてまちつく晦まできない

　これまで、地域資源、新たな意味づけという2点が「まちづくり」にとって必要なものであ

ることを見てきましたが、それだけではそれぞれの地域の「まちづくり」はうまく展開できま

せん。それは「まちづくり」を進展させるための動力である人材が必要です。まちづくりで成

功しているところは、必ず人材に恵まれています。しかし、その人材は何も特殊な能力が事前

に必要であるということでもありません。「まち」に対する思いがもっとも必要なことかもし

れません。地域資源を新たなものとして認識し直し、新たな意味づけをする、そうした問題意

識を持っている人々がいない限り、まちづくりの一歩を踏み出すことはできません。一人でも

多くのまちづくりに関心を持ってくれる人が登場してくることが望まれるのです。まちづくり

に関心の強い方々が人のネットワークを形成すると同時に、さまざまな地域資源を組み合わせ、

新しい「まち」の意味を発信していくのです。このことによって、こうした「まち」にしたい

というシビックプライド（街の誇り）も形成されていきます。

　まさに、地域住民を代表する関心のある方々がどのように「まちづくり」に主体的に参加し

ていくのか、この点がまちづくりにとってもっとも重要な点です。「医商連携」によるまちづ

くりも、商店街、医療機関、介護施設、子育て支援の方々の中からよりよい「まち」にしてい

こうというコアグループを形成していくことが、まずもって必要になってきます。そのために

は「まち」の問題を共有していくことが大切です。「まち」のあり方は最初に誰かが描くもの

でも、また描けるものでもないのかもしれません。もちろん、1この指とまれ」といった漠然

としているかもしれませんが、ビジョンは必要かもしれません。しかし、そのビジョンもまち

づくりに参加している人たちが取り組む中で徐々に明確に形成されていくものと考えた方が

よいでしょう。それぞれの人、またそうした入が属している組織が互いに補完し合い、連携・

協働して活動することで「まちづくり」に命を与えることができるのです。

　まちづくりは、それぞれのコミュニティの場を形成していくだけでなく、それぞれのコミュ

ニティを連結する集い、語らう場の形成へと繋げていかなければならないのです。「医商連携」

によるまちづくりは、そうした集い、語らう場のプラットホームとして商店街に求めています。

生活支援の拠点としての商店街を再生することで、地域だけでなく、商店街それ自体の魅力も

再生していくのです。

　「医商暫定」によるまちづくりという取組みによって、第！に高齢者になったとしても、そ

の地域に安心して住み続けることが可能な「まち」を形成することができ、第2にそこには入

と人との交流の場があり、多様なコミュニケーションが形成され、歩行ないし自転車で移動可

能な「まち」を形成することができ、第3に地域内でコミュニティビジネスといった住民が住

民のために展開するビジネスが循環する仕組みをまちづくりの一貫のなかで構築するといっ

た、より詳細なまちづくりの姿を描くことが可能になってきます。
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曝、　「医商連携」によるまちつく夢の狙い

燐一1．　医痴ま特灘なものというよ琴執たちの醗々の暮らしの中の一部になっています

飼一鷹．医療機関との関係は短期的関係から長門断継続的な関係ヘシフトし℃います

　私達は医療機関を急性の病気で短期的に利用するということも多いですが、次第にメタボリ

ソク対策に代表されるように慢性的な病気あるいは病気にならないように予防するという視

点で利用する比率が増加してきています。急性の病気の場合には、私達の生活と医療機関との

関係は短期的な関係ですが、慢性の病気の場合は、長期的・継続的な関係のもとにあります。

それだけではありません。その入の健康を回復するというこ之は何も治療のみで達成されると

いうことではありません。それはさまざまな入との交流を基本とした日々の生活の中にあって

可能になってきます。まさに、人々が健康を回復するためには、医療機関と地域が逮志してい

くことが益々求められています。そうした状況変化のなかで、医療機関は特別な場所というの

ではなく、私達の日々の暮らしの一部になってきています。

断礎2．　治療から予防への饒蕪転換（癖人かも生薫養への認識転換〉

　平成19年度の『厚生労働白書』によれば、一人当りの老人医療費は高齢者の健診受診率及

び高齢者就業率が高い都道府県ほどある程度低いという傾向があることが述べられています。

現在の健康を定期的にチェックし、しかも生きがいをもって活動できるような働く場が用意さ

れることによって、老人医療費が抑制される可能性が高いわけです，，治療から予防へという視

点転換がより一層医療機関と地域との連携を強化していくことが求められています。どのよう

にすれば、定期的な健康チニックをすることができるのか、またどうずれば、高齢者の活動で

きる場を提供できるのか、そうした問題を個人の問題としてではなく、地域の問題として考え

ていかなければならなくなってきているのです。例えば、商店街の一角に「まちなか保健室」

（福岡県久留米市一番街）といった場所が用意され、健康相談に対応したり、また高齢者の方々

がこれまで培ってきた技能を生かせるような場、例えば、地域で活躍している「シルバー人材

センター」や商店街の一角に誕生している「まちなかコンシェルジェ」（東京都品川区中延商

店街）（事例集NO．11参照）のように、電球の交換とかさまざまな依頼に対して対応できる場

を設定することで高齢者の働く場もある程度確保ができる可能性があります。

　このようにみてくると、病院へ来院する高齢者を単に何らかの病気を患っている入として捉

えるのではなく、健康の回復という視点からみても地域で生活を行っている生活者として捉え

ていく必要があります。
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4－1－3．病人を抱える家族をサポートする医療という考えが必要

　もちろん、医療が私達の日々の暮らしの一部であるということは、病気になっている人だけ

を指していっていることではありません。それは病気になっている人だけでなく、その人をサ

ポートしている家族も対象になってきます。家族をサポートする医療という考え方も必要です。

家族が病人を十分にサポートできないのであれば、それは地域が支え合う仕組みが必要です。

例えば、在宅介護のサポートがそれにあたります。急速に高齢化が進展するなかで、高齢者が

住みなれた地域で、自立した生活ができるように、社会全体で支えるものとして平成12年に

介護保険制度が発足し、その後平成18年4，月に介護予防という視点で一部改正されています。

例えばそれまでは洗濯するというサービスに

しても、一緒に洗濯物をたたんだりすることに

よって自立的支援を促すようなサービスに変

化しつつあります。在宅介護を基本とした．、よ

り地域に密着したサービスの提供という考え

方が採用されています（資料編：資料2「医療、

；　図表4・3高齢者の地域での安心・安全な生活　　　　；

1　　　　　　　　介護サービス　　　　　　　　　1

；　　　　　　　　地域ケア蟷舗の確立　　　　　　　　1

地域での見守り 在宅医療

介護、子育て支援に関する外部環境分析」参照）。L＿一＿＿＿＿．．．一．一一一一．一＿＿一＿．一一＿一＿

在宅療養の拠点として、デイケアセンター、訪問介護事務所、訪問看護ステーションといった

機関の連携をはかるというのは当然のこととして、それに加え、地域での見守りといった支援

も必要になってきます。独居老入等に対しては安否確認や配食サービス、日常の買い物サポー

ト等の生活を維持するのに必要な支援の提供が求められています。まさに地域のネジトワーク

の形成がより一層緊密になっていく必要があります。

4－1－4．　急診連携も大切

　もちろん、医療機能を地域に広げることも必要です。現在病診連携といった用語で表現され

たりしていますが、医療の地域的なネットワークの構築も重要な点です（資料編：資料2「医

療、介護、子育て支援に関する外部環境分析」参照）。病院の役割関係を明確にしながら、そ

れを連携していく、いわゆるクリティカル・パスの構築が急がれています。そこでは、患者さ

ん一人一人の情報を共有しながら、医療の重複を避けながら、きめ細かく対応していく必要が

あります。それにはどういった仕組みが望ましいのカ＼考慮していかなければならないでしょ

う。

　こうした取組みも地域そのものが皇霊されではじめてその意義が確認できるのです。地域が

衰退していくと、地域循環的な医療サービスも維持できなくなってしまいます。この循環プロ

セスを維持していくうえでも、地域が再生していくことがより強く求められているということ

は再確認する必要があります。

　また、子育て支援にしても、育児ストレスで悩んでいるお母さん方に対して治療という点で

その問題が解決するわけではありません。対処する方法についての情報があまりに少なすぎる、

また誰かに相談したくても相談相手あるいは寒口を知らないといったことがスムーズに問題
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を解決させていないといラ面があるのかもしれません。こうした問題もやはり地域との連携の

なかでしか解決できないといえます（資料編：資料2「医療、介護、子育て支援に関する外部

環境分析」参照）。

4－2．地域住民にとって商店街は必要ないのか1あるのか？

4－2－1．地域住民は商店街を必要としながら利用していない

　「商店街活力向上研究会」のアンケート結果によると、地域住民が商店街を必要なものとし

ながらも、44％の人が利用していないといった回答をしています。この地域住民の回答のなか

に「まち」の健康の基本的問題が隠されています。それは地域住民の方々が商店街は地域にと

って必要な場である　　図表4－4　　　　　　　　　　　　　　’　，

と認識しながらも、買

い物の場としてはそ　　【日嘆利用する商店街の有無】　　　　　偏霞罰の利刷

れを評価していない

のです・地域にとって　　　洋’　　蹴でド醗ド、r…洋1
必要な場とはさまざ

まな生活支i援の機能

が集積している場の

ことです。すなわち、

商店街は生活支援の

場として必要なので

す。

　しかし、住民等が買

い物の揚としての必

要性をそれほど感じ

譜無…・5三

尉頃脳弓する商店街は鉛る．

廊頃利用する商渚街はない

　　　夢　　　　よく編騰

資料：商店街溺力向上硬究会アンケート結果

ていないからといっても、生活支援の場であるためには、それを維持するためのコストが必要

です。そのコストが、買い物としての場として利用することです。買い物の揚として利用しな

いのであれば、結果として買い物の場以外の必要なものも同時に失っていくことになってしま

1う可能性が高いのです。それゆえ、別の生活支援の機能を発揮する仕組みを考えるか、それと

も「まち」を再生させるなかで商店街などの生活支援の機能を維持していくといった取組みが

必要になってきます。「医商連携」によるまちづくりの考え方は後者の立場をとっています。

’
＝

ピ
、

4－2－2．　「まち」の健康のさまざまな問題とは？

　もちろん、健康を考えると一口にいっても、そこには多様な問題が存在しています。例えば、’

今後特に高齢者の方のなかで、認知症を発症される方が増加するであろうことが指摘されてい

ます。そうした方々が「まち」中で治療をつづけながら、快適に生活していくにはどう．したら

よいのか？また、介護雄牛に入ってしまうと、施設外へ出かけることがなくなり、急速に体力
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低下が現れたといったケースも耳にします。介護施設にいる方でも、施設以外、例えばバリア

フリーの環境が維持されている商店街などでの買い物やお店の人などとの会話やコミュニケ

ーションが、肉体的な、また精神的な健康回復のリハリビになっているといった話もよく聞き

ます。こうした状況を形成していくにはどうすればよいのでしょうか？あるいは、独居老人が

自宅から一歩も出なくなり、安否を知ることもままならなくなってきたといったニュースも流

れています。そうした方々が他の人とのコミュニケーションをはかる場を設定し、会話を楽し

んだりできるようになれば、きっとより楽しい、健康的な生活を送れるようになるのではない

でしょうか。

　もちろん高齢者に関わることだけが問題なのではありません。小さい子供の子育てといった

点も問題です。核家族化するなかで、転勤などで新しい場所に移り住んだとき、その地域の方々

とどのように子供を通してコミュニケーションをすればよいのかといった問題やいわゆる子

供の公園デビューで悩んでいるといったこともよく耳にします。こうした方々のコミュニケー

ションを提供できるような場づくりも益々必要になってくるであろうし、女性の社会進出にと

もなう子育てという重要な問題も今後益々検討しておかねばならなくなっています。

を2－3，人との翼ミュニケーションの場をつくろう

　どのような健康に関わる問題にしても、それは医療機関ですべて解決するというものではあ

りません。人が健康であるためには、人と人の健全なコミュニケーションの場が形成・維持さ

れていくことが求められます。繰り返しになりますが、「まち」の人たちの健康を守るという

プラットホームからさまざまなコミュニティが形成され、さらにはそれがネットワーク化して

いき、新しいまちづくりへと開花していくことに繋がっていきます。様々なお祭りや行事（イ

ベント）を商店街の方々はこれまで支えてきました。そうした行事を通して地域が一つとなり、

みんなで楽しむという場もこれまで形成されてきました。そうした点を考慮すれば、人々のコ

ミュニケーションの場づくりとして、商店街も巻き込んだ形でのまちづくり形成であることが

望ましいと考えられます。

　「提案はわかるけれど、できるはずがない」といった気持ちでいるかぎり、何も解決はしな

いのです。むしろ、「どうやれば実現できるだろうか」と前向きに思考していくことが必要で

す。本格的なまちづくりを進めていく基礎は、まさにその「まち」に住んでいる方々の健康で、

楽しく、快適に生活できる環境や場づくりだと考えられます。そのためには、様々な方々の連

携・協働が必要になってきます。特に、その「まち」で必要なものが買い物できると同時に、

さまざまな方々のコミュニケーションを通してのネットワーク網が張り巡らされることで、よ

り広い視点からまちづくりに取り組める環境もあわせて形成されていくことになります。「健

康」を切り口としたまちづくりは，ある意味さまざまなまちづくり活動のプラットホームの役

割を果たしはじめます。今回提案する「医心連携」によるまちづくりの基本的発想はここにあ

ります。
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第5章　「医商連携』によるまちづくりの推進発展モデル

　「医商連携」によるまちづくりは、これまで見てきたように、まず地域活性化をはかるとい

う視点から商店街の方々が地域で活躍している医療・介護・子育て支援といった分野での連携

可能な団体と共同でイベントを実施することを通して、様々な連携先と多様なイベントや取組

みへと発展させながら、商店街それ自体の魅力づくり、さらには活性化へと繋げていく一つの

考え方です。

　本章では、第3章で述べた「医商連携」によるまちづくりの3つのステップに分けて紹介した

プロセスを踏まえて、より具体的にどのようなイベントや取組みが考えられるのか、その発展

モデルを示すことで、商店街の皆さんに「速球連掬によるまちづくりを進めていくイメージ

を少しでも明確に持ってもらうことを目的としています。

　もちろん、「医商連携」を進めていくにあたっては、それぞれの商店街が置かれている状況

は異なっていますので、商店街の皆さん方に適したやり方で、独自に取組みを実施していくこ

とが望まれます。ここでは、「医商連携」によるまちづくりの発展モデルを示しますので、そ

れぞれのまちづくりの参考にしてください。

　より具体的な例は、第3章で示した「医商連携」によるまちづくりの取組みプロセスのうち、

ステップ2およびステップ3の段階において現れてきます。とはいってもステップ1を無視し

てしまうと薪たなイベントや取組みをうまく展開し、さらに発展させていくことが難しくなっ

てきます。それは、商店街としてのまちづくりビジョンがないまま成功する可能性は低いと考

えられるからです。商店街としても、まちづくりの明確なビジョン作るということが、大前提

です。

　というのも、今回のヒアリング調査を通して、現在「坐商連携」によるまちづくりを進めて

いる商店街であっても、連携が密に行われているケースが少ないからです。地権者や不動産仲

介業者などの紹介でNPO組織のデイケアといった介護施設や子育て支援施設が商店街の一

角に参画しているといったケースが多く見られました。しかし、そうしたケースでは、その後

の連携事業がなかなか思うように進展していないようです。このため、連携事業を進めていく

うえで、関係者間でうまく合意形成を図りながら、少しずつ発展させていくことが重要です。

　本章では、「医商連携」によるまちづくりの取組みプロセスとその発展プロセスとの関係を

明確にするため、発展プロセスを示す場面をステージと名付けています。そして、その発展プ

ロセスが「チャレンジステージ」、「モジュール化ステージ」、「ハイブリッド化ステージ」、「最

終ステージ」とステップアップしていく構図を示し、「提言連携」によるまちづくりに取り組む

方々にイメージしゃすいように紹介していきます．

　なお、この推進発展モデルは、平成21年度以降、実証事業等をとおして随時検証を行って

いくこととします。
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◆「医商連携」によるまちづくりプロセス
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　なお、各ステージの例を提示するため、次ページ以降で示す模式図を示しています。その模

式図は商醐を中心とした繊住民の生活エリアを想定し、○で示している巌は・学

校などが立地する徒歩もしくは自転車でアクセスが可能な範囲としていますので、中学校区く

らいの範囲を想定してみてください。なお、商店街によってはそのエリアがそれ以上に広い場

合もありますが、・ことで示す模式図を拡大させて考えてみてください。

●模式図の見方

小・中学校

病院・診療所 病院・診療所

十

文

十

およそ徒歩、自

転車でアクセス

できる範囲

X
警察署

〒

小・中学校 郵便局

※〈＝⇒は瀧街と施設の連携や鰍ごとの連携など・つながりを示すもの航
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1、　チャレンジステージ

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
レチャレンジステージは、「医」と「商」でまちづくりのビジョンが共有され、「医商連携」に；
ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1本格的に取り組む最初の場面（ステージ）です。このステージでは、商店街を含むエリアに立地1
じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1する病院、診療所、介護施設、子育て支援施設等の中から、連携が可能な団体を探す、あるいI
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
lは連携を申し出てきた施設や団体との合意を経て、個別に連携を目指したイベント等の開催を；
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

；計画・実施していく段階です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II

一一一一一一一一一椰轍一一一一一一一一一一■一一一一一一一一一一厘一鱒隅階一”r一一一薗＿＿＿一＿學一一μ口口＿＿一＿．璽一一一＿＿＿＿＿一一一隔剛隔需一＿■＿＿＿＿＿卿一1

　商店街の方からみて、周辺の医療・介護・子育て支援施設等のなかで、連携に意欲的な施設

から取組みをはじめます。取組みの内容は、双方の普駿の活動や取組みをうまく活用しながら、

医療・介護・子育て支援施設が実施する行事に商店街が協力するタイプ、あるいは商店街の販

売促進のイベントに医療・介護・子育て支援施設が参加するタイプが考えられます。このほか、

両者の協力によりイベントを開催するなど、通常は実行できないことでも連携することにより

可能となるものも考えられます。

　イベント等の開催は初めての試みということになり、試行錯誤となることが想定されますが、

いろいろなパートナーと連携をとってチャレンジしてみてください。実績を積み上げて次のス

テージに進んでみましょう。

r

図表5－1チャレンジステージ

馳［ヨ

①

イベントの実施

①健康イベント

②食育推進

’③交流イベント

④地産地消イベント

②

・［iヨ

⑧

④

巨］［ヨ

㊦

子育て支援施設

①．

介護施設

、．．ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
陸商店街と団体等が連携するイベントの例1

ト診療所等との連携よる健康づくりフェアl

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
I・学校との連携による「お弁当の日」　　　l
I　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

ド子育て支援NPO警守する商店街のブリl

l一マーケット　　　　　1
卜高齢者交流施設と連携し勧ラオケ大会1

卜生産者と商店街で地元の食材を販売するl

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l地産地消イベント　　　　　　　　　　　I
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一」

104



チャレンジステージの具体的発展イメ」ジ（例）

①健康イベント

・診療所等との連携よる健康づくりフェア

　　商店街のイベントとして健康づくりフェアを開催し、健康相談コーナーを設置することにし

　，ます。そのときの講獅として、商店街の近所に開設している診療所等の医師・看護師に来ても

　らいます。健康フェアに来たお客さんは、日頃から気にかかっているちょっとした健康上の不

　安を医師・看護師に相談し、アドバイスを受けます。このように、商店街と診療所が連携する

　ことにより、地域住民が健康相談に診療所を訪れる機会が増え、地域の人々の健康増進に役立

　つとともに、商店街にとっては、身近に相談できる医師・看護師のいる「健康なまち」を印象

　付けるといったメリットもあります。診療所にとっても、近隣の住民がどのような年代層で、

　どういつだ健康の不安を抱えているのかを知ることができ、それぞれのイベントの参加者がメ

　リットを受ける「win－win関係」を構築していくきっかけになります。

　　たとえば、鶴見銀座商店街（事例集NO．14参照）では、スタンプ事業のPRのため医療機関

　MAPを作成して、医療機関との連携を深め、販促イベント等で医師・看護師による健康診断

　を行っています。

②食鶏推進

・学校との連携による「お弁当の日」

　　商店街と小・中学校が連携し、月に1度「お弁当の日」を開催します。「お弁当の日」とは、

　食育の実践手法のひとつで、子どもたちが自分でメニューを考え料理をして、学校に持って行

　きみんなで食べる取組みのことです。子どもに調理技術が身に付くだけでなく、家族の会話が

　増えたり、給食の食べ残しが減ったりという効果があります。

　　　「お弁当の日」のお弁当メニューは、子どもたちに考えてもらいますが、1つだけルールを

　決めます。それは、お弁当のおかずのうち1つは、商店街で購入した食材を使用して持ってい

　くことです。近年、郊外の大型スーパーで買物を済ませてしまう家庭が多いため、商店街を知

　らない子どももいます。そのような状況において、月に1回でも、自分で商店街に行き、食材

　を購入することにより、商店主とコミュニケーションをとることができます。また、素材を扱

　う商店では、子どもたちが食材を買いに来たら、その加商がどこで作られ、どのように料理す

　ると美味しく食べられるのかを教えてあげるととともに、何らかのインセンティブ（例：スタ

　ンプカードやグッズ等の配布）を提供するといった工夫をしてみるのも一つです。そのことで、

　「お弁当の日」以外にも商店街に来熱してくれる可能性が高くなってくることが考えられます。

③交流イベント

・子育て支援NPO等も参加する商店街のフリーマーケット

　商店街で開催されるフリーマーケットに、子育て支援NPO等も一緒に参加します。NPO

が子育てに関連する商品を出品することで、子連れのお客さんがたくさん訪れることが期待さ

れるとともに、NPOにとっては、自らの活動の情報を発信する場として有効に活用し、子育

て支援ネットワークの構築に役立てることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105



　たとえば、長崎市のアンジェラス通り商店街（事例集NO。1参照）では、商店街の販売促進

イベントで商店街の‘片かち平畜で寺樗旛i籍夕弄竃畳「でいスNrP合溝入早苔で東曽kだぶ太キ
　　　　¶　1一→「ドー　　，F→　　一　／ぜ　　亨　　　ノ　、　　ぜ　　1イ　　　、　／、幽！ゾ国曝！、　㎞　｛U一　トー｛　」／　　、　　▼　　　q／　∴　耳　ム　　　）　亀幽ノ　、　　尋　　　［　　　、　『　E　　〆　　　i　　　ゆ　’》　　　L、　　U

にフリーマーケットの出店の依頼し商店街活性化の取組みを一緒に行っています。

・篇齢者交流施設と連携したカラオケ究金

　　高齢者交流施設内で行われているカラオケ大会を、商店街内の特設ステージで開催します。

　高齢者施設に通っている人はもちろんのこと、日常的に商店街に来ている人にも参加してもら

　い、一緒になってイベントを盛り上げていきます。カラオケ大会の入賞者に対しては、景品と

　して、商店街の協力で出してもらった商品や商店街の中で自由に使える商品券とすることで商

　店街のPRにもつながるでしょう。

・茎産者と商農衡で地元の食材を二一する地産字消イベント

　地元の食材を販売する地産地消イベントを開催します。これは、上記に述べたような、健康

つくりフェアとあわせて開催することも、あるいは、「お弁当の日iにあわせて販売をするこ

とも考えられます。地域の人が、地元で採れる食材を知り、それを食べ、健康に元気に暮らせ

る仕組みを作り出す場として、商店街を活用します。好評であれば、「まちの駅」などで常設

化することも検討できます。

　たとえば、熊本市の健軍商店街（事例集NO．2参照）では、地場産品を購入できる店がほし

いという要望に答えて、「まちの駅」を開設し特産品を販売し好評を博しています。

2．　署ジュール化ステージ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

：モジュール（連携の構成要素）化ステージは、チャレンジステージで始まった連騎イベント｝
ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

醇の取組みが継続し、その連携の効果を深め、定期化することによって商店街のファン（参加：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ

i者）の増加、連篶の深度が増すことによるイベントの活性化等が図られる最階です．　　　　i
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　このステージでは、商店街と施設の一対一の連携関係から、イベントなどを共同で実施した

施設や関係者の間で、さらには周辺に立地する施設や関係者との間で新たな連携が生まれてき

ます。例えば、介護施設と子育て支援施設が連携した「幼老連携」の取組みなどが始まるのも

この二階です。その際には、それらをつなぐ人の存在が重要となってきます。

　また、商店街をフィールドにして、地域の多様な資源を活かしたさまざまな取組みを総合的

に行う「まちなかコンシェルジュ」が設立されるのもこの段階にあたります。

　商店街というプラットホームにおいて各種施設や団体が活発な活動を見せる時期でもあり

ます。

　モジュール化ステージにおける取組みは、2つのタイプが考えられます。

！06



（1）イベント等の定期化による商店街内施設の活用

　　チャレンジステージで行っているイベントを定期的に行うことで、団体の活動の活性化が見

込まれるでしょう。その際、イベント開催場所として、あるいは活動拠点として、たとえばま

　ちなかコンシェルジュや食育ステーション、高齢者サロンなどが商店街の空き地、空き店舗を

　活用することも考えられます。

（2）相互連携による新たな取組み

　　商店街と医療・介護・子育て支援施設の関係だけではなく、これらの施設同士が連携した取

組み、たとえば商店街内の介護施設の高齢者と子育て支援施設の子どもがふれあう幼老連携や、

食育ステーションと地産地消の食材を提供する農家との連携などを通して、新たなイベントや

取組みも考えられます。商店街はこの活動に対して、可能であれば、場所や人材などの提供を

行うことが望まれます。

図表5－2　モジュール化ステージ
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モジ≒τル化ステ「ジφ具体的発展イメー：ジく例）認，　　　　　　　　『　　　　　　　“再

（1）イベント等の定期化による商店街内施設の活用

・まちなかコンシェルジュ

　　そのまちに住んでいる人、まちが好きな人など、そのまちや商店街で貢献できる人たちで構

　成する、まちなかコンシェルジュを設置します。「コンシェルジュ」の役割は、お年寄りが電

　球の取替えや商店街や病院までの送迎など、日常生活で困ったときにお手伝いをすることです。

　また、来卜者に商店街にあるお店や公共の施設の情報、商店街で扱っている商品やサービス、

　周辺の埋もれた名所などの資源を紹介し解説したりします。このコンシェルジュを利用するた

　めのクーポン券などを導入すると良いでしょう。
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　たとえば、東京都品川区の中延商店街（事例集NO．11参照）では、街のコンシェルジェ事業

として商店街の空き店舗を活用して街なかサロンを設置し、高齢者のちょっとした困りごとの

解決を独自のクーポン券の利用による有償ボランティアが行っています。

ま纂なか保健峯診療聾

　空き店舗を利用し、曜日や時間を決めて健康相談室を開設（まちなか保健室）したり、診療

所を開設（まちなか診療所）した場合、地域の健康増進に貢献するとともに、商店街での買い

物と健康相談などを…度にできるなどのメリットが生じるものと考えられます。

　たとえば、福岡県久留米市のまちなか保健室「ほっとステーションマリア」（事例集NO．12

参照）では、聖マリア学院大学看護学部と連携し、子育て支援から高齢者健康相談、生活習慣

予防、心の悩み相談等幅広い取組みを行っています。

食育ステーシ叢ン

　商店街が地域で食下活勤に取り組むNP（）等と連携して食育を学ぶための揚を設けます。

　その場では、地元で取れた新鮭な食材の販売、子どもから大人まで活用できるような料理設

備を設けての料理教室の開催、普及啓発のための健康教室の開催、出版物の販売や貸し出し

（「まちなか図書室」）など、商店街を拠点に様々な活動を展開します。

　様々な人やグル…プの活動場所として利用され，食や農業、健康や教育をテーマと気、たグル

ープの交流が活性化されることでしょう。

　たとえば、東京都品川区の大井銀座商店街にある　「みんなの食育ステーション沁大井町｛

では、食に関する各種講座の開催（料理教室、食育教室、健康相談など）、地元商店街とのコ

ラボレーションによる各種イベントの開催、提案、キッチンスペースの貸し出し、おすすめ商

品の展示、販売等を行い商店街と一緒になって活性化への取組みを行っています。

・　子育て支援施設

　　子育て支援のNPOが商店街に進出してきた際に、2階では、子育て情報の発信や相談室を

　設置するとともに、1階でカフェを設置します。カフエを併設することで、子育て支援施設へ

　の相談だけでなく、子どもを持つ母親同士が、気軽に子育てについて情報交換ができるように

　なるなど、たくさんの子ども連れの親子が商店街に集まってくるようになります。利用者をよ

　り多く集めるためには、行政と連携してバウチャー制度の導入や商店街と連携したクーポン券

　の活用なども考えられます。

　　たとえば、東京都板橋区では、乳児をもつ親への子育て支援事業として子育てバウチャー制

　度「すくすくカード事業」を実施しており、赤ちゃんが誕生した子育て家庭に対し、子育て世

　代を応援する利用券を配布しています。区が指定する子育て支援サービス22種類を利用でき、

　子育て中の親が地域社会との様々な「つながり」を生み出しています（東京都板橋区ホームペ

　ージ参照）。

・介護施設

　　商店街にデイサービスセンター等ができた揚合、地域と交流できる空間を共有しやすくなり、
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通所者が商店街や来再考とふれあえる機会を増加させます。

　また、商店街で食材等を調達し、施設の厨房の空き時間等を利用して調理を行い、ボランテ

ィアグループが地域の高齢者世帯への配食サービスを行うなど施設の有効活用を図ることが

考えられます。

（2）相互連携による新たな取組み

・子育て支援施設と介護施設の幼老連携

　　商店街で子育て支援施設と介護施設が近接して設置されている場合には、子どもたちと高齢

　者の交流会等を開催することができます。核家族化が進むなか、日頃高齢者と触れ合うことが

　少ないなかで、子どもだけでなく母親にとっても高齢者との交流により、いろいろな知恵を教

　えてもらったり、子育ての悩みを聞いてもらうこともできます。また、同様に、子どもたちと

　ふれあうことで、高齢者も元気になります。昔の遊びをうれしそうに教える高齢者と、真剣に

　チャレンジする子ども達の様子から定期的な活動へとつながることでしょう。

　　たとえば、香川県坂出市の子育て支援施設「わははひろば」とデイサービス「濱田屋」（事

　例集NO．9参照）とは、商店街のイベントと合わせて不定期に交流会を開催しています。

・食育ステーションによる食育の出前講座

　　食育ステーションとたとえば小学校が連窮し、出前講座を開きます。講座内容としては、自

　分達の手で育て、収穫した野菜を使ったメニューに挑戦し、食の大切さを学ぶと言ったことが

　考えられます。

　　また、地元の骨材を活用しどのように作られたのか、例えば、野菜や果物であれば、栽培方

　法から、収穫できるまで、さらには、食：材の栄養についても学ぶといったことができます。そ

　の後、食材を調理し、食べることまで、一貫した流れで出前講座を行うといたこともできます。

　これにより、作物を作るための農地を提供した農家や食材を提供する商店との触れ合いも実現

　するでしょう。

　　たとえば、大阪府枚方市の牧野本町商店街にある「食育ステーションまきの」（事例集NO．7

　参照）では、子どもたちが自ら収穫した農作物を使って料理をする出前講座も行っています。

3．ハイブリッド化ステージ

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　ハイブリソド化ステージは、これまで商店街とその周辺で個別に実施されていた取組みを複：
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

：合化（ハイブリッド）させ、新たなネットワークの形成と強化を図ることで、より一層の連携1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

！効果の創出していく段階です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　この新たなネットワークの形成は、はじめの陵階ではゆるやかな関係の形成でスタートして

います。当初は商店街が中心となって連携のネットワークを形成していきますが、様々な取組

みを実施することで、新たな組織、例えば、まちづくりの推進主体となる組織であるまちづく

り協議会やまちづくり会社の形成へと発展していくことが考えられます。

　まちづくり協議会やまちづくり会社は、商店街組織もしくは地域で活動するNPOが中心と
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なることでスム「ズに進むと考えられますが、活動内容や構成メンバーによっては、1メインの

メ．ンバーは有志によって構成し、地域の団体や関係機関とのネットワーク拡大、強化を図って

いくことが考えられます6

　まちづくり会社では、これまでの活動に基づき新たなコミュニティビジネスを立ち上げ、ま

ちづくり会社の活動資金を確保するといったことも考えられます。これによって、商店街等の

地域のエリアマネジメントを行うことが可能になり、商店街がまちづくり活動のプラットホー

ムの役割をはたすことになります。

図表5－3ハイブリッド化ステージ

【まちづくり会社のタイプ（例）】．

・まちづくり協議会が発展してま
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ハイブリッド化ステージの具体的発犀イメ∠ジ

〈ネットワークによる組織化〉

①まちづくり協議会

　　商店街が中心となって、地区の自治会や福祉委員会、老入クラブ、小学校PTA、体育指導

　委員など地域で活動する様々な組織、団体が参加する協議会を結成します。構成する団体はそ

　れぞれの目的を持ち、活動していますが、こうした協議会を結成することで、参加するメンバ

　一全員が共通の目的、例えば、地域を元気にするといった目標に向けて活動することができる

　，ようになってきます。連携の活動としては、老人クラブや民生委員、地域包括支援センターが

　中心となる介護予防のための健康体操の実施、子ども会と環境委員による地域をきれいにする

　活動、子育てグループとPTA、青少年指導委員などの協力による子ども祭りなど、団体の活

　動を組み合わせることで新たな取組みを実現することができます。また、直接主催する団体以

　外のメンバーも自由に参加したり運営を支援したりするとより良いでしょう。

　　なお、運営を手伝うボランティアスタッフに対する報酬として、商店街で流通するポイント

　や地域通貨を活用するといった手法も有効です。

②まちづくり会社

　　資金調達の困難性をクリアするとともに、より実践的な事業等のまちづくりを推進するため

　に、行政、商店街、商工会議所、地元企業、金融機関等の出資によるまちづくり会社（株式会

　社組織等）の設立が考えられます。

・再開発事業（高齢者向け住宅、医療モール等）

　商店街で老朽化した建物や未利用の土地・建物を有効活用するために、まちづくり会社によ

る再開発事業を行います。金融機関の協力によって再開発ビルの賃貸床の証券化についても視

野に入れて検討することも一つの方法と考えられます。

　再開発にあたっては、これまでの連携事業を念頭に置きながら、その地域のまちづくりと商

店街の活性化とが両立する形での開発に心がけていくことが求められます。商店街の周辺の医

療・介護・子育て支援の団体や組緯との連携をはかりながら、その地域では見いだせないもの

については、他地域から呼込んでくるといった取組みを必要になってきます。

　例えば、再開発事業によってできる建物などのテナントとしてどのような業種を誘致するか

などの話し合いのなかで、医療施設を集積させるということになった場合（例えば、医療モー

ルの形成等）、必要であれば、医療コンサルタントのアドバイスを受け地域に適した診療科目

を誘致したり、近隣で開設している診療所への入居の働きかけも有効だと思われます。なお、

再開発にあたっては、「土地の所有と利用の分離による中心商店街区再生手法」（資料編：資料

4「不動産の所有と利用の分離」参照）が最も有効と考えられます。

　医療施設の集積によって、他の事業者、団体にも影響することもあるでしょう。たとえば、

小児科の診療所が入ってくれば、子育て支援施設もあわせて入ってくれるかもしれません。高
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齢者の多いまちでは、介護サービス事業者が入居を希望するかもしれません。単なる医療機関

の誘致ということではなく，面としてのまちづくりを行うことに主眼をおいて、他団体や組織

との連携を重視しながら展開していくことが求められます。

・コミュニティビジネスの展開

　社会起業家などが商店街を舞台に、活動できるような環境づくりを行うことも考えられます。

たとえば、高齢者に対するIT講習会の実施、女性の起業支援と子どもの一時保育を合わせた

自立支援事業、ジサイクルや生ゴミからの堆肥作成などのごみ資源の循環に乱するビジネスな

ど、コミュニティビジネスが展開される商店街づくりを行うことが可能になってきます。

　このような地域の特性や人材を活かしたコミュニティビジネスを展開する社会起業家に対

して、商店街やまちづくり会社が支援することで、その地域のまちづくりに貢献するだけでな

渓、商店街の活性化にもプラスの効果が現れてくることが期待できます。

・共通ポイント制度によ登資金確保

　中心市街地で複数流通しているポイントカード事業の共逓化に取り組むことが考えられま

す。そのことによって、その利用範囲を地域の交通事業や信用金庫等の金融機関のカードと連

携させることができるようになります。これによって、中心市街地内の大部分はこのカードー

枚で様々な特典を受けることが可能になります。

　たとえば、カードの1C化によって、健康・医療モールの各診療所等の通院カードとしても

活用できるとか、地元バス：事業事業者と提携してバスカードとしても利用できるといった付加

価値をつけることによる展開も考えられます。この共同化によって、カード事業の扱い規模も

大きくなり、その事務費はまちづくり会社の運営資金の確保にも大きく貢献することになりま

す。

〈まちづくり活動への取組み〉

・一 l暮らしの高齢者に封ずる麗守琴

　　今後高齢社会が進展するに従い、ひとり暮らしの高齢者も増えてくると考えられます。既に

　商店街周辺で活動している介護施設などを活用し、介護や支援の必要な人については、そこで

　サービスを受け、必要でない人も施設に併設する交流スペースで、仲間をつくり時間を共有す

　ることで生きがいを見つけます。また、施設への送迎や面常生活における支援については、ま

　ちなかコンシェルジュが積極的にサポートするとともに、コミュニティビジネスの一つとして

　安否確認システムの導入も図ります。

　　高齢者の日常生活のサポートとして、商店街のポイントカードと、診療所で健康情報を一体

　化したカードシステムを導入し、買い物行動と医療サービスの利用を記録するとともに．健康

　チェックなどにも活用します。

　　このように、地域で活動する様々な事業者、団体などが協力し合って一人暮らしの高齢者の

　生活をサポートする体制が構築されます。

！！2



。畢どもを地域全体で育てる体制

　　まず、子育て支援施設が積極的に情報を発信することで、子育て中の母親が商店街に訪れる

　動機付けをします。施設に訪れた際には、子育て相談だけでなくカフェで同じような母親同士

　だけでなく、上下の年代の母親も含めたネットワークを作り、情報交換に役立てます。なかに

　は、子どもを育てながらも仕事を持ちたいと考える母親もいることでしょう。その人のために

　は、子育て支援施設が窓口となり商店街で活動する様々な事業者との連携により女性が自立す

　るための支援を充実させます。

　　また、商店街にある介護施設と子育て支援施設の交流イベントを実施することで、交流を促

　進ずるとともに、たとえば、まちなかフィールドとする大学の活動や各種団体との交流も行い

　ます。このように、単に子どもの面倒を見るだけでなく、地域全体で積極的に入を育てる体制

　の構築につながります。
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4．最終ステージ

　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ほ

1　最終ステージは、「医商連携」によるまちづくり組織（まちづくり会社等）による活動が軌｛
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1道に乗り、ハイブリッド化ステージの発展形として、同様の取組みを実施している他のまちづ；
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

；くり組織等と連携し、たとえば市域全体へとまちづくりが広域的に連携していくと同時に、地；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i域内における鮭やものが獺する仕組みづくりが構築される鵬で・広域髄携のもと繊i

；の持続可能なまちづくりが進められていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　L一一一一一一一一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

　広域的に連携をとる場合は、それぞれの活動の状況によって、また組織の取組みの状況に応

じた形態とする必要があります。行政には各地域間の連携をコーディネートする役割が期待さ

れます。この段階になると、地域のプラットホームとして、それぞれの商店街が情報の集積と

発信、様々な活動の場を提供することが求められます。：地域全体の商店街が連携することで、

安心して住み続けることが可能な「まち」を形成されます。

例）A市全域
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持続可能なまちづくり
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最終ステージの具体的発展イメトジ

・広域的なネットワーク組織体の構築

　　新たなネットワークを構築した商店街では、それぞれで連携効果をすでに創出．しています。

　このため、それらの商店街同士が互いに手を取りながら時には競合することでまち全体として

　取組みことができます。

　　ある商店街で成功した店主が、他の商店街に移ってさらに商売を展開するなどの商店街の再

　生連鎖や、医療・介護・子育て支援等の不足しているサービスを、他の商店街の協力により補

　完するといったことも考えられます。こうした取り組みを通して、商店街の再生が広域的なま

　ち全体をも再生し結果として活性化へとつながります。また、広域的なネジトワーク組織体の

　構築にもつながっていくものと考えられます。

・地域通貨システムの構築

　　様々な活動を行うために、NPOなどは、ボランティアに対する謝礼として地域通貨を活用

　します。商店街での買い物を促進するとともに、；地域での様々な活動がリンクし循環するシス

　テムを構築します。

　　地域の人々の生活を便利にしたいと考える人は、家事や庭仕事の手伝い、医療や介護施設ま

　での自動車での送迎などに協力するでしょう。環境に興味のある人は、川の清掃作業や、新聞

　紙、空き缶など資源の回収などの環境保全の活動に参加するでしょう。制電への興味から地元

　の農業に関心を持った人は、農作業ボランティアや森林の間伐作業といった活動に携わること

　もあるかもしれません。子育てを卒業した後も、子どもの健全な育成に興味のある人は、子ど

　も達への様々な教室、子ども祭りなどを手伝うことになるでしょう。こういつた活動に対する

　対価として地域通貨を活用します。

　　地域で活躍する人それぞれが、自分達の活動を通じて地域に貢献し、そこで得られた謝礼を、

　別の活動につなげる。つまり、個別の活動ではリンクしない活動であっても、地域を元気にし、

　みんなでまちづくりを進めるという共通の目的でつながっていることになります。

　　こうした地域通貨システムの構築は、地域内でお金やものが本格的に循環する仕組みづくり

　に繋がっていくものと考えられます。
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」

III

事例：地域通貨「げんき」．NPO法人地域通貨ねやがわ（大阪府寝国ll市）

　平成13年4，月、NPO法人寝屋川あいの会の活動と同時に、利用会員と活動会員の間で「感

謝と経費を認め合うツール」として、『ありがとう券』を使用していました。相互に金銭のや

りとりがなく、好評でありました。活動会員に地域通貨が滞留したため、大利商店街での買物

に活用可能とし、また、商店街振興組合に溜まった地域通貨の循環のため、商店街活性化事業

で有償ボランティアへの支払いを地域通貨で行い、地域通貨を循環（活用）させていきました。

　その後、平成．16年9，月1目から寝屋川市全域への展開を図るため、地域通貨『げんき』を

開始させました。発行元をNPO法人地域通貨ねやがわとし運用していましたが、当時の前払

式証票の規制等に関する法律による使用；期間（6ヶ月）により、利用にムリ・ムダ・ロスが生

じたため、特区の申請を行いました。

　平成17年6，月1日より「大阪元気コミュニティ創造特区」がスタートし、使用；期間の撒廃

された地域通貨『げんき』が発行され、コミュニテ孝活動の活性化、地域経済の活性花に寄与

した地域通貨として利用されています。
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用語集

ページ 言葉 説明

1 生活習慣病． 糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症など、生活習

ｵが発症原因に深く関与していると考えられている疾患

ﾌ総称。

1 「医商連携」によるまちづ

ｭり

、「医」（ここでは医療機関だけではなく、介護、子育て、

注N等を含む広い概念）と「商」（商店街を含むエリア）

ﾌ連携を図りつつ、少子高齢化社会に対応した次世代型

ﾌまちづくりへの取組みをさす。

1 病院 20床以上入院施設を有する医療施設。．

1 診療所 19床以下の医療施設（医療法による定義）。ただし、本報

随曹ﾅは無床の診療所（一般に「クリニック」ともいう）

�wし、入院施設を有する診療所は有床診療所としてい

驕B

2 生活充実型サービス 日常生活に密着したサービスで、主に対人サービスを中

Sとする。健康・福祉サービス、育児支援サービスなど。

4 win・winの関係 あるサービスを提供する側とそのサービスを利用する

､、またはあるサービスについて提携しあっているもの

ｯ士が、相互に利益を得、円満な関係で良い結果を得る

ｱと。

4 コミュニティビジネス ：地域の方々が地域の抱える課題を解決する相互扶助型の

rジネス。

5 低炭素社会 地球温暖化の原因である二酸化炭素（CO2）などの温室

�ﾊガスの排出を、自然が吸収できる量以内に削減する

ｽめ、低炭素エネルギーの導入などの環境配慮を徹底す

骼ﾐ会システム。

6 病診連携 地域医療等において、核となる病院と地域内の診療所が

ｨこなう連携のこと。必要に応じ、患者を診療所から専

蛻繧竏纓ﾃ設備の充実した核となる病院に紹介し、高度

ﾈ検査や治療を提供する。快方に向かった患者は元の診

ﾃ所で診療を継続するしくみ。
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ページ 言葉
一一
@　　　　　説明

1

6 地域連携クリティカルパス 急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるよ

､な診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で

､有して用いる診療計画表。診療にあたる複数の医療機

ﾖが、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者に提

ｦ・説明することにより、患者が安心して医療を受ける

ｱとができるようにするもの。内容としては、施設ごと

ﾌ治療経過にしたがって、診療ガイドライン等に基づき、

f療内容や達成目標等を診療計画として明示するもの。

ｱれにより、医療連携体制に基づく地域完結型医療を具

ﾌ的に実現する。

6 NPO Non・Pro丘七〇rganization（英語）の略で、営利を目的とし

ﾈい民間団体の総称。

7 まちづくり会社 地域振興などを目的として設立される公共性が高い会

ﾐ。市街地の整備改善などを目的としたところが多い。

7 コミュニティ施設 公共施設のなかで、地域の社会で日常的に利用される施

ﾝ。社交やレクリエーションなどで住民が利用する公民

ﾙ、住民センター、，集会所などのことを指す。

8 コーディネーター 物事の調整・まとめ役。

9 食の砂漠化（fbod　deserの イギリスで起きている現象。住んでいる地域に食材を購
?ﾅきるお店がなくなり、買い物が不便となり高齢者がr生活することが困難になっている現象。

9 買物難民 「食：の砂漠化」と同じ意味。

11 テナントミックス 中心市街地における商業等の活性化・魅力化に向け、必

v業種の誘致、業種構成、店舗配置の適正化などを図る

ｱと。

14 チャレンジショップ 商店の起業を希望する者が，商店街などから安価な小店

ﾜを（期間限定で）提供してもらい開設する店舗のこと。

n方自治体・商工会議所・商店街などが，空き店舗対策

竦V規事業者の育成などを目的に行うもの。

16 バリアフリー 段差や仕切りをなくすなど高齢者や障害者1ピ配慮をする

ｱと。
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ページ 言葉 説明

19 お弁当の日 2001年に香川県の小学校から始まった取り組み。今では

S国に広まり、小学校から大学まで300校近くで実施さ

黷ﾄいる。西日本地区が多く、東日本地区は少ない。

｣立づくりから後片づけまでをすべて子供たちが行うも

ﾌで、自立を促すため親は手伝わないこととなっている。

H育取り組みの一環。多くの学校からは、親子の会話が

揩ｦ、食べ残しが減ったと報告されている。子供たちの

?椁h止や食糧自給率アップへの期待がある。

20 こども110番（運動） 地域の子どもは地域で守り．、子どもたちが安心して暮ら

ｹる環境を確保するための運動。

20 エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させ

驍ｽめの、住民・事業主・地権者等による主体的な取組

ﾝ。

20 社会起業家 自らの経済的な利益の追求だけでなく、環境や人権問題、

沁メA教育、地域社会のニーズなどに対する使命感によ

ﾁて、自己実現を目指して起業する人たちのこと。

21 ネットショップ インターネット上で広告を出し商品販売やサービス提供

�ｷる、通信販売の一種。

22 デイケア 在宅介護を受けている高齢者や障害者を、昼間のみ福祉

{設に預かり、リハビリテーションや日常生活などの世

bを行うこと。

23 プロデュース 元の意味は、映画や音楽を制作すること。そこから派生

ｵて、まちの個性や魅力をひきだす意味で用いている。

27 1予防医療 病気にならないように未然に防ぐ医療。

34 幼老連携

i幼老交流）

幼児・児童と高齢者が、一緒に生活したり交流したりす

驍ｱと。親の育児負担の低減、幼児・子供に対する社会

ｳ育、高齢者の生き甲斐づくりなどを同時に実現する手

@。「幼」と「老」の双方において相乗効果が期待されて

｢る。

35 地域通貨 限定した地域や共同体（コミュニティ）だけで利用する

ｱとが可能な通貨や、そのシステムの総称。

36 デイサービス

@　　　　　　　　　1

通所介護。在宅生活の高齢者が通所して家族の負担を軽

ｸし、高齢者の孤独感を解消することを目的とする。

41 メタボリックシンドローム 肥満症、高脂血症、高血糖症、高血圧症などの生活習慣

aが重なった症状6
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ページ 言葉 ．説明　　　　　　　　　一一

44 要支援、要介護 介護保険の給付を受けるために、要介護認定のための審

査を経て、介護の必要性と段階を判定する基準。

要支援とは、介護保険制度において予防給付の対象とな

る区分（2区分）。要介護状態とは身体や精神上に障害が
あるため、一定期間継続した常時介護が必要な状態（5区　　　　　　　　　　　　　　　　　、

分）。

45 待機児童 保育所への入所を希望しているが、施設の不足や保育希

望時間の調整がっかないなどの理由により入所できない

でいる児童。

47 NPOバンク NPOや市民団体、個人などに融資することを目的とし

て設立された小規模の非営利金融機関の総称。

51 診療圏分析 病院が開業する際、開業後に予想される患者数の算定を

行なう調査。

54 地域包括支援センター 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安走のために必

要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上

及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、

包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント、総合相談・

支援、権利擁護等）等を地域において一体的に実施する

殺鼠を担う中核的機関として設置。市町村は責任主体。

65 タウンマネージャー まちづくり戦略を立て、全体を統合、管理、推進する「総

合プロデューサー」の役割を果たす人材。
b

73 UD 年齢や身体能力にかかわることなく、すべての生活面に

（ユニバ「サルデザイン） 適合するデザインのこと

74 まちの駅 地域住民や来訪者が自、由に利用できる休憩場所や地域情

報を提供する機能を備え、懲らには地域内交流・地域商

連携を促進する公共的空間。

74 公設民営 地方公共団体が設立し、その管理運営を社会福祉事業

団・社会福祉法人、または学校法人などに委託して施設

を運営すること。

83 コンシェルジュ 元の意味（フランス語）は、アパートの管理人。そこから派

（コンシェルジェ） 生して、ホテルの場合は宿泊客のあらゆる要望、案内に

対応する「総合世話係」「よろず相談承り係」の職務を担

う人、「マンションの場合はフロントで居住者向けの生活

サポートサービスを提供する人のことを称する。
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ページ 言葉 説明

88 プラットホーム 元の意味は、そのまわりの部分よりも高くなった水平で

ｽらな揚所。そこから派生して、階層構造全体の下側・

軏{部分・土台に位置するものを指す。ここでは、様々

ﾈ活動が行われる場としての商店街の役割を示す。

89 ゴーストタウン かつて人間が居住し、都市や集落が形成されたが、集落

?ﾓにある産業の衰退による過疎化や災害・事故などに

謔髑ﾞ去により、無人となった場所。

92 地域ブランド 地域を主に経済的な側面から捉えたときの、生活者が認

ｯするさまざまな地域イメージの総体。代表的なの偉、

ﾁ定の地域で産出される野菜や果物・魚や肉などの生鮮

ﾁ産品やそうした特産の素材や伝統の技術を活かして製

｢される加工食品等の商品、あるいは、特定の地域で提

氓ｳれる温泉地やリゾート地などのサービスのブランド

ﾅある。

95 シビックプライド （イギリス発の概念で）都市への誇りと愛着をもっこと、そ

ｵて自分が都市の一部であるという白樺を持つこと。

108 バウチャー制度 バウチャーとは利用券（クーポン券や商品引換券）を意

｡し、個人を対象にその券を配布すること。．

116 前払式証票の規制等に関す

髢@律：

商品券、ギフト券、プリペイドカード等（以下「商品券

凵v）のうち、一定の要件を満たすものの発行については、

O払式証票法（前払式証票の規制等に関する法律）の規
ｧを受け、同法の規制対象となる商品券等の発行者は、　　　　一

ﾅ寄りの財務局等への届出あるいは登録が必要となる。
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資料1．　「医商連携」に関する基礎データ

1．少子高齢化の実態

【高齢者の状況】

　少子高齢化の実態として、まず、高齢者の状況を把握する。全国の65歳以上人口割合が20．1％

に対し、九州地域では乞32％と3．1ポイント増となっている。九州地域において、鹿児島県、大

分県の両県の65歳以上人口割合は24％以上となっている。

　　　　　　■年齢別割合（車成17年）
　　　　　　　　　0％　　　　　　　　　馳20％　　　　　　　　　40％　　　　　　　　　60％　　　　　　　　　80％　　　　　　　　　100％

　　　　　　　全国

　　　　　　　九州

　　　　　　　福岡県

　　　　　　　佐賀県

　　　　　　　長崎県

　　　　　　　熊本県

　　　　　　　大分県

　　　　　　　宮崎県

　　　　　　鹿児島県

　　　　　　　　　　　・ロ15歳未満人口割合出て5～64歳人口割合ロ65壁以上ムロ割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　資料：総務省統計局「国勢調査」（平成17年）
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資料：，総務省統計局「国勢調査」（平成17年）
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〈参考：人ロピラミッドの変化〉

　国立社会保障・人口問題研究所が2006年末に公表した将来人口推計（中位推計）によれば、戦後

生まれの団塊の世代が80歳を過ぎる2030年には、75歳以上め後期高齢者が2005年に比べ約1000

万人増加するとともに全人口の約20％を占める見込み。2055年には同者（後期高齢者）は全人口の

約27％まで達する見込み。

人ロピラミッドの変化（2005，2G30，2055）一平成1脚中位捲計一
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【合計特殊出生率】

九州地域は、全国値1．32と比べると福岡県を除き、高い値となっている。

■合計特殊出生率（平成17年）
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資料：統計清軸心「人口動態統計」（平成18年）
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2．商店街の現況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

【商業集積地区の商店数・年間販売額】

　　商業集積地区の商店数及び年間販売額は、平成6年を基準とすると、九州地域は、全国値と

おおむね同じ傾向を示しており、年々減少している。

　　商店数では全県が．、販売額では佐賀県を除く全県が減少傾向である。

■商業集積地区　商店数の推移（平成6年を1とする）
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＋熊本県　　一ト大分県　　一宮崎県　　一鹿児島県

一→←長崎県

資料：経済産業省経済産業政策局調査統計部「商業統計表　立地環境特性別統計編（小売業）」

■商業集積地区　年間販売額の推移（平成6年を1とする）
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資料：経済産業省経済塵業政策局調査統計部「商業統計表　立地環境特性別統計編（小売業）」

※　商業集積地区：主に都市計画法8条に定める「用途地域」のうち、商業地域及び近隣商業地域であって、商

　　店街を形成している地区をいう。概ね一つの商店街を一つの商業集積地区とする。一ろの商店街とは、小売

　　店、飲食店及びサービス業を営む事業所が近接して30店舗以上あるものをいう。
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【全国と起州の空き店舗状況】

　平成18年度調査では・九州の空き店舗数（41店舗多い）及び空き店舗率（1．3％伝い）は全国平均

よりも高い。

　　　■全国と九州の空き店舗状況
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資料：平成18年度商店街実態調査報告書（中小企業庁）

【九州地域における空き店舗状況】　　　　　　　　一

　平成18年度調査では、九州地域の空き店舗率が高い地域は、佐賀県、宮崎県、福岡県、大分

県の順となっており、いずれも九州地区の平均を上回っている。

　■九州地域における空き店舗状況
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3．生活充実型サービスの市場規模

【健康・福祉関連サービス】

　健康・福祉関連サービスは、医療サービス、医療機器・医薬品（8．4兆円）、介護サービス（6．7

兆円）、スポーツ・健康維持増進サービス、エステサービス等によって構成されている。

　我が国の健康・医療・福祉関連サービスの市場規模は、約51．8兆円と推計される。所得の向

上に伴う健康志向の高まりと高齢化の進展によ．り、ニーズは着実に拡大しており、産業規模及び

雇用吸収力は一貫して増加することが見込まれている。

○市場規模；

○雇用規模

直近

約51．8兆円

約496万人

→

→

2015年

越66．4兆円

約552万人

出典：経済産業省「サービス産業の革新に向けて　産業構造審議会サービス政策部会

　　　中間とりまとめ」（平成18年6，月）

【育児支援サービス】

育児支援サービスは、次代を担う子供やこれを育成する家庭などを支接するものである。

　男女雇用機会均等法の成立（昭和60年）等を背景として、女性就労拡大により育児支援サー

ビスに対するニーズは拡大・多様化し、女性の社会進出に対する環境整備の基礎が整いつつある

ことからも、育児支援サービスに対するニーズは、今後一層拡大すると見込まれる。

0市場規模

○雇用規模

直近

約3．1兆円

約50万人

→

→

2015年

約3，9兆円

約54万人

出典：経済産業省「サービス産業の革新に向けて　産業構造審議会サービス政策部会

　　　中間とりまとめ」（平成18年6月）

〈参考〉

　健康・福祉関連サービスと育児支援サービスを足し併せた生活充実型サービスの市場規模は、

直近で合計約54．9兆円、また2015年には約70．3兆円に拡大する見込み（15．4兆円、28，1％の

増加）。
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4．医療・介護提供体制の実態．

【人口10万人当たり病院数、一般診療所数、歯科診療所数】

　医療提供体制の実態として、人口当たりの医療施設数、病床数：等を目安とする。人口10万人

当たり病院数、一般診療所数は、全国値と比べ九州地域の平均値は高い。一方、歯科診療所数は、

福岡県をのぞく6県が全国値より低い。

　　　　　■人口10万人当たり病院数（平成18年）
　　　　　　　　（施設）
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　　　　　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　大分県　　宮崎県　鹿児島県

　　　資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」（平成18年）

■人口10万人当たり一般診療所数（平成18年）

　　　（施設）
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　　　資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」（平成18年）

■人口10万人当たり歯科診療所数（平成1＄年）
　　（施設）
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査」（平成18年）
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【人口10万人当たり医師・歯科医師・薬剤師数】

　人口層10万人当たり医師・歯科医師・薬剤師数の総計を見ると、福岡県が561．2人と最も多く

なっている。全国値と比べると、九州地域の平均値は下向っており、宮崎県が427．3人と最も少

ない。

■人口10万人当たり医師・歯科医師・薬剤師数（平成18年）
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□人口約万人当たり医師漁人口10万人当たり歯科医師□人口10万人当たり薬剤師

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成18年）

【人口10万人当たり看護師数】

　人口10万人当たり看護画数は、全国値と比べると九州地域の平均値は多くなっている。九州

地域内では、富商県が最も少ない。

■人口10万人当たり看護師数（平成18年）

　　　（人）
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　　　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「保健・衛生行政業務報告」（平成18年）
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【1人当たり国民医療費（総額）】

　1人当たり国民医療費（総額）を見ると、九州地域は、全国値より高い。特に、長崎県が322

千円と九州内では高くなっている。

齪1人当たり国民医療費（総額）

　　　（千円）

（平成17年）
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　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「国民医療費」（平成17年）

【1人当たり老人医療費】

　1人当たり老人医療費は、福岡県が1，019，650円と全国でも高くなっている。宮崎県のみが全

国値を下回っており、．九州地域内における老人医療費は、高い状態にある。，

國1人当たり老人医療費（平成17年度）

　　　（円）
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　　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：厚生労働省保険局「老人医療事業年報」（平成18年度）
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【要介護（要支援）認定者数】

　65歳以上人口10万人当たりの認定者数をみると、九州地域の平均値は、全国値を下回ってい

るものの、福岡県・長崎県・大分県・鹿児島県の4県は、全国値を上回り、特に、長崎県が多い。

■要介護（要支援）認定者数（平成18年3月末時点）

　　　（人）

　250，000

．200，000

150，000

100，000

50，000
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一一 E幸窄1’1鵠…

福岡県　　　佐賀県　　　長崎県　　　熊本県　　　大分県　　　宮崎県　　鹿児島県

ロ要支援 ロ要介護1 ロ要介護2 ロ要介護3 目要介護4 ロ蔓介護5

資料：独立行政法人福祉医療機構「ワムネット」

（平成18年3月末時点の集計値・「要支援」の集計値には、旧措置入所者数を含む）

■65歳以上人口10万人当たり要介護（要支援）認定者数（平成18年3月末時点）

　　　　　（人）
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福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県．　宮崎県　鹿児島県

資料：独立行政法人福祉医療機構「ワムネット」

（平成18年3月末時点の集計値・「要支援」．の集計値には、旧措置入所者数を含む）
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5．健康・福祉事業の実態

【高齢者（65歳以上）就業率】

　高齢者（65歳以上）就業率をみると、一全国値21．1％より九州地域の平均値は、0．アポイント低

い。最も高い割合の佐賀県は、最も低い福岡県より5．アポイントの差が見られる。

■一高齢者（65歳以上）就業率（平成17年）

　　　（％）
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　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：総務省統計局「国勢調査」（平成17年）

【健診受診率】

　健診受診率（市区町村で行う健診のほか、職場、学校における健診、人間ドック等を含む）は、

熊本県が最も高く、1次いで鹿児島県・佐賀県となっている。全国値と比べ、九州地域の平均値は

低く、特に福岡県は54．4％と低い。

■健診受診率（平成16年）－
〔
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　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「国民生活基礎調査」（平成16年）
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【人口10万人当たり社会福祉法人数】

　人口10万人当たり社会福祉法人数を見ると、九州地域の平均値は、全国値の約1．6倍となっ

ており、九州地域内において、社会福祉法人数が多いことがわかる。しかしながら、福岡県は、

九州地域では唯一、全国値を下回る法人数となっている。

■人口10万人当たり社会福祉法人数（平成18年度）

　　　（法人）
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　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「福祉行政報告例」（平成18年度）

【社会福祉施設数】

人口51000人当たり社会福祉施設数は、九州地域の平均値は、全国値を上回っている。

　　　　　■人口5，000人当たり社会福祉施設数（総数）（平成18年）

　　　　　　　　（施設）
6．0 ｝

4．9

4．6
4．6

九州平均4．1
一一幽’’’’” Rお一一』幽一

全国値3．8
乱

2β ．1 脾

脳

訣

2．0 一」一　一一一＿

1

1

円

1 1 1

1

0．0

　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」（平成18年）
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【老人デイサービスセンタ憎数】

　人口5・000人当たり老人デイサービスセンター数をみると、九州地域の平均値は全国値を同値

である。一番高い数値の佐賀県と低い数値の福岡県を比べると、2．4倍の差がある。

■人口5，000人当たり老人デイサービスセンター数

　　　（施設）
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　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」（平成18年）

※　老人デイサービスセンターとは、「平成18年介護サービス施設・事業所調査」により、

　通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所として把握した数値である。

【特定非営利活動促進法に基づく認証数1

　特定非営利活動促進法に基づく認証数は、全国値乏比べると九州地域の平均値は低くなってい

る。九州地域内では、大分県三三も高い数値となっている。

■人口10万人当たg特定非営利活動促進法に基づく認証数

　（1998／12／01～2008！07／31現在）
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　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

資料：内閣府国民生活局rNPOホームページ」
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6．育児支援の実態

【保育所数】

　保育所数は、福岡県が最も多く、次いで熊本県・鹿児島県となっている。

　　　　　　．保計数（職、8年）

　　　　　　，。1所1

　　　　　　400

　　　　　　200

　　　　　　　0
　　　　　　　　　福岡県　　佐賀県　　長崎県　　熊本県　　大分県　　宮崎県　鹿児島県

　　　　　　　　資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」（平成18年）

【認可外保育施設数】

　認可外保育施設数は、福岡県が最：も多く、次いで、宮崎県・鹿児島県と療っている。

　　　　　　■認可外保育施設数（平成18年）
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「地域児童福祉事業等調査」（平成18年）
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【幼稚園数】

認可外保育施設数は・福甲県が最：も多く・次いで・鹿児島県・大分県となっている◎

　　　　　・幼稚園薮（平成・9鞭）
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資料：文部科学省生涯学習政策局「学校教育調査」（平成20年度1
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〈．医療機関関連の外部環境にかかる分析〉

1　住民の健康意。

ドコ

鞭難i
（＋）

1説破灘盤一澱隷灘無爵慰、・、＿（・）・一一謙繊一瓢論

、、，

団団・1人ロー人当たり病床数
　1㌔肝耐「町、1、細㌔，．≧磁，、撒．1，、羅硲』、Ir，山田疏、．1臨L融帖輪繍囎1

　　　　平均在院日数

「…　　（＋），（・）二〕：滋止＿．1．

［薫蒸連携と医療費抑制の関係］

　：現在、小泉政権下で展開された医療構造改革に基づいた医療費の適正化の推進と生活習慣

　　病などへの予防を重視した政策が展開されています。こうした政策状況において、「医商連

　　携」によるまちづくりは人々の健康を回復させるという狙いもあり、「幽翠連携」の取組み

　　がうまく展開されることによって医療費の上昇を抑制できる可能性が高いと考えられます。

　　その点から、「医商連携」によるまちづくりと医療費抑制との間は正の相関関係が成り立つ

　　ていると見ることができます。

［医療費抑制と一人当たりの老人医療費抑制の関係］

：現在、新たな後期高齢者の医療制度が創設された点からみても、医療費の抑制を達成する

　うえで、一人当たりの老人医療費の上昇を掬えていく必要があるとい．う考え方が示され

ています。
械．．．

［一人当たりの老人医療費抑制と健診受診率の関係］（図1参照）

平成19年度の『厚生労働白書』によれば、都道府県別にみた1人当たりの考人医療費と

鰭診受診率（20歳以半）との間には一定の負の関係があることが指摘されています。図1

に示されているように、九州の各県は比較的顕著にその傾：向を見ることができます。この

ことは健診受診率を改善することによって、一人当たりの老人医療費を抑制できる可能性

があることを示しています。すなわち、早めに健診し、重病になる前に手当てをすること

で、健康を維持していけると考えるζとができます。

、
ビ

16



　図1　都道府県別　一人当たりの老人医療費と健診受診率（20歳以上）の関係
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資舞：厚生労麟猷た臣富房繍憺綴謳『麗属生活墓礎調査』（20弓4年｝、厚生労働書保険局「老人医療事業年報』（20D4年度｝よ4
　　　厚生獺謄敵策続指富髄礁評滴富室作鶴．
｛翻難黙魏晒う凱難曲鞭にお‘ナる齢燗ドッ〃等を含む呼子19年度r駐労働・書』・・87

卜人当たりの老人医療費抑制と高齢者就業率の関係］（図2参照）

：平成19年度の『厚生労働白書』によれば、都道府県別の一人当たりの老人医療費と高齢者

就業率の間にも一定程度の負の相関関係があ．ることが指摘されています。すなわち、高齢

者の就業率が高くなれば、一人当たりの老人医療費は低い水準に維持することが可能であ

るというととです。退職後の働く場をいかに提供できるのか、そのことは高齢者が生きが

いを持ち、結果的に健康を維持していくこξが可能になる重要なポイントです。

図2都道府県別
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［一人当たりの老人医療費抑制と人口当たりの病床数の関係］（図3参照）

：平成19年度の『厚生労働白書』によれば、一人当たりの老人医療費は人口当たりの病床数と

　lEの相関にあると指摘されています。すなわち、入院の医療施設のキャパシティが大きい都

　道府県ほど、一人当たりの老人医療費が高いという関係が成り立っています。特に九州では》

　その関係が明瞭に現れています。

図3（評道府県別　一人当たりの老人医療費と人ロ10万人当たりの病床数の関係
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賛醤：厚生労働省大距官房繍報額「医癒施殺調査」（20麟年），「轟護サービス三三・事業斎調査ま（2⑪04隼）、厚生労働省保険
　　局「老人医療馨同年軽」（20麟年度）．よ9厚生蛍盤省繰険局作臨
駐）　病床数は、癒院の病薩数と一般編の病奪数の昔卦力ら、介融養型医療施設の病床数を誠じたも㊧であ壷．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年度『厚生労働白書』p．88

［一人当たりの老人医療費（入院）と平均在院日数の関係］（図4参照）

：平成19年度の『厚生労働白書』によれば、一人当たりの老人医療費（入院）と平均在院日数

の間には正の相関関係が成り立つと指摘されています。すなわち、九州での一人当たりの老

人医療費が高いのは平均入隣期間が長いことも一因していると考えられます。この点からは

平均在院目数を少なくすることで、一人当たりの老人医療費も抑制できると考えられます。

医療技術の向上と関係しますが、健康管理をしっかり行うことも重要であることを伺い知る

こどができます。
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図4都道府県別一人当たりの老人医療費と平均在院日数の関係
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［一人当たりの老人医療費と在宅等死亡率の関係］（図5参照）

：平成19年度のr厚生労働白書』によれば、一人当たりの老人医療費と在宅等死亡率の間に

は負の相関関係があると指摘されています。在宅で死亡する率が高い地域ほど、一人当たり

の老人医療費が少ないという関係が成り立っているということです。在宅治療や在宅介護が

重視され℃いるゐも、老人医療費の抑制と密接に関連しているともいえます。

図5　都道府県別　一人当たりの老人医療費と在宅等死亡率の関係
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網羅！
　　　　囁　　　　　　　　　　　　　　　1

。薬事法改正孤

［健康志向の高まりと予防医療の浸透と医商連携の関係］

：医療構造改革にともなって、生活習慣病対策として展開されているメタボリックシンドロー

ムの概念が導入されて以降、健康食品や健康飲料の普及ともあいまって、多くの人タが健康

志向をより強く意識しはじめています。こうした傾向を踏まえていえば、’予防医療への重視

という点からみても、「医商連携」によるまちづくりを展開する可能性ならびにその効果は期

待できます。

［医療連携一医療費抑制一大衆薬の販路拡大一薬事法改正と医。連携の関係］

：薬事法の改正にともない、平成21年6月から大衆薬が3つに分類され、主な風邪薬や解熱

鎮；痛剤，さらに洗眼薬やビタミン剤などについては薬剤師以外に大衆薬の登録販売者を置く

ことによって、薬局店以外のスーパーマーケットやコンビニで販売できるようになります。

このような状況はこれまで以上に容易に大衆薬を購入することが可能になり、診療所や病院

にいかずに、風邪等の初期症状において大衆薬購入で対処する人が増加することが予想され、

登録販売者を置いているお店への来店頻度が高くなる可能性があります。

紀、

［医療連携一医療費抑制一調剤薬局のかかりつけの程度の関係］

：薬事法の改正にともない、薬局は競争環境が激化することが予想され、登録販売者が対応

できない、まさに調剤分野の充実をはかるといった戦略的行動を展開するところが現れてく

る可能性が高くなっています。処方箋の管理を通して、お客の囲い込みを行うと同時に、個々

のお客の薬の飲み合わせなどの管理、さらにはその家族の管理まで展開していくような調剤

薬局店が現れてくる可能性が高くなっています。そうした状況はこれまで以上に健康管理意

識が高まり、結果的に医療費抑制に繋がっていく可能性があります。「医商連携」によるまち

づくりという視点からみると、こうした調剤薬局の今後の展開次第では・地域に根ざしたま

ちづくりを展開していくメンバーとして調剤薬局も参加してくる可能性があります。

20



皿　まちなか診

診療科目の偏在

診療科目の重複
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開業医の高齢化1

（＋）

閉院事P

　　　　　　　　　　　　　　　

．ノ医商蘇

十

［医商連携と診療科目の偏在と診療科目の重複の関係］

：現在のまちなか診療の状況は、小児科や産婦人科といった診療科目の診療所やそうした診療

科目をもっている病院が減少しつつあると指摘されています。他方内科といったそれほど初

期投資が大きくない診療科目について特定地域に多数開業され、診療所数も比較的多く、競

争に拍車をかけている状況が見られ始めています。特に開業を希望する医師の増加が予測さ

れている現在、医療業界における競争問題と地域診療のあり方が問われ始めています。開業

を希望する医師が増加する可能性からみると、商店街を中心とした地域に1必要な診療科目

の診療所等が開業されるケースが増加してくることが予想されます。．そして、商店街などと

診療所や病院との連携を強化することでまちなか診療の充実を図ることができるようになっ

てくるかもしれません。

［医商連携と開業医の高齢化と閉院率との関係］

：現在これまで地域診療を展開していた診療所の医師の高齢化が顕著になり、その後継者問題

　が浮上してきています。親子間での事業継承が可能な診療所はよいのですが、後継者がいな

．い診療所はそのままの状態だと閉院していく可能性が高くなります。閉院率が高くなってく

　ると地域診療やまちなか診療体制が崩れてきます。そうした事態に対してどう対処するのか、

　そうした点からみても、「医商連携」によるまちづくりは地域診療やまちなか診療の体制を維

　持していくうえでも必要な施策であると考えられます。「医商連携」の取組みによって、診

　療所の状況などの情報を集約しながら、医師会などとの機関と連携しながら、地域として医

　療を支えることがこれまで以上に可能になってきます。
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［医商連携と病院勤務の状態と病院勤務医師の数および開業医師の数との関係］

：平成19年の「医療施設（動態）調査」によれば、一般診療所のうち、特に無床一般診療所は

年々増加の一途をたどっており開業ラッシュが現れてきています。こうした背景には病院勤

務医師の労働環境が改善されないなか、勤務医師を続けていくことに見切りをづけ、開業を

希望する40代以降の医師の増加が予想される点があります。こうした状況は、結果として病

院などの勤務医師の数の減少と開業する医師ゐ数の増加として現れてきます。この傾：向が現

れるにつれ、商店街が開業する医師と連携していく機会は増えてきます。

図6　医療施設数の年次推移（各組10月1日現在）
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「医商連携と医師会、医療コンサルタントと開業希望医師数の関係」

各県の医師会の状況にもよりますが、開業を希望する医師は現行の開業医との関係を考慮し

て開業を考える必要があり、医師会がその調整役を果たしている面もあります。そうした場

合は、開業を希望する医師にとって、スムーズに開業するという点で医師会の果たしている

役割を軽視することはできないかもしれません。また、開業するとしても、どういつだ場所

で開業するのかといった点についても、医療コンサルタントなどを利用し、市揚調査から依

頼する必要もあり、商店街にとって医師会や医療コンサルタントなどとの連携を図ることで、

商店街の地域の情報を提供するといったことから適切な場所の選定などに協力でき、その地

域の医療体制を整備するという点で貢献できる可能性があります。

［医療モール・ビルと開業を希望する医師数との関係コ

近年、医療コンサルタントやディベロッパーなどによる郊外ならびにまちなかに医療モー

ルや医療ビルの開発が進んでいます。こうした状況は、開業を希望している医師にとって開

業しやすい環境であるといえます。

［女性医師の数と病院勤務医師の数との関係コ

　大学で医学分野に進学する学生のうち女子学生の比率が増加し、3割以上を占める状況に

　あります。こうした傾向によって女性医師の全体の医師に占める割合も増加してきています。

　しかし、女性医師のなかには、結婚後離職する傾向もあり、必ずしも、医師総数が増加した

からといって総稼動医師の数が増加するとは限らない傾向もあります。現在、結婚後離職し

た女性医師への医療現場をサポートする再教育の場が提供されており、その展開次第では稼

動している医師総数は増加する可能性もあります。

［病院勤務環境と研修医制度および地域病院の閉鎖の関係］

：研修医制度が変更になった以後、研修医が自由に研修先を選択できるようになったことから、

　地方の病院などで研修医の確保が難しくなっているところが増加していると言われます。こ

　うした傾向は地方の医療体制ならびに地域医療システムを維持していくことを困難にする

　ひとつの要因として機能し始めています。そうした影響を受けて、特に公的な地域病院が閉

　鎖に追い込まれているところも現れてきています。そうした背景のもと、現在この研修医制

　度の見直しが議論されています。

［地域病院の閉鎖と病診連携の関係コ

　公的な地域病院の閉鎖といった事態が進展している状況で地域における病院と診療所との

　連携を維持していくことが今後益々地域から求められています。地域医療の体制づくりをど

　う展開していくのか、今まさに問われています。大学病院や看護大学などが立地している地

　域では、病診連携を推し進め、地域との連携をさらに強化していくことが求められています。

　各大学病院では地域連携センターなどが設置されているところが多く、そうした機関が地域

　医療の窓口として機能を果たしていくことが期待されています。
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〈介護関連の外部環境にかかる分析〉

（＋）

《＋）

介護予防サービス

（＋1）

烹魍』馬『（百碑介誌・

（一）

（＋

騨襲豪

　　　　　　　　　　　一コ
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［医商連携と介護保険制度（2000）、介護i予防サービス、地域密着サービス、在宅介護i、訪問介護、

ボランティアの関係］

　　：介護を必要とする人たちを社会で支える仕組みとして、1台目12年に介護保険制度が導入さ

　　れ、自宅での介護である在宅介護や居宅介護を積極的にサポートすることが試みられていま

　　す。こ一うした考え方に基づけば、地域で介護を必要とする人たちのサポート体制として、訪

　　問介護体制の構築、具体的には各地域に訪問介護の施設などを開設し、きめ細かく対応して

　　いくことが求められています。現状をみても、商店街の一角に訪問介護の施設が開設された

　　りしてい「るのは、そうした現れとみることができます。

　　また、平成19年度の介護i保険制度の改正により、一層介護予防的な視点が導入され、寝た

　　きりにならないように、地域としても高齢者等の方々を支援する体制づくりが益々求められ

　　ています。そうした状況のもと、・商店街などが地域の取組みとして介護施設や介護支援の

　方々との連携をはかることで、より一層住み易いまちにしていく必要性が益々高まってきて

　い回す。団子4～世代の方々が大量に退職を迎える今日、生き甲斐を求めて、ボランティアと

　　して介護などの支援を行いたいといった方々が多く現れてくる可能性もあり、そうした方々

　の支援の質が高い揚合には、より地域で介護体制を確保することが容易になってきます。商

　店街をプラットホームとして、訪問介護施設やボランティア組織との連携が一層展開されて

　いくことが望まれます。1

C
、
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H　商店街の受入態勢・体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　ロ　　ロロリ　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　旦

［医商連携と商店街の受入態勢・体制の木備と施設特性による地域社会との共生の難しさの関係］

ヒアリング調査からみると、商店街の人たちの中には、介護を必要とする人たちが商店街

の一角に開設されているデイケアの施設等に対して、商店街のイメージを悪くするとか、

商売の邪魔になるといった意識をもっている方々が少なからずおられるようです。こうし

た意識が強いと「医商連携」によるまちづくりを展開しようとしても、その意義を十分理

解できないまま、連携事業が進展しないといったことが起こる可能性があります。

　また、デイケアの施設や介護施設が入居者や利用者の健康管理などを重視するというた

ことから、それらの施設を開放し、地域社会．との交流拠点にするというこどもできない状

況にあります。「通商連携」によるまちづくりを展開していくうえで、まずデイケア施設や

介護施設の特性を十分理解したうえで、その地域に必要とするものを商店街の方々も理解

し、協力しあって、地域を活性化させるなかで、商店街の活性化を検討していくといった

姿勢を持っていく必要があると考えられます。

鷹霧
．一

ﾖ．．．

介護事郭（＋）
三灘鍵楚蕊

介護施設で
・・の不特定多
’－

狽ﾌ來流の

（＋）

嗣諭簿庫霞茎三三望艶聖論，・

（一）

ゴ傘．霧寿包巽嵐歪q鶏離、議

　　ディケアサニビ

臨璽版　i
　　　　　　　　　　　i

一〔藪コi
　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　．r，ヲー一一r－r，一FJ

［医商連携と介護施設数の増加と介護施設問での距離およびデイケアサービスの利用度との関

園
：現在デイケア施設が多く開設されてきています。実際に商店街等、まちなかのデイケア施

設が開設されている地域が増加しています。そうした施設が増加するなかで、それまでは

住んでいる地域から少し離れているデイケア施設まで出かけていた状況が地域内で利用可
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能になってくる可能性が高くなってきます。もちろん、介護保険制度の運用にもよります

が、デイケア施設などが次々と開設されるのに対応して施設を利用する方々の数や利用頻

度が高まっていくことが予想されます。そうした状況で1 ﾍ、商店街をはじめとした地域の

方々がそうした施設と連携して様々なイベント等を展開することで、生き生きとした地域

を構築していく機会が増加してくると考えることができます。

［介護事業者の守秘義務と介護施設での不特定多数の交流の困難さとの関係］

：スペースが広いデイケアなどの介護施設では、地域の方々との交流を押す進める場どして

は魅力的かもしれません。しかし、そうした施設を利用する方や入唐している方々の状況

を他の人に知らせてはならないといった介護事業者の守秘義務との関係からも、不特定多

数の方々との交流を率先して押し進めていくというととは難しい面があります。ときどき

のイベントなどを嗣催することは可能かもしれませんので、デイケアなどの介護施設の特

性を理解して、商店街と介護施設との問での連携を考えてみることはできるのではないで

しょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転．一

IV　介護系のNPO運営

輿・
羅

F7幣一「罵常『甲諏認冒7罵7『一「〒驚r77畑冑「7肝瞭罵＝，7需黒冒一胃一門胃7欝7司［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

騨離煮・、榊鯵入＿（一）

（一）

髄　環一・・ @　　（＋）

1既存機関（社会福祉協議
、論訟縞　　　旧』。・、

　　　　　＋）

諭護輝設2三焦漏、

（一） （＋）

．．公最施設運営の難しさ
鵡浜坦走：管理煮卿厚〉｝討，．這，、． ＼ズ

．
」
＼

［医商連携と民間事業者・NPOの参入、既存機関、介護施設の自立性、専門ノウハウ、公設施

設運営の難しさの関係］

　　＝平成12年の介護保険制度の導入の結果、これまでの福祉に関わっていた社会福祉協議会

　　　といった既存機関だけでなく、多くの民間事業者や関心の高い人たちがNPOの組織を立

　　　ち上げ、’デイケアなどの介護関連の分野に参入してきています。既存の機関からすれば、

　　　競争相手が増加したことを意味しますが、しかし、多くの事業者が参入することで地域の

　　　介護体制は強化されていく傾向にあると考えることができます。しかし、この分野は誰で

　　　もすぐにできるということではなく、専門的なノウハウをもっていないとなかなかうまく

　　経営をしていくことが難しく、NPO組織で運営しているところでは、補助金などといっ

　　　た行政からのサポートがある期間はよいのですが、その期間が終了すると、途端に資金繰

　　　りに困？ているといったところがあるようです。NPO組織での運営や民間での運営でも
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介護施設としての経営の安定をはかっていくことは重要なポイントになってきています。

資金的な支えをどのように形成していくのか、重要な課題になっています。例えば、行政

などの公設施設の運営を民間に任せるような指定管理者制度をうまく活用して、そうした

公設施設の指定管理者になって、安定的な収入を確保するといった活動も併せて展開して

いくといったことが求められています。
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〈子育て支援関連の外部環境にかかる分析〉

1　子育て支援ニーズ

　　　　　　　　　　　　（・）工…

　　　　　　　　　　　　　曝攣誌

［医商連携と子育て支援ニーズの多様化（買い物、家事代行サービス、育児ストレスの親への支

援ニーズ、在宅育児支援ニーズ、育児情報量、高齢者パワーの活用との関係］

：一人の女性が生涯で産む子供の数（合計特殊出生率）が2006年、団塊ジュニア世代の出産期の

ピークでも、1。32と若干回復した傾向は見られていますが、このままでは日本の人口は減少

していくと指摘され続けている状況にあります。こうした少子化時代の状況のなかにありな

がらも、核家族化の進展や自分が住んでいるマンションなどでは住人がどんな人かわかなら

いといった人間関係にも変化が見られるようになってきています。こうした点も反映して、

就学前の子供を抱えている母親が子供の育児にどのように関わったらよいのか、どこに相談

にいったらよいのか、わからないといった状況にあります。

　特に．3歳児未満の子供たちの多くが家庭で母親の手で育児されていることが多く、家庭の

中で孤独な育児になるケースも少なくないようです。子供を育てることで多くの若い母親達

は育児ストレスを抱えているのが実態です。こうした育児ストレスを抱えている若い母親達

のストレスや悩みをいかに解決してあげることができるのか、そうした施設や場が多数開設

されることが求められていますし、在宅育児に対する支援の必要性も高くなっています。親

子が気軽に集える場としてのつどいの広場やファミリー・サポートセンターなどの充実が求

められており、商店街などの場を活用した子育て支援のあり方も検討する意義も高くなって

きています。特に様々な人が集まってくる商店街では、子供同士やその親同士などのコミュ

ニケーションだけでなく、様々な社会の接点とのつながりを構築していくことも可能です。

．今後の商店街と子育て支援に関わる施設や組織との連携が求められていくと考えられます。

また、高齢者との接点がある場合は、育児経験を育児で悩んでいる母親達に語ることもでき、

育児に関する情報量が増えて、育児の対応がスムーズにいく可能性も高くなってきます。

　　また景気後退も反映して、働く場を求めている若い母親の数も多くなってきている状況に

あり、買い物や家事代行といったサービスの充実も求められています。今後女性の社会進出

が進展していく中で、こうしたサービスの充実をはかっていく必要があると考えられます。
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［在宅子育て支援ニーズと在宅乳幼児の子育て支援数の関係］

：現在1働いている若い母親や3歳児以上の就学前の子供をもつ母親にとって保育所や幼稚園

といった子供の教育を行う揚でもある施設の充実が求められています。しかし、そうした施設

に預けることができない子供をもつ母親の場合は、家庭がその子育ての場になっています。そ

れゆえ、1でみたように、母親の育児ストレスや悩みといった問題への対処の必要性も発生し

ていますし、転勤などで住み慣れた場所を離れて新たな人間関係を構築していくことを迫られ

ている母親達にとっては子育てに加えて新たな問題を抱えている現状があります。その点から

みても、就学前の乳幼児を抱える若い母親達の孤独感や悩みを解消し、地域で一緒に子育てを

していくといった取組みが今後一層求められており、その一つとして在宅での育児支援という

必要性も高くなってきているといえます。こうしたニーごにどのように応えていくのか、地域

を活性化させていく上でも重要な検討課題になってきています。

ゼ㍉

皿　子育て支援の受入体制

嵯哨鳳胴酬鵯吼r．騨昂『潤一の．巳■■一晶邑一一塵一一圏騨嘔‘岬一一。一一塵臼印一剛胴”，一■億一－一一一■鳳圏圏一奪

r一一一一
@（・）

黙黙，

を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

iω1　＼＼＼　　i
‘　　　　！　　　（→　　＼　　一1
・轟弓懸禦一二　　雪下纏締・li
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’“｝脚“齢齢’輌’”…識 ｾ．…一’………嶋・…一一…………1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縫肇i難、

、
ノ．

曳

［医商連携と子育て支援施設・組織の不足、保育所のニーズの高さ、女性の社会進出の関係］

：女性の社会進出が益々現れてくる現状のなかで、乳幼児を抱えている若い母親達が自分の子

供たちを預かってくれる保育所といった施設の充実が求めちれています。現在でも保育所に入

れたいと待機している子供達が多くいるという現状をみても、今後ますます子育て支援施設や

NPOなどでの支援組織の充実が必要です。：地域の商店街にとってみても、商店街という場所

の特性をうまく活用することで、こうした子育て支援という取組みを子育て支援施設やNPO
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などの組織を運営している人達と連携しながら、地域の活性化に取り組むことで商店街の活性

化にも連動していく可能性も高くなってきます。

　また新たな子育ての体制を構築していくうえで、．保育所と幼稚園の三保連携といった新たな

連携の仕組みや子育て支援の全国組織などとの情報交換などを通して地域での子育ての取組

みが今後ますます展開していくことが求められてくると考えられます。

IV　商店街の受入姿勢・体制

旧型灘i携、

1．一瓢脚二7蓮1らi

L～＿＿」璽＿｝
　一奪癖轡ρ紫み肇警1：．埣鍬，一＿、

［医商連携と商店街の受入姿勢・体制］

　商店街という場で、空き店舗などを活用した子育て支援を行おうとする場合、商店街を構成

　しているメンバーの方々の意識が小さい子供達が商店街を走り回ったりするので、自分の商売

　の邪魔になるとか、またお店に来てくれるお客にとってマイナスイメージをもたれるのではな

いかといった点にあるとすれば、なかなか子育て支援を商店街の場において展開しようとする

　ことは無理かもしれません。まず、商店街の構成メンバーの方々が商店街のためにも地域のた

　めにも、子育て支援をサポートしょうという共通理解をもつことが必要です。

　　また、子育て支援というのは、必ずしも小学校へ入学する前の乳幼児だけが対象ではありま

せん。報告書でも紹介していますが、小学校や中学校との連携をはかることで、子供達の活動

　の発表の場を提供したり、子供たちと一緒にイベントを企画したりといったような取組みを行

　っている商店街も見られます。そうした第三者的な機関との連携も今後地域活性化という視点

　からも求められてきます。それはさ「らには高齢者との幼老連携といった新たな展開の可能性も

　あり、若い母親が高齢者の方々から様々な子育てに関わる知識を提供してもらう場にも発展し

　ていくことも考えられます。
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V　NPO組織のあり
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馬

［医商連携一子育て支援施設・組織の不足とNPOによる組織化、　NPOの運営の困難さ，事業継

続の意志の強さの関係］1

　：すでに述べてきたようにづ保育所や幼稚園といった子育て支援の施設やNPO等による子育

　　て支援施設が現在不足していますが、現在、乳幼児の預かりといったニーズに対応するため、

　　有志の方々がNPO組織を立ち上げ、子育て支援サービスを展開するところが多数登号して

　　きています。しかし、その組織運営は行政などからの補助金が出ている問はよいのですが、

　　補助金が切られたりするとその運営が困難になっているところも多数あるようでナ。何らか

　　の資金確保が必要になりますが，その前にジ子育て支援というサービスを提供しつづけ事業

　　の継続をはかりたいという強い意志もって組織運営をする心構えが大切になってきます。ど

　　のように工夫をしてNPOの組織の運営をおこなっていくかが、ソーシャル・ビジネスを展

　　開する上での重要な課題でもあります。
曳　．，

［NPOの運営の困難さ一スタッフ確保一ボランティアの限界の関係］

：NPOの運営を進めていくうえで、そのスタッフを確保でぎるかが一つの重要なポイントに

なります。当初は有志が集まり、活動を開始するとしても、それぞれの家庭の事情等により

フルタイムでその組織活動に参加していくということが難しいかもしれません。また、その

スタッフが当初はボランティアとして参加しているとしても、何年も継続してその気持ちを

保ち続けていくということも困難です。ある時点で、何らかの報酬を与える活動として切り

替えていくことも求められてきます。

［資金の確保とNPOファンドの存在，補助金のあり方、独自ビジネス展開の困難さの関係］

：NPOの組織運営を考えていくうえで、運転資金を含めた財務基盤を構築していくことが求

められます。最初はボランティアで活動を展開できるとしても、．しだいに報酬を提供する活
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動へと変化していくことが求められる可能性もあり、資金確保を図ることが必要です。当初

は、行政などの補助金を獲得することはできますが、継続して行政から資金が提供されっづ

けることは難しいです。それでもどれくらいの期間継続して提供されるのか、事業計画を展

開できるような補助金の提供のあり方を検討していくことも必要になってきます。さらには、

子育て支援といった活動を展開しているNPO組織に資金を提供するといったNPOファ

ンドの存在も無視することはできません。ただ、資金を借りるとしても、その資金を返還す

る必要があり，資金計画および事業計画を明確にしていくことが求められます。そのため、

子育て支援を展開しているNPO組織では、カフェを開設したり、クリーバーを作成して広

告収入を確保したりといった様々な活動から独自資金を確保していく工夫がなされていま

す。
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Q◎

ﾌ

一

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律案

　　　　　　　　　　　　　　　（地域商店街活性化法案）

商店街が「地域コミ］rティの填い手」として行う地域住民あ隼活の利便を高ある試みを支援ずる己とによりし

艶話と『体となったコミユヂテイづくりを侭翻し・問店街を活性化・零た結商店街を担う人材対策を壷イヒ。

　1．法案の趣旨

lbシフ峰事菜も含あ走商店街浩動べφ支援を強化る
　　　　　　　ミ　　　　　　　　　ダ　ぱモまヤ
∴、・（取組事例γ　幽、　　評B　　　．。ボ
∴購騰地域尺の茸献＝高齢者・子育て支援、篭配サーをメ　．

1・紬∴地域め　力発信る白扇イベント譜商店街プデンド開発．∴・

O地域の三一ズに沿った空き店舗利用を支援α

0商店街の意欲ある人材を育成帆確保ロ㌦　　虞

O関係省庁撃方公共重体と三士しだ支援ボ 幅『

　　地域活性化に取り組む商店街の事例

【岩内町名店街（北海道岩内町）】
・空き店舗を活用し、『いわない楽座』を設置。地域の特産品を扱う

2．支援策の内容

『アンテナショップ』、お年寄．りや子育て世

代の交流を促進する『コミュニティスペー

ス』や『インターネットカフェ』などを設け、・

地域住民の利便の向上に貢献している。

を四商店街に配置し、オブジェを利用し

たスタンプラリーの実施や、各店舗で　．

『鬼太郎』グッズを販売することにより、

市内外からの来訪者が増加している。

　　　　　　　　　　　　1償塗肩凝翻5四脚を抜：本構充♪
★補助金．・21年度42億円、補助率2／6

　　　　　　　　　（・一20年度：3b億円．補助率1／2）

　　　一　．二次補正安全1安心対筆3億臥補助率2／3．

★税制措置1土地譲渡所得の1500方円特別控除　　一
　　商店街内の遊休土地の譲渡を促進（空き店舗対策），．

・：??燈Z欝欝資繍謝璽鵬
．ρ（．づイ脅・・漁る辞譲起乙・ノウィゆを提卿

☆『全国商店街支援センタ←一」の取組を支援．

　人材研修、起業支援、支援人材の派遣（大手流通企
　業0白活用）、商店街活性化手法・ノウハウの提供3普及

ii．1�Fた坂上捧を三二に諏ノ
．1★「新〒がんばる商店街77選」

「わたしたち元気です！商店街」儂商エ．空き店舗、高齢者等）「　m而　一…「一『『【…1．’”「瞬國「■「トー…’｝’．「…｝■一．一一・’・一一町・…一　　　　　一一一・・一・　1一…一「十一」

俗省庁・β渤吻魑跨衣耀膿惣　　三
★関係省庁による商店街振興施策の連携　　　　　1

．★自治体1地域づくりと一体化した支援，

　国＝全国ヘモデル普及、広域連携早異業種連携を促進

斜’』

q。

V
誌
三
三
温
戯
三
七
魯



資料4．不動産の所有と利用の分離
（中心商店街再生研究会「不動産の所有と利用の分離とまちづくり会社の活動による中心商店街区域

の再生について～中間とりまとめ～」報告書平成20年3月経済産業省中心市街地活性一室）
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資料5．　「医商連携によるまちづくり研究会」委員名簿

　　　　　　　「医商連携によるまちづくり研究会」委員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同、敬称略）

季昌ξ一
＿ノ・、碁腎 村上　剛人

吉田　　潔

劔羽　逸朗

高木　周策

濱崎　職久

西川　英恵

杉山　稲敏

赤時　孝治

湯川　俊明

福岡天字　商学部　教授

北九州市立大学専門職大学院・福岡大学商学部

　　　　　　　　　　　　　　非常勤講師

健軍商店街振興組合　理事長

総合メディカル株式会社　取締役　兼　専務執行役員

NPO法人　地域福祉を支える会　そよかぜ　理事長

NPO法入　子育てネットながさき　代表理事

久留米市　商工労働部　中心市街地活性化推進室長

九州経済産業局　産業部　商業振興室長

九州経済産業局　産業部　サービス産業室長
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資料6．　「医商連携によるまちづくり研究会」開催日程

第1回研究会

日時 平成20年9，月11日（木）14：00～

場所 九州経済産業局　6F第1会議室

次第ゴ 1．開　会

2．開催の挨拶

3．委員紹介

4．委員長選出

5．報告
崩

（1）九州における「医療・介護サービス等」の実態について

V （2）医療施設の立地プロセス及びまちづくりとの連携について

6．意見交換・討論

ξ （1）各機関の取組について

崩

（2）討論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

7。その他

ρ　遣
8．閉会

第2回研究会

紬配す1 平成20年12月12日（金）14：00～

揚所　げ 九州経済産業局　6F第！会議室

・：次第∫＿ 1．開　会
7

2．報告
（1）医商連携によるまちづくり商店街ヒアリング結果について

二　：∵． 3．意見交換・討論

（1）「医商連携によるまちづくり」の理念について

（2）「医商連携によるまちづくり」を推進する上での課題・障壁、課題解決方法について

7 （3）報告書の骨子（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

4。その他　．

㌦二 5．閉会
袖

第3回研究会

日特 平成21年3月13日（金）14：00～

場所 九州経済産業局　6F第1会議室

ヒ次第 1．開　会

Q．あいさつ

R．報告
i1）地域商店街活性化法案（仮称）について（中小企業庁：商業課）

i2）久留米市一番街プラザにおける取り組みについて（久留米市役所）

S．意見交換・討論

i1）報告書「はじめに」「第1章」「第2章」について

i2）報告書「第3章」「第4章」「第5章」について

T．閉会
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一資料7．ヒアリング調査対象一覧
　　　　：饗’㌶囁

_
：
日
時
ゴ
ゾ
1
ニ
ヤ
　
　
　
∴
，
、
亨
謡

㌧」∫㌻・：憾一斑ゴ讐　　ζ’　一日ゴ丁＝ゴ　　〆∴、’脚　ツ翼醤　　「威一’・慧

R三．．＼＿照凹読『z膨グ舛卑乏賦諺　這∴∫　異
8／26（火） q本原アンジェラス通り商店街振興組合（長崎県長崎市）

Oコミュニティカフェ「どうっぷ」・子育て支援センター「ふわり」

@／NPO法人子育てネットながさき（長崎県長崎市）

8／28（木） 0健軍商店街振興組合　（熊本県熊本市）

寥柱Rくらしささえ愛工房／NPO法人お一さあ　（熊本県熊本市）

8／29（金） ○銀天町商店街振興組合　（福岡県福岡市）

宸ｻよかぜ倶楽部／NPO法人地域福祉を支える会そよかぜ（福岡県福岡市）
9／2（火） ○総合メディカル株式会社　（福岡県福岡市）

9／29（月） ○福岡県保健医療介護部医療指導課（福岡県福岡市）

10／10（金） ○上川端商店街振興組合（福岡県福岡市）

10／17（金） ○鶴見銀座商店街協同組合（神奈川県横浜市）

寃Cムノエイト株式会社（神奈川県横浜市）

10／18（土） ○妙蓮寺駅前商店街「ニコニコ会」（神奈川県横浜市）

10／27（月） ○大井銀座商店街振興組合（東京都品川区）

宸ﾝんなの食育ステーション（東京都品川区）／NPO法人みんなの食育

10／27（月） ○財団法人世田谷区産業振興公社（東京都世田谷区）

寃Rミュニティカフェぶりっじ（東京都世田谷区）／NPO法人せたがや子育てネット

11／6（木） ○宇治橋通商店街振興組合（京都府宇治市）

寞椏s文教大学サテライトキャンパス（京都府宇治市）

寳e子広場「つむぎ」（京都府宇治市）／NPO法人働きたいおんなたちのネットワーク

11／6（木） ○牧野本町商店街振興組合（大阪府枚方市）

寳H育ステーションまきの（大阪府枚方市）／Npo法人ふれあいネットひらかた
11／7（金） ○長尾台商店会（大阪府枚方市）

宸ﾕらっとホーム（大阪府枚方市）／NPO法人すがはらひがし
11／7（金） 〇三津屋商店街振興組合（大阪府大阪市）

寃fイサービス生活屋（大阪府大阪市）／社会福祉法人博愛社

11／10（月） ○果出本町中央商店街振興組合（香川県坂出市）

尠{町デイサービス濱田屋（香川県坂出市）／有限会社城山ケアセンター

11／10（月） ○元町名店街商店街振興組合（香川県坂出市）

宸墲ﾍは・ひろば坂出（香川県坂出市）／NPO法人わははネット
11／10（月） ○高松丸亀町商店街振興組合（香川県高松市）

12／3（水） ○総合メディカル株式会社（福岡県福岡市）

12／4（木） ○そよかぜ倶楽部／NPO法人地域福祉を支える会そよかぜ（福岡県福岡市）
12／5（金：）

○コミュニティカフェ「どうっぷ」・子育て支援センター「ふわり」

@／NPO法人子育てネットながさき（長崎県長崎市）

1／15（木） ○健軍商店街振興組合（熊本県熊本市）

寥柱Rくらしささえ愛工房／NPO法人お一さあ　（熊本県熊本市）
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@　　　　　　　　　　　　　　　ヒアリング対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

1／3Q（金） ONPO法人バリアフリー協会（中延商店街・東京都品川区）

2／5（木） 0株式会社ハイマート久留米（福岡県久留米市）

2／6（金） ○福岡市医師会（福岡県福岡市）

2／12（木）1 ○サンビル日高外科クリニック（福岡県北九州市）

3／4（水） ○熊本保健科学大学（熊本県熊本市）

3／9（月） ○株式会社ハイマート久留米（福岡県久留米市）

寳ｹマリア学院大学（福岡県久留米市）

3／12（木） ○福岡市保健福祉局地域保健課（福岡県福岡市）

3／16（月） ○高松丸亀町商店街振興組合（香川県高松市）

3／18（水） ONPO法人鳳雛塾（佐賀県佐賀市）

3／23（月） ONPO法人寝屋川あいの会（大阪府寝屋川市）

3／27（金） ○唐人町商店街振興組合（福岡県福岡市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

3／31（火） ○柳原通商店街振興組合（愛知県名古屋市）

尢Vモア／NPO法人子育て支援のNPOまめつこ（愛知県名古屋市）

文書照会 ○神戸三宮キッズバルーン／神戸三宮マザーサポート運営協議会（兵庫県神戸市）
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